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　映画「タイタニック」の空前のヒットによ

り客船が脚光を浴びることとなったが、映画

の舞台となっている今世紀初頭と、今まさに

二十一世紀を目前にしている今日とでは客船

の置かれた立場、客船そのものの性格が大い

に異なっていることは興味深い。

　当時の客船は大陸間の主力交通機関として

主役の座を担っており各社がサービスとスピ

ードを競った。第二次世界大戦を境とした航

空機の発達により、北大西洋横断客数では

1957年に航空機・船舶ほぼ同数となり、1959

年には航空機150万入、船舶90万入と逆転す

るに至った。さらに7エット旅客機の登場は

海から空への旅客シフトを決定的なものとし、

栄華を誇った豪華ライナーはその時代を終え

ることとなった。

　代わって登場してきたのは船旅そのものを

楽しむことを目的とするクルーズ船である。

　クルーズ事業の始まりは欧州船主による定

期ライナーのオフシーズン対策としての催行

であったが、1970年代に入りクルーズ専用船

での周年型カリブ海クルーズが始まり、それ

まで一部の富裕層のものであったクルーズか

ら一般大衆をも顧客ターゲットとした今日の

マス・クルーズへと変貌をとげることになる。

　皮肉なことに、この北米市場でのクルーズ

顧客数拡張に大きく貢献したのは、過去の豪

華ライナー時代を終焉させる原動力となった

航空機の存在であった。即ち米国のディレギ

ュレーション政策の結果としての国内航空運

賃の大幅引き下げにより米国各地からのクル

ーズ客を低廉な航空運賃でクルーズの発着地

であるフロリダに呼び寄せることが可能にな

ったことがカリブを主要周航海域とする北米

クルーズ産業の隆盛をもたらしているのであ

る。現在北米のクルーズ人口は年間約460万

人と云われており好調な北米経済をバックに

進展を続けている。

　一方／990年代初頭の本格的外航客船の相次

ぐ就航により幕をあけた我が国のクルーズ産

業はクルーズ人ロ規模年間約18万人と欧米に

比較すれば極めて小規模ではあるが世界一周

を含む長期クルーズを実施する等実績をあげ

つつある。

　昨今、日本国内航空運賃にも競争原理が進

行し始めた事、及びクルーズ顧客層の主体を

なすシルバー層の増加、余暇の長期化、レジ

ャーの多様化、等の状況は我が国のクルーズ

産業にとって大きな可能性を示唆していると

言えよう。
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　アジア船主フォーラム（ASF：Asian　Ship－

owners’Forum）は、1992年に第1回会合を当

協会の主催で開催して以来、アジア7地域（日

本・韓国・中国・台湾・香港・ASEAN・オー

ストラリア）の船主協会が北から南の順で議長

を回り持ちしながら毎年会合を重ねている。今

回、その第8回総会が、1999年5月24日に当．協

会の主催（議長：当協会河村健太郎会長）によ

り東京で開催された。

　これは、昨年5月の第7回ASF（於：豪州）

を以って上記ASFメンバーである7地域の船

主協会による議長の回り持ちが．．．．喫したため、

再び当協会が主催することとなったものであり、

今回はアジア地域から85名の代表が出席した。

各回協からの出席者は資料1の通りである。

　ASFは上記年次総会の他に、6つの委員会

（トレード安定化委員会、船員委員会、船舶解

撤委員会、航行安全委員会、船舶保険委員会、

ASF恒久事務局設置検討委員会）が原則として

毎年の年次会合の聞に夫々の中間会合を．一回開

催している（資料2参照）。

　今回の総会では、限られた時間を有効に活用

し効率的な議論を行なうとの観点から、特に本

会合に先立ち各委員会の個別早朝会合を設定し、

本会合で委員長より発表する各委員会の活動報

告の内容等についての最終確認等を行った。

（

本会合風景
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　　　　　祝辞を代読する林政務次官

　本会合では、先ず林幹雄運輸政務次官が、川

崎二朗運輸大臣からの祝辞を代読した後、河村

ASF議長が開会の辞を述べた。その中で河村

議長は、ASFは、議長国の回り持ちが2巡目に

入り、今やアジア海運を代表する声として世界

の海運関係者の問で認識されるまでに成長し、

2000年に向けて一層の発展が期待されること、

また、アジア海運業界に影響を及ぼす最近の問

題として、①米国港湾の凌深維持等にかかわる

ユーザーブイー　（Harbour　Services　User　Fee）

導入に対する反対表明、②WTO（世界貿易機

関）次期サービス自由化交渉において海運分野

へのGA聡（サービス貿易に関する一般協定）

ルール適用についての合意の必要性、③パナマ

運河の返還に際し、同運河の管理運営、特に安

全面、効率性、コスト競争力に関する信頼性維

持の必要性等について言及した。

　その後、各委員長が夫々の中間会合や当日の

　【資料1】

★各国船主協会団長
☆5－S委員会委員長

総会後の記者会見で発言する河村ASF議長（写真中央）

早朝会合の結果などについて報告し、アジア船

主間の相互信頼の一層の緊密化と共存共栄にむ

けた率直且つ建設的な意見交換が行なわれた。

また、懸案であったASFの恒久事務局設置に

ついては、今回の総会では、現在行われている

議長国と事務局の回り持ち制がうまく機能して

いることが確認され、当面は現在の運営方法を

継続していくことが合意された。

　これらについての総会の合意事項は共同声明

（資料3）として採択された。

　当協会は、ASFがアジア船主が定期的に共

通問題について話し合うことにより、相互の親

睦と信頼を深める場として今後一層重要な役割

を果たすことを期待しており、これは他のメン

バー船下も十分認識しているものと考えている。

次回第9回会合は、2000年5月に韓国で開催さ

れることとなった。

第8回目ジア船主フォーラム全出席者リスト

船　　　協 参加者氏名 役　　　　　職 会　　社　　名
★ John　E．　Unes Managtng　Dkector ANL　CQn厩ner　Hne　Pty　Umited

David　J．　Sterrett Managing　Director＆CEO ASP　Ship　Manage皿ent　Pty　Ltd．ASA
居B船主．協会 John　Campbe11 General　Manager　Ship　Management

rervices BHP　Transporヒ

Neil　Chambers Policy＆Operadons　M睡ager ASA

★ Gao　Weilie高鷲蒸 Vice　President COSCO

Wu　Zhongxiao Vice　Presldent China　ShipPing（Group）Co，

Zheng　Xuezhong Secretary　Gener訓 CSA
CSA
?荘D主協会

Dong　Ming General　Manager　of　Mallagement
civisiQn

COSCO

☆ UShanmin李善敏 General　Manager COSCO　Ma冊ing　Corp．

Yang　Shicheng Deputy　General　Manager　of　Tran昏
垂盾窒狽≠р盾氏@Div．

COSCO

せんきょう　平成ll年6月号
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船　　　．協 参加者氏名　　　　　　　　役　　　　　職 会　　社　　名
Nl　Shao1並9 President

China　Shipping　Japan　Co．　Ltd．

Zou恥1（Ms） Deputy　Managing　Director China　Business　Marine　Co．CSA
?荘D主協会 Lu）藪aozhO119 Vice　Presldent Minshen暮Shipplロg　Co．

Lin王｛uisheng（Ms） Dep鳴γMa照ger Fゆan　Shipping　Co．

★ Firdaus　Wadjdi（Dr＞
Chairman FASAFASA

`SEAN船主協会連合 Daniel　Tan Secre亡ary　General FASA
Cados　C．　Saユinas　　　　　　　lPresident PhilipPine　Transma面ne　Ca出ers　Inc．

Eduardo　U．　Manese EVP＆COO Magsaysay　Lines　Inc．FASA－FSA
tィリピン船主協会 Bibiano　ReynosoN CEO Aurora　ShipPing　Inc．

Vicente　S．　Oca（Capt．）　　　iPresident Naess　ShipPing　PhilipPi且es　Inc．

Hadi　Surya　　　　　　　　　iPresident　DireじtQr PT．　Berlねn　Laju　TankerFASA－INSA
Cンドネシア船主協会 H．Soenarto　　　　　　　　　lPresident　Director PT．　Gurita　Lintas　Samudra

Dato’Hj　Mohd　A髄Hj　Yasin　i　Managillg　Director MISC　Bhd
Nik　Mohd　Zain（Dr）　　　lExecuUve　Cllairman〆CEO Nepline　Bhd

DzulkinアMohd　Zain　　　lDirector MISC　Bhd
Mohamad　Bust臼mi　Yahaya　l“Director，　Liner　Austraiasia” MISC　BhdFASA－MASA

}レーシア船主協会 Hasnan∫㎞uar（Capt．）　　lManager MISC　Bhd
Lim　Leng　Pin Managing　Director　　　　　　　IWawasan　Pan　Asia　Alliance　Sdn．Bhd．

Muhamad　Azmi　Alwl Gelleral　Ma11ager　　　　　　　　　　　l Nepline　Bhd

Pal　N．　Andresen Gelleral　Manager　　　　　　　　lBarber　Ship　Management　Sdn．　Bhd，

☆ ㎞aChen琶Eng 　　　　　　　　　　　　　　　　　　1cep卿Chai㎜an＆Group　President　i　Neptune　O【抽t　Lincs　Ltd．

Chan　Tuck　Hoi Executive、『ce　President　　　　　　　i Region臼l　Container　Liロes　Pヒe．　Ltd．

FASA－SSA
Vンガポール船主協会 Patdck　Phoon Director　　　　　　　　　　　　　　　　iRrW　Shipping（s）Pte　Ltd．

Chiang　Hai　Dlng（Dr） Economic　AdviSQr　　　　　　　　　　　　i　Neptune　G藍ent二五nes　Ltd．

Peter　Chew Mallaging　Director　　　　　　　　IMC　Shlpphユg　Co．　Pte．　Ltd．

S㎜ate　Tanthuwanit Managing　Director　　　　　　　　Ngow　Hock　Co、，　hd、
蝋タイ船主協会

BhUlnindr　Harinsult Managiロg　Director　　　　　　　旧adnsuit　Trallsport　Co．，　Ltd、

Chanet　Phe⑫tl P＝℃siden亡 Jutha　Maritime　Public　Co．，　Lid．

Tran　Van　Lam
Director

Vietna皿Ocean　ShLppLng　CQやVSA
買Cエトナム船主．協会 HaDucB孤9 Di1’ecしDr Internatbna且Labor　CoQPeration　Co．

Do　Viet　Trieu D【rec亡or Sai　Gon　ShipPing　Co．

★ James　Hughes・Hallet Chairma【1 John　Swire＆Soqs（HK）Ltd．

Andrew　Y、　Chen Managing　Director Grand　Seatrade　Shippエng　Agencies
ktd．

Dalliel　Bradshaw
Partner

Johnson　Stokes＆Master

Arthur　B。幅ng
Director HKSOA

☆ George　S．　K．　Chao Deputy　Chairman＆President Wah　Kwong　ShipPlng　Holdings　Ltd．HKSOA
″`船主協会 Peter　Cremers

Chairman
Angb・Eastern　Ship　Managemenし
ktd．

Gilbert　Fe㎎ Assistant　DlrecヒQr 貝KSOA
Robert　A．　Ho Presiden亡 Fairrnσnt　Shipping（HK）Ltd．

Kenlleth　Koo Group　Managing　Director Tai　Chong　C｝1eang　Steamship　Co
iHK＞Ltd．

∫a皿es　Mihle・Home
CQnsultant HKSOA

★ 河村健太郎 社長　　　　　　　　　　　　　　　日本郵船

☆ 生田　正治 社長　　　　　　　　　　　　　　　　商船三井

新谷　　功
社長　　　　　　　　　　　　　　　　1川lr奇汽船　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚

堀　　憲明 会長　　　　　　　　　　　　　　商船三井

谷川　　明 社長　　　　　　　　　　　　　　　1新和海運

五月女眞彦 社長　　　　　　　　　　　　　1 第一中央汽船

田中　道生 専務取締役 日本郵船JSA

坙{船主協会 1佐藤博之 常務取締役 商船三井

目良　悟朗 取締役 川崎汽船

苅田　耕治 常務取締役 日本郵船

戸高　眞一 企画グループ調査役 日本郵船

増田　信雄　　　　　　　　理事長 日本船主協会

和田　敬司　　　　　　　　専務理事 日本船主協会

園田　裕一．』　　　　　　　1企画調整部躍部長 日本船主協会
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船　　　協 参加．．．畜．氏名 ：役　　　　　職 会　　杜　　名

★ Sooho　Cho趙謹書 Presidenし Hanjill　Shipρing　Co．　Ltd．

Yung．Woo　Yσon Senior　Executive　Vice　Preside【lt Hyundal　Merchaエlt　Mahne　Co．　ししd．

Jin・Bang　ke Executive　Vice　President Korea　Line　Corp．

Byun9・Mu　Ybo President＆C．E．0． Pan　Ocean　ShゆPing　Co．　Ltd．
KSA
D韓国船主協会 Dong－Hyuk㎏e President　　　　　　　　　　　　　　　KQrea　Marine　Transport　Co．

Youn－Jae　L三e President　　　　　　　　　　　　　　lHeung・A　Shipphlg　Co．　Ltd．

Doo・Ch乱n　Chang
President Korea　Special　Shipping　Co．　Ltd．

Chang．Hong　Park　　　　　　SecretalY　General
KSA

Hae－YQng　Cheong　　　　　lDirector KSA

★ Steve　S．　S．　Lin林省三 Chainnan Evergreen　Marine　Corp．（T＆iwヨn）Ltd．

T．H．　Chen Chai【man Yangming　Maline　Transport　CDrp．　L走d．

☆ Chwen　Shi　Chell至純煕 President U・Ming　Ma由e’1ヤansport　Corp．

John　Y．　K　Peug
Chairman Chinese　Maridme　Transpor仁Ltd．

Geor暮e　Rsu Vice　Chairman Evergreen　Madne　Corp．（「aiwan）Ud．
NACS
苻p船主協会

Shih　Ching．Chl Vice　President ‘丁証wall　NavigaUon　Co，，　Rd．”

1£eMUI1・Chi Vice　ChairmaΩ Uni蜘ry　Manne　Corp．

Che鳳Teh．Shen9
PresideIlt Wan　Hai　Hnes　Ltd．

Kuen．Mu　Chen Vice　President China　Stee且Express　Corp．

Chen　Chin・Shyen
President Ta－HD　Maddlne　CQrp．

・lBGb　H．　L．　Hsu Secretary　General NAcS

．）

メンバー船協

総会

【資料2】ASF委員会および当協会代表（1999年5月24日）

　　　トレード安定化委員会

　委員．長：　生田　正治
　副委員長：　Sooho，　Cho
　副委員長：　Se　Yong，　Park

　　　　　船員委員会

　　委員長；　Li　Shanmin
　副委員長：　Kenneth　C．　K．　Koo

当協会代表：　河村健太郎

　　　　船嗣解撤委員会

　　委員長：　C．S．　Cheo

　副委員長：　堀　憲明

　　　　航行安全委員会

　　委員長：　Lua　Cheng　En9
　副委員長：Jobn　Campbell
当協会代表：　五月女眞彦

　　　　船舶保険委員会

　　委員長：　George　S，　K．　Chao

　副委員長：　Jaka　A．　Singgih

当協会代表：　新谷功
　　　　　　　山下秀明

　恒久事務局設置検討委員会

　　委員長：　河村健太郎

（日本船主協会／同委貝会当．協会代表）

（韓国船主協会）

（．韓国船主協会）

ラ
　
ラ

会
会

協
協

主
主

船
船

国
港

中
山

（
　
（

（台湾船主協会）

（日本船主協会／同委員会当協会代表）

ラ齢鯵罎鍵麟

（香港船主協会）

（ASEAN船主協会連合）

（日本船主．協会）
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【資料3】

　　　　　　　　　　1999年5月24日，東京

　　第8回アジア船主フォーラム東京総会

　　共同声明

　1999年5月24日、東京において第8回アジア

船主フォーラム（ASF）が開催され、アジア7

地域から85名の船主協会代表が出席した。

　今回の会合は、1992年にASFが組織されて

以来、8回目の会合であった。ASFはアセア

ン（インドネシア、マレーシア、フィリピン、

シンガポール、タイ、ベトナム）、豪州、中国、

香港、日本、韓国、台湾の7つの船主協会によ

って構成されている。

　ASF総会は、1992年に日本船主協会の主催

により第1回会合が東京で開催されて以来、メ

ンバー船主協会の回り持ちによって年1回開催

されている。今回の会合は、その回り持ちが成

功裏に一巡し、再び日本船主協会の主催により

開催された。

　発足以来、ASFは、世界の海運関係者の問

で、アジア船主の声を代表するフォーラムとし

て認識されるまでに成長した。こうした状況の

中、ASFは21世紀に向けてその存在を高めて

いくことが期待される。

　第8回ASFはアジア海運業界の共通利益に

関わる様々な問題を（以下の通り）検討した。

WTO　2000

　ASFは、複数のメンバー国／地域がWTO（世

界貿易機関〉に加盟申請を行っていることに留

意し、こうした加盟申請を全面的に支持するこ

とを合意した。

　1999年末までに開始されることとなっている

WTOサービス貿易自由化交渉においては、海

運サービス分野へのGA聡（サービスの貿易に

関する一般．協定）ルール適用が合意され、各国

自社の自由かつ公正な活動を保証する基盤が形

成される必要性があり、ASFは、　WTOにおけ

る海運サービス交渉を支持する。

米国港湾サービスユーザーフィー

　米国における港湾目深、開発、運営および維

持費用を商船運航会社等に負担させようとする

法案に関し、これは、莫大なコストを回訓にユ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（
一ザーフィーとして転嫁しようとする提案であ

り、ASFは自らを含む世界の海運業界はもと

より他の業．界とも一丸となって、強く反対すべ

きであることで一致した。

パナマ運河

　ASFは、パナマ運河が本年12月31日を以っ

て米国よりパナマ本国に返還されることに留意

した。ASFは、パナマ運河が世界海上貿易上

果たしている重要な役割に鑑み、同運河の管理

及び運営、特に安全面、効率性、コスト競争力

に関し、今後とも信頼性が維持されることが重

要であることにつき全会一致で合意した。

トレード安定化

　トレード安定化委員会（STC）は、第6回中

間会合を1999年3月15日、上海で開催した。

　ASFは上海で採択された訂Cの了解事項を

承認した。

　了解事項において、瓢Cの目的は、率直な情

報と意見の交換を通じてアジア海運業の持続的

かつ健全な発農を促進することであり、また、

アジア船社間の公正な競争や、相互の信頼と．協

力を醸成するものであることを再確認した。
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　ASFは、上記目的を達成するため、円滑な国

際貿易の発展を支える手段として高品質な輸送

サービスの提供を継続するために、アジア海運

業の企業基盤の健全性の回復と自立力を確立す

る必要性があることにつき広く関係者の理解を

得ていくことを盟Cの当面の課題の一つとす

ることに合意した。

　ASFは、定期船およびバルク／タンカー双方

において、トレード安定化に向けた更なる努力

が必要があることを認識した。特に、定期船部

門では、夫々の船主協会のメンバーが参加して

いるフォーラムによる努力を支持していくこと

が望ましいとされた。また、安全かつ安定的な

輸送を維持するため、航行安全に係る国際規則

を全ての船社が遵守するとともに、市場からサ

ブスタンダード船を排除するよう最大限の努力

を行っていくことが極めて重要であることを確

認した。

　ASFは、上記の点に留意し、訂Cがアジア

の海運業界が直面している様々な困難につき、

最大限の理解を得るための努力を継続し、更な

るトレード安定化を実現すべく互いに協力して

いくことを承認した。

船　員

　船員委員会は、その第4回中問会合を、1998

年10月12日東京で開催した。

　ASFは、「船員の訓練及び資格証明並びに当

直の基準に関する国際条約」（訂CW条約）の

1995年改正（訂CW95）第1／7規則の要件に

従って、本年中にレポートを提出予定としてい

る台湾を除く全てのASFメンバー国主管庁が

「ホワイトリスト」入りのためにIMO（国際

海事機関）宛てに情報を提出していることに留
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意した。

　ASFは、有資格職員が深刻に不足する可能性

について憂慮するとともに、いくつかのメンバ．

一船主協会が、効果的な船員確保の手段の見直

しと、継続的な船員の雇用維持を図るための調

査プロジェクトを実施していることを歓迎し、

これに留意した。アジア諸国が世界中の船舶に

多数の船員を供給しているとの観点から、ASF

はアジア諸国が、安全および環境保全の面で責

任ある船舶運航のために必要な要件に適合した、

十分に訓練された職員の健全かつ安定的な供給

を確保するための作業を継続すべきことを合意

した。

　ASFは、船員委員会が他の地域機閾および

国際機関との良好な関係を構築したことを歓迎

した。また、ASFは、船員委員会がアジア太

平洋地域の船員のための質の高い海事教育訓練

の構築を促進するための活動を継続し、これら

機関との能動的な結びつきを更に構築すべきこ

とを合意した。

　さらにASFは、船員の痛ましい死亡や障害

事故についてなされるであろう裁定内容が不透

明であることを憂慮し、この重要な問題につい

て、船舶保険委員会との密接な作業を継続して

行うべきことを合意した。

　船員委員会の声明を支持し、ASFは、皿F（国

際運輸労働者連盟）のTCC（To鳳Crew　Cos⇔

Benchmark　rateの引上げ提案に断固反対する

ことを確認した。

船舶解撤

　船舶解撤委員会は、その第2回中間会合を

1999年3月1日に台北で開催した。

　ASFは、船舶解撤は海運業の健全なサイクル
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のためだけではなく、海洋環境保護と航行安全

にとっても不可欠なものであることを認識した。

更に、アジアおよび世界の海運業界は、解撤を

促進するための適切な方策を検討すべきである

ことを認識した。また、ASFは互いの理解と協

力を深めるため、解撤業界との今後一層の対話

を期待するものである。

　同時にASFは、いくつかの解撤ヤードの労

働環境の問題については、関係業界との協調の

可能性を求めながら取り組んでいく必要がある

ことを留意した。

　船舶解撤委員会は引き続き積極的に活動を継

続していくことで合意した。

航行安全

　ASF航行安全委員会は、その第5回中間会合

を、1998年n月30日にシンガポールで開催した。

　ASFは航行安全委員会の経過報告に留意し、

次の諸問題への姿勢を再確認した。

＊船舶に対する海賊および武装強盗集団

　　ASFは、船舶に対する海賊および武装強

　盗事件が全世界で増加したことを憂慮すると

　ともに、アジア海域で発生した多くのハイジ

　ャック事件に留意し、海賊が多発する沿岸国

　の警察機関に対し、透明性のある海賊事件の

　捜査を強く要請するとともに、沿岸国の海軍

　および海上警察による当該海域における頻繁

　なるパトロールによって監視と相互協力体制

　を強化することを強く要請した。

＊密航者

　　ASFは、　IMOガイドライン「密航者問題を

　適切に解決するための責任の分担のためのガ

　イドライン（決議）」が早急にすべての国の国

　内法に取り入れられ、船主が密航者を容易に

送還できる適切な手順が構築されることを強

　く要請する。さらに全ての政府および港湾当

局等に対し、船舶での密航が容易にできない

　よう厳重なる監視を強く要請する。

＊バルクキャリアの安全性

　ASFは、1997年に海上人命安全条約第！2章

　を採択し、バルクキャリアの海難を減少しよ

　うとするIMOの努力を全面的に支持すると

　ともに、航行安全委員会はIMO海上安全委

　員会での本件に関する検討の経過と進展につ

　いて引き続き見守って行くべきことを合意し

　た。

＊ISMコード

　　ASFはISMコードの実施を全面的に支持

　する。一…方、第一段階として本コードの強制

　化が高い適応率で1998年7月1日より首尾よ

　く発効したことに留意するとともに、第二段

　階として2002年7月1日から本コードが強制

　化される船舶を所有する者に対し、その期限

　に十分余裕のある時期までに安全体制を確立

　することを奨励した。さらにASFは、　ISMコ

　ードに関する全てのPSCが、　IMOの暫定ガ

　イドラインに則って実施すべきであることを

　合意した。

＊全世界的な海上救難および安全システム

　　（GMDSS）

　　ASFは乗組員のGMDSS機器の操作に関

　する問題点に留意した。ASFは乗組員が理

　解し易く、また簡単に操作できるように、供

　給者および製造者がすべてのGMDSS機器

　をさらに統一化および標準化することを支持

　する。また、GMDSS機器の誤操作を防止す

　るため、乗組員が機器に精通するよう訓練す

　ることが強く求められる。
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＊ポートステートコントロール（PSC）

　ASFはPSCの概念を引き続き支持する・・一

　方、多くのPSC覚え書き（MOU）が合意さ

　れることに留意し、すべてのPSCは、　IMO

　のガイドラインに則って統…’された検査内容

　で実施されることを強く要請する。また、度

　重なるPSCの実施と本船に対する不要な遅

　延を防止するため、寄港国間での効果的な情

　報交換がなされるべきであるとした。

＊電子機器と2GOO年問題

　　2000年問題は、機器のテストとその問題の

　対処、またその適応性の評価のための標準的

　な方法が十分に判明していない複雑な問題で

　あることから、ASFはすべての船主に対し、

　システムが誤作動した場合、適切に対応でき

　るよう危機対応手順を再評価することを強く

　求めた。また、ASFはすべての海運関係者

　に対し、”2000年間口の適切な対応のための

　コード”に関するIMOサーキュラー

　No2121に従いこれを実行することを強く要

　請する。

船舶保険

　船舶保険委員会は、その第5回中間会合を

1999年3月8目に、香港で開催した。

　船舶保険委員会は、アジア地域における船舶

保険機構創設に関する活動について報告した。

ASFは、この活動がアジア船主の本質的なニ

ーズに合致するものであることに留意し、全会

…致でこのプロジェクトを承認した。ASFは、

また、コンサルタントが保険業界と協力して、

このプロジェクトを引続き推進・発展させるこ

とを期待するものである。

　ASFは、欧州委員会と国際P＆1グループと

せんきょう　平成ll年6月．号

の間の議論が解決を見たことについて留意し、

関係業界の関与とともに、ASFの本議論への

参加がこのような満足のいく結果につながった

ものと認識した。

　ASFは、タンカー以外の船舶による油点の脅

威に対して、OPA　90のような解決を図ろうと

するカリフォルニア州の動きについて重大な懸

念を表明した。ASFは、すべての政府が独自

のかつ一方的な法制ではなく国際的に合意され

た条約に従うことを訴えるものである。

　船舶保険委員会は、船員の死亡及び障害に係

る裁判管轄および補償の問題について報告した。

ASFは、船員委員会と船舶保険委員会の両議

長名で、本問題についての懸念を表明するとと

もに、状況説明を求める旨、フィリピン政府に

出吊したことを留意した。ASFはまた、全メン

バーを代表して第8回目SFの議長からも、迅

速な対応がとられるようフィリピン大統領宛に

出遇することで一致した。

ASF恒久事務局

　ASFは、現在行なわれている議長国と事務局

の回り持ち制がうまく機能していることに留意

するとともに、当分の問は、現在の制度を維持

していくことを合意した。

第9回ASF

　ASF開催地を回り持ちする慣例に従い、第

9回ASFを2000年5月に韓国で開催する旨の

韓国船主協会の提案を受け入れた。

以　上
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1．FMCが邦船3社への制裁措置を撤回
　　　一同時に日米5船社に対し日本港運の現状報告を要求一

　平成11年5月28日、米国連邦海事委員会

（FMC）は日本の港湾慣行を理由に邦船3社⊂日

本郵船、商船三井、川崎汽船）に課していた米

国商船法第19条に基づく制裁措置規則（FMC

Docket　No．96－20）を撤回すると公表した。

　FMCは平成9（1997）年9月、「日本の港湾運

送事業法およびそれに支えられた港湾慣行が米

船社並びに荷主に不利益をもたらしている」と

して邦船3社の運航する定期コンテナ船に対し

て米国寄港1回当り10万ドルを課徴する制裁規

則を発動し、計150万ドル（当時約1億8千万

円）を徴収したが、その後日米両国政府間およ

び関係当事者と日本政府との問で日本の港運の

近代化に関する合意がなされた事を踏まえ、同

年！1月13日以来、同制裁措置規則を凍結（サス

ペンド）していたもの。

　制裁措置規則撤回の根拠は今一つ明らかでな

いが、FMCは「日本の港運の規制緩和は進展

しておらず、現状に満足しているわけではない」

との姿勢を強調、改めて日本の港運の現状を調

査する為、邦船3社と二四2社（APL及びSea

一Land）に対して、事前協議制度の改善状況

や日本政府の港運規制緩和への取り組みなどに

ついて4項目（米船に対しては事業免許申請に

関わる事項を含め5項目）に亘る情報提出を求

めている。

　一方、「制裁を決めた当時とは状況が大きく

変化している」とも述べており、昨年来、運輸

政策審議会海上交通部会で審議してきた「港運

事業免許制と認可料金制の廃止を核とする規制

緩和の具体的推進策」が本年6月中にも最終答

申される見通しであることが、撤回決定のきっ

かけになったものと見られる。（規制緩和問題

の進捗状況については本紙P．］．3海運ニュース

審議会レポート参照）

　日本政府はこれまで口重条約協議を通じ、

「FMCの制裁措置は日米友好通商条約違反であ

る」として制裁金の返還を含む同制裁措置規則

の完全撤回を求めてきており、今回のFMCの

判断に一定の評価をしながらも、「従来の主張

を継続していく（運輸省）」としている。

　なお、当協会河村会長は5月31口、今回の件

〔
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について以下の通りコメントを発表した。

　「日本船3社を対象としたFMCの制裁措置

は全く妥当性を欠くものであり、当．協会として

もその撤回を強く主張してきたところである。

FMCによれば日本の港湾における最近の状況

を反映させるべく再調査を行なうためとしてお

り、問題が全面解決したわけではないが、今回

の撤回決定自体は歓迎できる。運輸省、外務省

はじめとする関係者のご尽力には感謝を申し上

げたい。」

2．日韓両国船協の相互信頼関係の促進を合意

　　　一網8回日韓船主協会会談の開催について一

　日韓両国船主協会の・．層の友好関係促進を口

的として、1988年より開催されている日韓船主

．協会会談の第8回会合が、1999年5月25日、当

協会の主催により東京で開催された。

　会談には、当協会から河村会長をはじめ8名、

韓国船主協会からは趙会長以下9名が出席した

（資料1参照）。

　会合では、両国海運業界の最近の動き、およ

第8回日韓船主協会会談出席者および関係者

び両国共通の国際海運問題等について友好的な

雰囲気の下、率直且つ建設的な意見交換が行な

われた。

　両．協会は、今後もこの会談を継続していくこ

ととし、次回会談を2000年に韓国で開催するこ

とが合意された。会談で採択された共同声明は

資料2の通りである。

【資料1】第8回日韓船主協会会談出席者

（日本側）

氏　　名 役　　　職　　　名

河村健太郎
日本郵船㈱　社　長

i当協会会長）

生田　正治
商船三井㈱　社　長

i当協会副会長）

新谷　　功
川崎汽船㈱　社　長

i当協会副会長）

堀　憲明 商船三井㈱　会　長

増田　信雄 当協会　理事長

和田　敬司 当協会　専務理事

一一星一　　　　頃

ﾋ1尚　具一
日本郵船㈱企画グループ調査役

i当協会　会長秘書〉

園田　裕一一 当協会　企画調整部副部長

※当協会における役職名は平成11年5月25日現在

せんぎょう　平成11年6月．号



囮

　　　第8回日韓船主協会会談出席者

（韓国側）

氏　　名 役　　　職　　　名

Sooho　Cho

竅@秀鏑

President，　Hanlin　ShipPing　Co．　Ltd．

i韓国船主協会会長）

Yung－

voo　Yoon

Senior　Executive　Vice　President，

gyundai　Merchant　Marine　Co．　Ltd．

J｛n・

aang珍e

Executive　Vice　Presiden亡，

jorea　Line　Corp．

Byung・

lu　Yoo

President＆C．　E．0，，　Pan　Ocea且Ship・

垂奄獅〟@Co．　Ltd，（韓国船主協会副会長）

Dong－

gyuk　Lee

President，　Korea　Marine　Transport　Co．

i韓国船主協会副会長）

Youn・Jae　Lee
President，　Heung・A　Shipping　Co，　Ltd．

i韓国船主協会副会長）

Doo・Chan
bhang

President，　Korea　Special　ShipPing　Co，

ktd．（韓国船主協会副会長）

Chang－

gGng　Park

Secretary　Genera1，　KSA

Hae－

x。ng　Cheong

Dlrector，　KSA

【資料2】

　　　　　　　　　　　　　1999年5月25日

　　第8回日韓船主協会会談共同声明

1．日本船主協会（JSA）と韓国船主協会（KSA＞

　は、1999年5月25日に、東京で第8回日韓船

　主協会会談を開催した。これは1996年の第7

　回会談（於：韓国・釜山）に続くもので、友

好的な雰囲気の下、率直かつ建設的な意見交

　換が行われた。会談の出席者は添付の通りで

　あった。

2．会談では、法制や政策の変更を含む両国海

運の現状と展望について意見交換が行われ、

　高品質な輸送サービスの提供を継続していく

　上で、両国海運の持続的かつ健全な発展のた

　めに相互の信頼と協力関係をさらに増進して

　いくことが合意された。

3．会合では、両協会と世界海運にとづての共

通問題に関する様々な動きが討議された。

WTO（世．界貿易機関）の枠組みにおける海運

サービス自由化交渉については、自由かつ公

正な外航海運活動の基盤を確保するため、交

渉の開始を支持することで一致した。また、

OECD　MTC（海運委員会）等国際機関にお

ける関係業界を含めたサブスタンダード船対

策についての議論を考慮しつつ、航行安全と

環境保護に対する要請が強くなっている中、

サプスタンダード船の排除を積極的に推進し

ていくべきことが認識された。

4．両．協会は、1999年5月1日目発効したOS－

RA（米国外航． C運改革法）による1984年海

運法の改正に関連し、米国トレードを取り巻

　く商業環境の変化について留意した。両協会

　は、また、米国における港湾国漢、開発、運

営および維持費用を商船運航船社に負担させ

　ようとする法案に関し、両協会は、莫大なコ

　ストを船出にユーザーフィーとして転嫁しよ

　うとするこの提案に対しては、世界の海運業

　界は、同ユーザーフィーの影響を受ける他の

　業界と共に強く反対すべきであることで一致

　した。

5．さらに競争法を含む欧州海運政策の今後の

　動向にも注視していくことが再確認された。

6，両協会は、アジア地域において発生してい

　る海賊事件や武装強盗集団の深刻な度合いに

　重大な懸念を表明し、尊い人命や船舶・積荷

　等を含む貴重な財産を守るため、アジア地域

　の関係政府機関に対し、一層の注意を喚起す

　るあらゆる努力を行っていくことで一致した。

7．双方は、事務局問の人材交流プログラム．や

　日韓船員問題共同研究会を通じ、両協会の緊

　密な関係を維持していくことを再確認した。

8，双方は、次回会合を2000年に韓国で行うこ

　とで合意した。
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婁海運認
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審議会レポート

最終答申案の審議、次回に持ち越し

一運輸政策審議会海上交通部会第12回港湾運送小委員会の撲様一

内　外　情　報

施行細則の運用に注視が必要

一1998年米匡外航海運改革法の施行について一

）．

）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　寒
　　　．審議会レ．ポート

最終答申案の審議、次回1

一運輸政策審議会　海上交通部会

　港湾運送事業に関わる規制緩和問題を審議中

の、運輸大臣の諮問機関である運輸政策審議会

・海上交通部会の下部組織「港湾運送小委員会」

は、去る5月27日に第12回会合を開催し、当協

会からは、専門委員として坂田　昇　港湾協議

会代表（目黒郵船顧問）が出席した。

　事務局（運輸省）の用意した「港湾運送事業

の規制緩和について（最終答申案）」に沿って討

議する予定であったが、労組側委員より「議論

が尽くされぬうちに最終答申案が提示されるの

は納得できぬ」と強い反発があり、「労働関係

の安定化に対する船社・荷主の責任と協力を明

記するとともに港湾運送の集約・協業化に国が

財政措置を講じるべき」という従来の労組側主

張などについて議論が行われた。

　　　　内外．情報　．濠

こ持ち越し

第12回港湾運送小委員会の模様一

　一方，拠出金問題に関しては、意見を求めら

れた坂田代表が「事務局案には賛成できない。

但し、置目・荷主に対して、規制緩和が行われ

る港について3年問に限り現行認可料金の拠出

金相当額を荷役料金から分割して清算すること

の協力を求めるべきか更に審議してはどうか」

などと提案した他、荷主側委員からもこれに賛

成する意見が述べられた。

　結局、予定時間を30分延長するも本答申案に

ついてば実質的な討議に至らず閉会となった。

最終答申案については一部修正の上、6月ユ0日

開催予定の第13回会合で再度審議される。運輸

省では次回を以って最終取り纏めの意向である

が、状況は今のところ流動的である。

施行細則の運用に注視が必要

一1998年米国外航海運改革法の施行について一

　1998年10月ユ4日に成立した1998年米国外航海

運改革法（OSRA：Ocean　Shipplng　Reform　Act

of／998）は、その後、米国連邦海事委員会（FMC）

が同法の施行細則を決定し、1999年5月1日か

せんきょう　平成11年6月号 圃



ら施行された。

　FMCは、同細則に関係者意見を反映させる

ため、資料の各項目について細則案を発表し、

夫々の案に対する関係者コメントを踏まえた上

で最終細則を承認した。

　同細則案に対しては、欧州・日本船主協会評

議会（CENSA）、Ocean　Carrier　Working　Group

Agreement（OCWGA）等船尾団体を始め各方面

から、特に、船社間協定の届出に関する施行細

則案（＃Docket　98－26）、自動タリフシステムに

関する施行細則案（＃Docket　g8－29）、サービス

コントラクトに関する施行細則案（＃Docket

98－30）について、OSRAの意図する規制緩和、

手続き簡素化が反映されておらず過度に硬直的

であるとのコメントが多く寄せられたため、原

案は大幅に修正された。

　一方、1920年商船法第19条の改正（FMCに

よる取締の対象となる外国船社の慣行に、運賃

設定を含めることを明記）に係る施行細則（＃

Docket　98－25）については、民間当社の基本的

商業行為である運賃設定にFMCが介入する恐

れがあるため、CENSAは、かかる行為が海運

法違反であることが証明されない限り、同条に

よる外国船社の運賃設定に対する取締は行なわ

ないことを施行細則に明記するようFMCに強

く申し入れていた。しかしながらFMCは、改

正前の同法／9条における外国船社の「慣行」に

おいても、運賃設定を含むことが想定されてお

り、今回の改正はそれを明記しただけで取締権

限の拡大ではないとの見解を示し、最終細則に

CENSAの申し入れば反映されなかった。本件

については外国船社の運賃設定に対するFMC

の恣意的な介入が行われないよう、引き続き運

用を注視していく必要がある。

（

【資料1　1998年米国外航海運改革法＝FMC施行細則について

Docket　No． 施行細則案の　内容 Fillal　Rule（最終施行細則）

＃98－21 Miscellaneous　Amendments　to　Rules　of　Practice　and

orQcedure＝
eMCの運営／執行に関する規則について

1999年2月3口、原案のまま承認。

＃98－25 Amendments　to　Regula亘ons　Governing　Restdc廿ve
eoreign　Shipping　practices，　and　New　Regulations
foveming　Con甘olled　Carriers　l
O国船社の不当な行為（1920年商船法第19条等）お
謔ﾑコントロールド・キャリアについて

1999年2月3日、原案を一部修正後、承認。

＃98－26 Ocean　Common　Car丘er　and　marine　Terminal　OI｝一
?窒≠狽盾秩@Agreements　Subject　to　the　Shipping　Act　of

P984：

Iーシャン・コモン・キャリアおよびマリン・ター
~ナル・オペレーターの協定について

／999年2月25日、原案を修正後、承認。但
ｵ、“Ocean　Common　Carrier”の定義、　FMC
ﾉ届出る協定内容、協定の変更についてぱ、
{細則とは別途に細則が策定されることと
ﾈった。

＃98－27 Marine　Terminal　Operator　Schedules：
}リン・ターミナル・オペレーターのレート、規則、
ｵ行の設定について

］．999年2月3日、原案を一部修正後、承認。

＃98－28 Licensing，　Financial　Respons圭bihty　Requirements，and　Gener認Du£ies　for　Ocean　Transportation　Inter－

高?р奄≠窒奄?刀♀

O航輸送中間業者のライセンス取得、資力証明およ
ﾑ一般義務について

1999年2月25日、原案を修正後、承認。

＃98－29 認贈囎難癖・m：　　i1999年2月18日・撫｛［雛鼎
＃98－30 Service　Contract：

Tービス・コントラクトについて
1999年2月25日、細則を暫定的に承認し4
獅P日まで関係者からのコメントを再度受
ｯ付けた後、4月22日に最終細則を承認。
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　　　　　　臨鮒解梨扇谷正彦

　第二次大戦終了後日本経済の復興を支え、「21

世紀は日本の時代」と米国の高名な学者に言わ

しめた日本的経営が、1990年代の初頭にバブル

経済としてその頂点に達した後、風船がしぼむ

かのようにその輝きを失って現在に至っている

事は良く知られた処です。この日本的経営の挫

折にあたって、金融界・建設業界等を中心にも

ろもろの責任問題が発生し、会計の世界におい

てもその責任が問われていることも亦、良くご

存知の事だと思います。平成9年6月6日に大

蔵大臣の諮問機関である企業会計審議会から

「連結財務諸表の見直しに関する意見書」が公

表され、これを嗜矢として矢継ぎ早に新しい会

計基準が打ち出され経理革命の様相にあるのも、

会計の世界におけるこれまでの問題点を見直し、

否定された理論的枠組みを再構築する為である

と捉える事が出来ます。この流れの中において、

新しい連結決算の制度及び連結納税について概

略を説明すると同時に、海運企業における問題

点についても簡単に触れてみたいと思います。

1．我が国における連結決算制度の歴史

　我が国における連結決算制度は、昭和50年6

月に企業会計審議会から出された「連結財務諸

表の制度化に関する意見書」を始まりとします

が、以下次のような変遷を経てきました。

昭和52年4月

昭和58年4月

昭和63年4月

連結財務諸表制度の導入開始

持分法強制適用開始

（＊1一表参照）

提出期隈の特例（事業年度終

．了後4ヶ月）の廃止

平成2年4月

平成3年4月

平成5年4月

平成6年4月

平成9年6月

（＊2一同）

セグメント情報の開示の導入

連結財務諸表の有価証券報告

書本体への組み入れ

監査対象化

ユ0％ルールの撤廃に伴う連結

範囲の拡大（＊3一同）

企業会計審議会「連結財務諸

表の見直しに関する意見書」

　この期間における日本郵船株式会社の諸デー

タは表の通りですが、当初16社で始まった連結

決算が、持分法の導入、10％ルールの廃止等に

よりその連結会社型を増加せしめ、決算発表の

時期も開示の早期化を達成する為、飛躍的に早

くなっている状況がお解り頂けると思います。

又、その総資産、売上高において連結決算の数

字と単体決算の数字の比較を行いますと、連結

決算数字の伸びが単体決算数字に比べて遥かに

大きくなっており、企業活動が子会社・孫会社

といった形で推し進められてきた様子を表して

います、連結決算の数宇を見ること無しに、企

業の実力を把握することは難しくなっているこ

とが良くお分かりになると思います。

2．国際会計基準

　20世紀の後半に入り、企業会計に大きく影響

を与える事柄として、企業活動のグローバル化、

ボーダーレス化が上げられるかと思います。か

つてのウルグアイラウンドやWTOの枠組みの

下で自由貿易が推進され、国と国との垣根が取

り払われ、企業は自由にその本来の目的を追求
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表郵船グループにおける運結決算の推移

（億円）

年　度
関　係

?ﾐ数
連　結

?ﾐ数
発表日 総資産

i連　結）
総資産
i単　体）

売上高
i連　結）

売上高
i単　体）

当期利益
i連　結）

当期利益
i単　体）

昭和52 16
7．31 5，622 4，632 4，903 4，076 3／

30

53 16
7．31 5，538 4，8工6　　4，517 3，583

43 33

54 19ユ 15
7．31 6，218 5，262　　5，862 4，542

88 39

55 211 15
7．31 6，602 5，565 7，354 5，765

89 67

56 209 17
7．30 7，／01 6，047 7，810 6，289

80 64

57 216 18
7．29 7，686 6，344 8，16Q 5，994　　　175

154

58 221 （＊1）

@　　35
7．31 7，988 6，498 7，807 』司134 108

59 213 35
7．30 8，369 6，780 8，358 5，727　　　　73

27

60 221 36
7．25 8，123 6，5Q3 8，372 5，488

52 4Q

61 230 37
7．31 8，198 6，586 6，403 4，155

36 3

62 264 38
7．29 8，621 6，635 6，415 4，138

9 24

63 316 56 （＊2）

@6．29
9，8工1 7，116 6，495 4，250

29 40

平成元 385 55 6．28 11，442 8，029 7，553 4，768
106 78

2 420 89
6．27 12，720 8，051 8，425 5，327

63 51

3
44．6 ユ05 6．26 12，694 8，056 8，887　　5，69工

65 65

4 447 110
6．18 12，6ユ9 7，854 8．967i5，756 74 77

5 454 115
6．10 12」64 7，677 8，578 5，312

61 54

6 462 （＊3）

@　215 6．9 13，634 7，／89 8，677 5，175
31 25

7 468 230
6．7 14，033 7，376 8，917 5，214

33 26

8 487 24．O 5．30 14，263 7，205　　10，2．43 5，817
136 72

9 518 251
5．29 14，551 7，713　　10，784 6，329

72 42

10 553 266 5．2ユ 15，007 8，845　　ユ0，825 6，859
124 67

できるようになりました。世界中の顧客や取引

先を相手にする事ができるようになったと同時

に、その活動を支える資金の調達についても一

国の垣根を越え、国際的な資本’市場から資金を

調達できるようになりました、この結果、行き

過ぎた企業活動に対する規制や企業実体を広く

知らしめる必要から各国の法律及び会計もグロ

ーバル化・スタンダード化が叫ばれるようにな

り、企業の体力・知力を表す財務諸表について

も、その作成基準の統一が必要となりました。

これに応じる形で、公認会計士を中心に純民間

の団体として1973年に設立された国際会計基準

委員会（International　Accounting　Standard　Com－

mittee）により、国際的に通用する会計基準の

作成が始まりました。この国際会計基準委員会

の活動は、紆余曲折がありましたが、日本の大

蔵省．、米国の証券取引委員会（Securides　and

Exchange　Commlssion）等各国の証券監督者が

加盟する国際機関である証券監督者国際機構

（lnternational　Organlzatlon　of　Securlties　Com－

mission）の支援を受けて、国際的に活動する

企業が準拠すべき会計基準の完成に向けて精力
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的活動を続けています。この国際会計基準作成

の狙いとしては、次の3つにあると言われてい

ます。

　①国際的に活動する企業間の則．務状況の比

　　較を容易にする。

　②企業が国際的な活動を行うに当たって、

　　異なった会計基準によって作成していた財

　　務諸表を一本化する事により、作成の手間

　　を省く。

　③諸国間における財務1日報開示レベルを引

　　き上げる。

　　この狙いの下、作成されつつある国「祭会計

　基準のポイントとしては次が上げられていま

　す。

　　イ，時価主義（資産の時価評価、外貨建て

　　　取引への期末レートの適用等）

　　ロ．業績の適時開示（工事進行基準の採用、

　　　税効果会計の適用等）

　　ハ．連結決算重視（連結財務諸表の見直し）

　　二．キャッシュフロー計算書の財’務諸表と

　　　しての位置づけ

　我が国においても、この国際会計基準の動向

と軌を一にして、従来の会計基準から脱皮し、

新しい基準を設定しようとの動きが起こりまし

た。バブルの破裂により傷を負った日本企業建

て直しの為の価値基準の再構築を図って、企業

会計審議会から「連結財務諸表の見直しに関す

る意見書」を皮切りに次々と意見書が出され、

会計新時代に突入したわけです。

3．新会計基準の日本における導入

　平成9年6月公表の「連結財務諸表制度の見

直しに関する意見書」を手始めとして、これま

で企業会計審議会から多数の意見書がだされて

います。この狙いはFree、　Fair、　Globalを合い

言葉として、21世紀に向けての活力ある証券市

場の確立に貢献することにありますが、同時に

会計基準を一新することにより、開示のレベル

を国際的に遜色の無いものとし、従来の分かり

にくいと言われていた日本の企業の実状をより
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透明性の高いものにすることにあります。新会

計基準の導入については、その輪郭のみで全容

は未だ明らかとなっておりませんが、国際会計

基準に沿った膨大な変更となることが予定され

ており、新連結財務諸表制度と一体となって新

しい時代を形作るものと言われています。新連

結財務諸表を中心に、新しい会計制度の骨子を

解説しますと次のようなものです。

　①連結情報の重視

　　　従来、親会社の個別情報を中心に書かれ

　　ていた有価証券報告書を連結決算を中心と

　　した企業グループの情報に改める。

　②連結キャッシュフロー計算書の導入

　　　キャッシュフロー計算書を重要な財務諸

　　表として位置づけ、連結ベースでこれを作

　　成する。

　③中間連結財務諸表の導入

　　　中間期においても連結財務諸表を作成す

　　る。

　④連結の範囲の見直し

　　　実質支配力基準（連結法）及び影響力基

　　準を導入することにより、従来連結を免れ

　　ていた会社についても重要な会社は連結さ

　　れるように道を開く。

　⑤税効果会計の適用

　⑥金融資産の時価評価

　　　金融資産を時価評価し、評価損益を損益

　　計算書又は貸借対照表に計上する。

　⑦退職給付に係る会計基準の設定

　　　退職給与引当金及び退職年金を統合した

　　会計処理基準を設定し、積み立て不足額を

　　開示する。

4．連結決算を核としたグループ経営

（D　連結管理会計

　　個別決算から連結決算へというこの流れ

　　は、対外開示を中心とした財務会計の上で

　　のものですが、この底流には企業活動の国

　　際化・分社化による企業活動の複雑化があ

　　り、この動きは企業自身の業績把握を困難



　ならしめる結果となっています。これに対

処する為に、管理会計の分野においてもグ

　ループとしての業績把握を可能とする組織

形態の構築、採算把握のシステムの構築が

　必要とされています。最近の連結決算把握

　のソフトウェアには連結管理会計を謳い文

　句にしたシステムが多く見られるのもこれ

　と無縁ではありません。企業の業績把握の

　手段としては、いろいろな手法が開発され

　ていますが、業績管理の手法としては予算

　制度の導入が最も一般的であり、連結ベー

　スでの予算制度の導入とキャッシュフロー

　を中心にした業績管理が有効かと思われま

　す。この分野はコーポレートガバナンスの

　問題とあいまって、今後企業が真剣に取り

　組む必要がある課題かと思われます。

（2）連結納税制度

　　日本の企業会計を取り巻く法律は、商法

　・法人税法・証券取引法の3つですが、こ

　れまで話題となってきた連結決算は証券取

　引法に基づき、大蔵省が日本の会計を一新

　せしめようとしているものです。商法及び

　税法については、未だに個別決算の世界で

　あり、連結決算を取り入れる動きは殆どあ

　りません。しかしながら、税法については、

　親子会社法制の問題と絡み、分社化による

　企業経営の実を上げる為、連結納税制度の

　導入が強く経済界より求められています。

　通産省による試案を皮切りに、この動きは

　具体的なものとなり、平成／1年度の自民党

　税制調査会による「税制大綱」では、2001

　年度における連結納税制度の導入が謳われ

　ています。連結納税制度は、親会社と子会

　社の所得を通算して所得計算を行うもので、

　既に欧米ではかなりの国で導入済みであり、

　日本企業がこれらの国と伍してやっていく

　為には不可欠のものと思われます。

　　これまで、日本には特定外国子会社に対

　する合算課税のような制度（タックス・ヘ

　イブン対策税制）はありましたが、これは

徴税回避を防止する事を主眼に導入された

制度で、連結納税制度とは似て非なるもの

でした。連結納税制度の導入により短期的

には国の税収は少なくなるとは思われます

が、日本企業の活力を維持していく為にも、

連結納税制度の早急な導入が求められます。

5．海運会社における影響とその問題点

　国際海上運送事業は、純粋に国際マーケット

のみにその収益の源を依存してきた産業であり、

早くから国際競争にさらされてきた産業ですが、

その中にあって我が国の海運会社はこれまでそ

の競争力の維持の為、資本面においても早くか

ら国際化を行ってきました。世界各地に船舶の

保有会社を設立すると共に、ターミナル業、海

運代理店業あるいは船舶配乗業等を広範な地域

で営んできました。更には、物流業の一環とし

て各国における陸上運送事業、倉庫業等にも進

出してきました。このような世界を舞台に早く

から活動をしてきた海上運送業にとっては、こ

れら世界中に散らばった子会社群を取り纏め、

親子会社間の取引を消去した．上で外部顧客に対

する売り上げや利益を算定し、真の財務状況を

把握する事は喫緊の課題と撫せましょう。連結

決算の重要性はこの点からも疑うべきもありま

せんが、連結納税制度の導入についても従来の

特定外国子会社（仕組船保有会社の殆どが該当）

に対する合算課税の見直し（黒字所得の合算の

みで、赤字は対象外）と併せ是非とも実現して

欲しい課題です。日本船主協会の河村前会長も

折に触れ、特定外国子会社の留保金課税の不当

性と特定外国子会社を含めた連結納税制度の導

人を叫んでおられましたが、何とか実現したい

ものです。企業会計に携わる者にとって、あた

らしい連結決算制度と新会計基準は、これまで

の会計基準を抜本的に変革し、国際水準に肩を

並べようとするものにつき、その導入にはまだ

まだ越えるべき関門が多いかと思われますが、

辛抱強くその実現に向け努力を重ねたいもので

す。
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　　　　　　　最近の定航海運トピックスに関するアンケート（上）

　　　　　　　一情報化、運賃・船腹に関する調査結果一

）

　当協会は、世界の海運業界が発展していくためには、業界の現状について各国船社間の共通認識が

欠かせないとの観点から、各種国際会議への参加や国際機関との連携を通じ、口置・船級間の相互理

解を深めるための活動を行っている。

　このほど（財）海事産業研究所は現在、各船社が重要視していると思われる事項のうち、情報化、運

賃・船腹、アライアンス・同盟の3つのテーマについて、内外の大手定航船社を対象にアンケート及

びインタビューを実施し、15社近い船社から得られた回答を取りまとめた。本調査は、業界全体の発

展をめざす立場から行われたものであり、これは当協会の考え方にも合致するものであることから、

同調査結果を紹介し、読者の参考に供することとしたい。

　なお、紙面の都合上、本号では、情報化および運賃・船腹について、次号では、アライアンス・同

盟および海運業界の現状に関するコメントを掲載する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開設している大手船社を対象に、昨今のトピッ

経営者マインド調査：

「最近の定航海運トピックスに

関するアンケート調査』結果報告

平成11年5月

財団法人海事産業研究所

1．はじめに

　弊海事産業研究所は、本年1月末より4月中

旬にかけて、アジア／北米・欧州に定期航路を

クスから数点に絞ってアンケート及びインタビ

ューによる調査を実施した。

　この度のアンケート調査は、弊研究所として

も初めての試みであったが、このような調査が

可能となった理由のひとつに、弊研究所が非営

利団体であり、すべての船社に対してニュート

ラル及びフェアな立場にあることが挙げられる。

今回この立場を多いに活用し、民間の一船社で

は実行が困難と思える調査手法、すなわちアン

ケート調査を通して、各社の生の声を引き出し、

それをフィードバックすることを試みた。そし

てこの調査結果が各船社により有効に利用され、
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現在の調川海運業界に何らかの共通の認識また

はコンセンサスが生まれることを究極の目的と

している。

　従い、調査にあたっては厳正中立を貫き、各

社の個別情報を外部に漏らさないことを各船社

にアピールし、納得していただく必要があった。

また多くの外船社には弊研究所は馴染みが薄く、

先ずその組織構成などからとくとくと説明する

必要があったが、結果的に今回アンケートをお

願いした8割近い船社から回答を得ることがで

きた。これは調査結果の内容以上の成果と捉え

ることもできるが、過去にこのような視点での

アンケート調査がなかったことから、各社から

の要望の片鱗として見ることもできよう。

　また、この度のアンケート調査では興味深い

趣向として、アライアンス・船側提携による諸

々の効果につき、その“満足度”を問う設問を

施した。10から100までのゲージ上のその”満足

度”に相当する個所にマークしてもらうものだ

が、畠山社の持つ現状認識のひとつの指標とし

て、今までにない、面白い調査結果を得ること

ができたものと思う。

　以下は本アンケート調査結果の概要である。

原文が英語のため和訳してあるが、前述したよ

うに、その内容は船社名、個別情報が漏れない

ように特に配慮しており、各回答船酔に配布し

た調査報告書（Results　of　Questlonnaire）とは

幾分その様相が違っている。例えば回答結果は

Results　of　Questionnaire中では船八州で表示し

てあるが、本報告書ではパーセンテージに変更

してあり、これに伴いグラフの多くを棒グラフ

から円グラフに変更している。一方、一部アン

ケート設問に対する各社からのコメントについ

ては、その幾つかを、ニュアンスが壊れないよ

うに英文のまま引用した。

　幸いにして今回の調査結果’‘ReSUltS　Of　QUeS一

tionnaire”に対しては、各船社からの評価は高

く、今後の活動を期待する声が多く寄せられて

いる。またある船社からは社長より直々の賛辞

を頂いた。当初、かかる調査結果は当該船社だ

けに配布し、内部使用に限るものとしていたが、

Resu玉ts　Qf　QuesUonnaireを配布後、複数の船社

よりプレスリリースを行って、海運業界での船

社相互理解に役立てていきたいとの積極意見が

出始めた。この度ご協力頂いた全船社に意見を

伺ったところ、9割以上の船幅より前向きな回

答を頂き、今回公表が実現した次第である。

　今後も船社に対しては広く意見を求め、その

時々の状況にあったテーマにつきアンケート調

査を実施し、その結果概要も各船社の了解の．ヒ、

press－releaseを通して海運業界に周知してゆき

たく思っている。また今回press－releaseに一

部船出から反対のご意見があったことについて

も、このような調査は初めてであり、回答船社

としても慎重にならざるを得ないことは十分理

解できるところである。しかしながら今後2度、

3度とかかる調査を継続してゆくうちに、その

内容も充実し、必ずや信認を勝ち得るものと確

信するものである。

　・．．一方、このアンケート調査は弊研究所が実施

したものの、その内容の分析、検討は各船固自

らの手に委ねたい。この調査結果は、現海運大

手の生の声を纏め、各社に問いかけたものであ

る。この内容が各日社に有効に利用され、各々

の現状認識、ひいては当社問の相互理解、海運

業界全体の発展に供されれば誠に幸甚に思う次

第である。

2，背景について

　近年の定航海運業界は目まぐるしくその様相

を変えようとしている。国籍を異にする複数船

側の合従連衡によるグローバルアライアンスの
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誕生または船社問提携の進捗、大智一社同士の

M＆Aなど、定性海運業界はまさにコスト削減

による採算改善に汲々としている。

　一方においては規制緩和による同盟の弱体化、

世界規模の情報化の進展、アメリカのOcean

Shipping　Refonn　Act　of　l998の成立など、定航

海運業界を取り巻く環境はますます複雑かつ不

透明になってきており、各社日々その対応に鍋

を隔ているのが現状である。

　1997年目タイバーツ’ド落に端を発したアジア

の経済危機は、同地域に配船する船社にとって

未曾有のOutbound貨物の増大をもたらしたも

のの、反面Inbound貨物の減少により過去に

例を見ないコンテナのインバランスが生じ、各

船社にとって重大な収益の圧迫要因となってい

る。

　かかる状況下において、アジア発北米・欧州

向けの運賃修復が推進されつつあり、またTHC

　（ターミナルハンドリングチャージ）など付帯

費用の導入、値上げの気運が高まっていること

は、各船社が現状に対し共通の危機意識を持つ

ことによって達成されたものといっても過言で

はない。

　このような状況に鑑み、このたびアジア、北

米、欧州間に定期航路を開設している主要上社

18社（実際はM＆Aによりユ7社）を対象に、昨

今の定航海運業界におけるトピックスのうち最

も重要思われるもの3項目に絞って、アンケー

ト（questionnaire＞調査を実施、またこのうち

数社にはinterviewによる面談調査を実施した。

questionnaifeは本年1月末に各社に送付し2

月中旬より回収を開始、interviewについては

状況に応じて2月末より適宜実施した。また

questionnalre送付にあたっては事前に各社の

日本支社、代理店に伺い、ご協力を仰いだ。こ

の結果、15社に近い船社からご回答を得ること
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ができ回収率は約80％となった。これは実勢を

反映するに1－卜分な回収率と理解する。またinter－

viewは日程の関係から全社にお願いすること

ができず、約半数の船社に対して実施した。

　アンケートにあたっては、弊研究所が非営利、

中立の機関であることの優位性を活かし、公正

な立場から質問を発し、各社からは忌日の無い

ご回答を得ることができたものと思う。これら

貴重な意見をここに纏め、結果を各船社フィー

ドバックすることで、当該航路に配船している

船社同志が現状に対して共通の認識（common

understanding）またはconsensusを温め、こ

れからの定航海運業界の尚一一・層の発展を考える

うえでの・．一助に供してもらえれば誠に幸甚に思

う次第である。

　このたびのアンケートという調査手法は、弊

研究所としても初めての試みであり、慣れない

ところ多々あったものと思われるが、各船社に

は前向きなご理解、ご協力を頂き、心より感謝

の意を表したい。

　言うまでもなく、このアンケート回答の船社

個別情報は総て外部秘扱いであり、ご協力いた

だいた船社の個別情報は公表しないことを約束

している。

3，調査対象項目について

　今回の調査にあたり、その対象としてはでき

るだけ現状に即し、かつ現在回船社が重要視し

ていると思われる事項を検討し、過去半年間に

わたり定航海運業界で取沙汰されているトピッ

クスのなかから、工．情報化、1．運賃・船腹、

皿．アライアンス・同盟の3つのカテゴリィに

絞り、合計25問を設問した。

　1．情報化　については、昨今のコンピュー

タの小型・高性能化およびEDI（Electronic　Data

Interchange）の急速な普及により情報技術（IT



：Information　Technology）が日進月歩の発展

をみるなかで、各社のその取り組み状況を問う

てみた。世間一般的な趨勢としては、従来の中

央処理型のQn　line　infGrmation　networkから地

方分散型のlocal　area　networkが主流となる傾

向にあるが、業界内での進捗状況を探ってみた。

またこれからの引航海運で特に重要になってく

ると思われるもので、採算性を瞬時に判断でき

るようなコスト管理システム（Yield　Manage－

ment　System）があるが、これに関する各船社

の対応はまちまちであることは承知のうえで、

現在の業界内での認識レベルを示唆することを

試みた。2000年（Y2K）問題についてはmust

の領域であり各社の進捗状況を問うに留めた。

　H．運賃・船腹　では、一昨年来のアジアOut－

bound貨物の急騰に際し、船社側としてはコン

テナ、船腹スペースの不足等によりサービス維

持には困難を極めつつも、結果的にはそれが北

米・欧州向け運賃修復の成功に繋がったように、

コンテナ運賃も、貨物・船腹のDemand／Sup－

plyの関係から修復され得ることがあらためて

再確認されたものと思う。ここでは各船社に対

し、現在の運賃のあり方、またその決定メカニ

ズムにつき、船腹のスペース需給を観点にいれ

て質した。また現在火急の課題となっているア

ジアlnbound／Outboundのコンテナインバラ

ンスについては、各船社の善後策における考え

を探った。

　皿，アライアンス・同盟　では、本年は船社

1司志の合従連衡がひと段落したと言われるなか

にあって、本調査では、特に各回社が現在所属

するアライアンスまたは目口間提携に対する満

足度に焦点をあてた。実際にアライアンス、船

社間提携を経験することによって、そのmerit、

demeritもあらためて顕在化してきているもの

と思われるが、ここでは船社の本音に迫ること

を試みた。また同盟については、この5月より

施行されるOcean　Shipping　Reform　A〔沈of！998

（OSRA）との関速から、その役割、存在意義に

つき質した。

4．調査竃吉果｛こっし、て

　各設問ごとに、各船引から寄せられたご回答

の統計結果をグラフに示してある。また解説に

際しては、なるべく私見が反映しないよう配慮

した。

　以下設問ごとの調査結果をご報告する。

1　　　“・／青幸侵イヒゴ

問1．あなたの会社では、本社、国内外の支社、

　支店、代理店、関連会社などを結ぶ電子的な

　情報ネットワーク（Online　Network，　LocaI

　Area　Network，　etc．）が構築されています

　か。

　　1．Online　Ne亡workが構築されている

　　2．Local　Area　Networkが構築されている

　　3．構築されていない

　　4．その他（具体的に：　　　　　　）

回答

1．＆2，

46％

4
眺

1
．

23％

3可％

□1．

■2．

□1．＆2．

□4．

　今回調査したおおかたの船社はLocal　Area

Networkの有用性を十分に認識しているもの

の、その取り組みには企業間に格差がみられ

た。約3割の船社がすでにLAN体制に移行

しているとしている一方、5割の船社はLAN、

Online両システム併用であった。概してシ
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）

ステムの開発には多大な投資が必要とされて

いるため、各社の資金力の違いがその取り組

み姿勢に反映されているとも推測される。一

方LANだけで実務を総てカバーできるのか

との意見もあり、今後の成り行きを見守る必

要がある。

問2．あなたの会社では、スケジュール、ブッ

　キング等の情報に就き、顧客との間で電子的

　な情報交換を行っていますか。

　　1．行っている

　　2．行っていない

　　3．その他（具体的に：　　　　　　）

回答

2．

62％

a
眺

8％
1
　

2
　
3

□
■
□

　世問一般では“ペーパーレス”が情報化に

よる合理化効果の指標のように言われている

が、各社の現状を聞いてみた。ほとんどの船

社がそこそこの効果、またはそれ以上として

いる。

回答　叡義

．．．

85％

t
　
2
　
3

□
■
□

．）

　85％の船社が顧客とのEDIを実施してい

る。方法はhome　pageが一般的であるが他に

顧客と個別にnetworkを構築しているもの

もあった。現段階では情報を提供することに

重きを置かれがちであるが、今後はreal　time

＆interactiveなEDIにより更に密接な顧客

とのコミュニケーションが望まれてくるであ

ろう。なお2．と回答のうち／社は現在開発

中とのことである。

問4．最近の定期船運賃は変動が激しいものと

　なっていますが、その採算性を瞬時に判断で

　きるようなコスト管理のシステム（Yield

　Management）をお持ちですか。

　　1，実務で稼動している

　　2，現在、開発中である

　　3．今はないが将来開発したいと考える

　　4．必要はない

回答

2，

69％

3．　4．

0％0％
1
．

31％
L
　
2
　
3
　
4

置
屋
□
□

問3．あなたの会社の、情報化による“ペーパ

　ーレス”はどの程度ですか。

　　1．多いに効果が出ている

　　2．そこそこ効果が出ている

　　3．余り効果が出ていない

　珊eld　Managementのコンセプトは定航収

支悪化に対処するものとして急速に普及した

が、各社その必要性を十二分に認識し、今回

調査した船社のうち3割はすでに実務で稼動、

それ以外は開発を急いでいる状況である。ま

た一部船社では中央コントロールルームを設
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けて世界コンテナ動静をreal　timeで把握し、

体系的にコスト管理をしているところもあり、

船社問に取り組みの格差が感じられた。しか

しながら現在のものはコストをいち早く把握

することはできても、その採算性、pr磁tabil－

ityを瞬時に割り出すまでには至っていない

ようであり、その完成にはいま少し時間を要

するものと思われる。

間5．問4．で1，2，3．と回答された方に

　伺います。

　　　その採算把握の単位は何ですか。

　　1．コンテナ単位

　　2．本船単位

　　3．航；路単f立

　　4．その他（具体的に：　　　　　　）

1．＆2．＆3．

23％

15艶

　　　　［コ

　　　　■3
．7％　□1＆2＆3

　　　　□4

　基本的には各社コンテナ単位を基準として

おり、それ以上の単位は各社のneedsにあ

わせて利用されるものと思われる。また現在

稼動中とするある船社は”顧客単位”でも採

算性の把握を実施しているとのことであった。

問6．問4．で4．と回答された方に伺います。

　　　必要ないとされる主な理由は何ですか。

　当質問に該当者なし。

問7．2000年問題への対応はどうされています

　か。

1，すでにプログラム修正等完了している

2．現在作業中

3．これから作業をはじめる予定

4，その他（具体的に：　　　　　　　）

回答

2．

62％

3．　4．

Q％0％

1
．

β8％
1
　
2
　
3
　4

□
■
□
□

　2000年問題は、本年中にクリアしなくては

ならない絶対懸案であるが、4割の船社がす

でに完了していると回答している。残る千社

も作業を急いでおり、海運業界は他業界と比

べ対処が順調に運んでいるものと思われる。

H，‘運賃・船腹”

間1，アジアにおいては、貿易構造を反映し、

　アジア【nbound／Outboundのコンテナイ

　ンバランスが大きな問題となっていますが、

　北米、欧州向けOutbound運賃修復が実現

　する一方、アジア】nboundの運賃は大きく

下落しています。この対策として、何が最も

有効な手段だと思われますか。

　下記より1つだけお選びください。

　1．復航貨物の獲得

　2．往航運賃の修復

　3．復航運賃の修復

　4．新たなチャージの新設、課徴

　5．効率的なコンテナリポジショニングの

　　推進

　6．　運航船腹量の削減

　7，その他（具体的に：　　　　　　）

せんきょう　平成11年6月号
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．〕

．）

．国国．．．　38％

．15％ 15％ ．．15％

．．旦％．．．．．．．a％．、．

　　　　　　　　o％
1，　　　　2．　　　　3．　　　　4．　　　　5，　　　　6．　　　　7．

　最も重要だとおもわれるものひとつだけを

選択していただいたが、2．往航運賃の修復と

した船社は38％のみで、あとは回答が分かれ

た。7．その他を選択した船社のコメントは以

下の通り。

・There至s　no　one（1〕answer［The　best　aw

　swer　ls　to　return　to　round　trip　Pro丘tability．

問2．東南アジア経済の下落がコンテナインバ

　ランスの要因の一つですが、その経済の回復

　は、いつ頃からだと予測されますか。

　　1．1999年後期より回復

　　2．2000年前期より回復

　　3．2000年後期より回復

　　4，2001年前期より回復

　　5，その他（具体的に：　　　　　　）

8％o％

翫
2
a
死
5

□
■
□
日
謹

　
　
　
．
％

　
　
1
5
4

　
．
．
き
㌔
寒
モ
、
．
」
．
．

　半数の船社が1999年後期より回復としてい

る。一方、あと半数の船社は回復は2000年以

降としているが、その殆どはアジア船社であ

り、地元の船社とそうでない船社の認識には
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温度差がみられる。

問3．北米航路等は季節による変動が激しく、

　ピークシーズンに倉わせた船隊を投入し、運

　賃は閑散期に決定していますが、この運賃決

　定メカニズムについてどうお考えですか。

　　1．このままで良い

　　2．マーケットからすれば仕方がない

　　3．今後改善されるべき

回答

　　3．

　38％

エ
％
8

54曳

航
　
2
　
a

□
圏
割

　現状では仕方ないとする考えが大半を占め

るが、将来的に改善されることを望んでいる

のが本音と思える。

問4　問2で3，と回答された方に伺います。

　　具体的な改善策は何だと思われますか。

　荷物の季節要因による変動に如何に対処し

てゆくかが課題であるが、スペース凍結、

peak　season　surchargeの導入などのアイデ

アは種々あるものの、いずれに関しても船社

一丸となった協調が必要であるとしている。

以下回答の幾つかをご紹介する。

・Space　freeze　（or　capPing）　in　slack　season

　and〆or　non－dominant　leg　to　be　allowed　by

　each　relative　countries（exemption　of

　Anti－monopoly　law）．

・The　freight　should　be　decided　by　mecha，

　nism　of　supply　and　demand　in　marketplace．



Shortly＝　rate　increase　in　peak　season　and

low　rate　in　slack　season．　Meanwhile，　it　is

so　hard　to　allocate　且eets　accordingly　to

meet　Sea＄Onal且11CtUatiOnS　in　CargO　traf且C．

・Carriers　must　segment　their　customers

and　market，　and　deploy　assets　tG　best

selve　those　customers．　Carrier　should　of

fer　Con廿act　Carriage　than　Common　Car－

riage．

・Conference　　and／or　　trade　　stab圭liza廿on

agreement（as　loading　carriers　in　the　mar・

ket）should　have　to　establish　and　malntain

aseasonal　peak　surcharge　guideline．

問5、一部では、THC等の運賃以外の価格設

　定に係る共同行為は独禁法違反とする見方も

　ありますが、運賃以外の諸料金の新設、また

　は値上げについてどう思いますか。

　　1．船社として当然認められるべきであり、

　　　今後も積極的に実施してゆく

　　2．グレイな部分はあるが、船団収益改善

　　　には必要であり、慎重にことを進める

　　3．値上げ分は運賃内に編入して、諸料金

　　　の新設、値上げは避ける

　　4，その他（具体的に：　　　　　　）

　
　
」
％

　
4
3
1

口回

み

2．

23％

1

46鮎

L
　
2
　
3
　
4

□
圏
□
□

　全般的に運賃以外の諸料金の新設、または

既存料金の値上げの必要性を認めているもの

の、その対応には各社苦慮していることが窺

える。4．その他　の回答の幾つかを以一ド列

記する。

・It　will　be　decided　by丘ee　market　mecha－

　nism．

・Surcharges　are　valid　economic　means　to

　recover　investments　in　shore　side　or　hner

　operation．

・Carriers　responded　to　customer　demands

　by　splitting　out　cost－it’s　now　to　carrier’s

　advance　and　obviously　carriers　should　try

　to　malntain，

・Surcharge　should　be　separately　imposed

　from　the　ocean　f士eight　which　should　be

　the　level　to　cover　any　additiona至cost　in　ter－

　mina1＆o山ers．

問6．現在のコンテナ船腹量、発注残、及び

　解撤状況から推測して、2000年初頭の世界の

　コンテナ船のスペース需給状況はどうなって

　いると思いますか。

　　1．大幅なスペース過剰

　　2．若干のスペース過剰

　　3，スペース需給がバランス

　　4．若干のスペース不足

　　5．大幅にスペース不足

　　6．その他（具体的に1　　　　　　）

回．R．．　．．翁購．．．

．．15％．．．　．．15堕．．

．．8％．．．

．．15『も．．．

．．8瓢．．．

1． 2， 3 4． 5． 6．

　200Q年初頭には大型船がほぼ就航し出揃う

ものと思われていたが、最近になり、幾つか
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の船社が5000TEU以上の建造計画を発表し

ており、状況は供給が増加する方向へ変化し

てきている。本設問の回答では、若干または

大幅なスペース過剰とする船社が46％ある一

方、他社は意見が分かれている。尚　6．その

他　と回答した船社のコメントは以下の通り。

・East／West　will　have．balanced　supply／de－

　mand．　North／South　will　have　tonnage　sur－

　plus．　Speculative　Qwners（non－opera廿ng）

　will　be　stuck　w玉th　ldle　tonnage．

・Same　as　all　other　industries，　the　imbalance

　between　supply　and　demand　is　always　las卜

　ing　and　nominal．　It　only　differs　what　de－

　gree　exist　in　the　balance　index．　It　is　ex－

　pected　that　the　imbalance　factor　will　be

　gradually　improved　in1999　and　2000，

大型化される

3．大型化は控えられ、既存型船で対応さ

れてゆく

4．その他（具体的に：　　　　　　）

回答

3
．

38％

島

．2：

’23％

1
．

31％
1
　
2
　
3
　4

口
■
□
□

問7．最近では8，000TEUを超える超大型コン

　テナ船も出現していますが、今後の船腹の大

　型化についてどうお考えですか。

　　1．スケールメリット追求のため、さらな

　　　る大型化が進む

　　2．航路が過剰スペースとならない範囲で、

　大型化が進行するとした船社が54％である

のに対し、抑制されるとした船社は38％であ

った。大型船舶の運航には、demandのみで

なく港側での受け入れ体制も重要な要素とし

てあるが、4．その他　に回答した船足のコ

メントは以下の通り。

・Large　（8000＋teu）ships　will　be　deployed

　only　on　main　arterial　routs．　0【lly　5％of

　world　ports／termhlals　can　handle6500＋teu．

　The　constra三nt　is　shore　side，　not　vessels．

The　current　State　of　Japanese　Shippingの刊行について

　当協会では、各種海運関係資料を作成しておりますが、今般「The　Current　State　of　Japanese

Shl命illg」を刊行致しました。

　「職eCurrent　State　of　Japanese　Shipping」は、昨年作成致しました「日本海運の現状」を元に、

グラフや資料を用いながら、日本海運の今の姿を英語で説明したもので、「Trends　ln　Sea・Borne

Trade：Japan　and　the　World」、「Management　Issues　Facing　the　Shipping　Indushy」、「Ocean－go－

illg　Seamen」の3つの柱で構成されております。

　入手ご希望の方には無料にてお送り致しますので、下記までお問合せ下さい。

　　　〈問い合わせ先〉

　　　　（社）日本船主協会　総務部広報室

　　　　　　　〒102－8603東京都千代田区平河町2－6－4海里ビル

　　　　　　　Tel　O3－3264－7181　Fax　O3－3264－7354　e－mall　pub－of且ce＠lsa血et．orjp
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　　　　1999年版「図説　海運市況の回顧と展望」

　　　　　（日本郵船調査グループ編）について

　日本郵船は去る5月11日、1999年版「図説　海運市況の回顧と展望」を発表した。

　ここでは、「需要低迷時における自然調節機能への期待」とサブタイトルがつけられたこの報告書

をとりまとめた日本郵船調査グループの高瀬経裕第ニチーム長に、その内容を要約してこ紹介頂く。

　不定期船およびタンカー海運市況について展　　　　／997年にはじまった東アジア経済不況の影響

刑してみたい。　　　　　　　　　　　　　　　は大きく、1998年は様々な産業分野で大r隔な需

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要減退となった。その影響を受け、不定期船脚
［1］不定期船

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ヒ荷動量も全般的に低下した。

1．不定期船の市況動向（図1参照）　　　　　　　運賃指数BFI（Baltlc　Freight　Index）の推移

　　　　　　　　　図1　運賃指数BFIの推移（1985年1月4日：1000）
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をみると、市況が高騰した1995年のような年は

別として、例年は秋ll．霜降市況が上昇するなど

の季節要因があるが、1998年については全般的

に低迷し、8月中旬には780をつけるなど11年

ぶりの低水準となった。

　1998年の需要を品目別にみると、粗鋼生産量

が世界全体で大幅に減ったものの鉄鉱石の需要

につながる銑鉄生産量の落込みが小さかったた

め、鉄鉱石、原料炭への影響は小幅に止まった、

その代り、アセアンでの消費縮小によりセメン

ト荷動きが低下したこと、また日本の需要減を

中心に木材荷動きの低下が影響し、海上荷動量

は前年比減少した。1990年代になって不定期船

の荷動量が前年比減少するのは初めてであった。

　1999年については、BFIからも分るように前

年を下回る水準で推移しており、もう1年厳し

い年になることが予想される。

　1999年は日本の粗鋼生産量が更に低下、加え

て前年は増加していた中国も減産することが予

想され、これによる鉄鉱石、原料炭および世界

的に供給過剰の鋼材荷動きの低下により、海上

荷動量の前年比減少がもう1年続くことが見込

まれる。

百万DWT
　300

　このように、需給ギャップのゆるみは構造的

には厳しい状況にあるが、一方でBFIをみると

例えば2月中旬および4月上旬からの各々3週

間は上昇している。これは北米および南米出し

の穀物需要が続きパナマックス以下の船型が大

西洋で逼迫したためである。このように実際の

運賃はある水域、期間を限定したところの需給

で決定されるため、構造としての需給ギャップ

から多少かい離した市況上昇が局面ごとには見

られる。

2．不定期船の供給量（図2参照）

　1995年の市況高騰のあと、バルクキャリアの

新造船竣工量が増加した。1997年は1，770万

DWTに達し、それ以前と併せて大量の竣工と

なった。1998年は供給過剰感から竣工が減少し、

またその結果、新造船竣工量に占めるバルク船

車比率が1997年の7割から1998年の約5割まで

減少した。1997年の7割は1984～85年以来の高

率であった。今後はタンカーの代替需要のため

タンカー比率が．．ヒ心する。

　一方の解撤量は、運賃水準によりその量が大

幅に変動する。1996～98年のように運賃水準が

多少低下すると解撤量は顕著に増大する。現在

図2　バルクキャリア年央／必要船腹量
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も低市況下で大量の解撤が出ており、この傾向

は1999年を通して続くと思われる。

　しかしそれ以後については、つまり多少需給

がしまり運賃が上向き始める2000年以降の解撤

は早くもまた手控えられると予想される、

3．需給ギャップ（図3参照）

　需給ギャップを式で表すと次のようになる。

需給ギャップ；（輸送サービス投入船腹量A）一

必要船腹量囹／〔A）

　1、2の説明の整理として需給ギャップ率で

市況をみると、1998～99年はゆるむことが予想

される。

　これは主に需要の減少によるものである。供

給面は解撤の増加により需給の下支え要因とし

て働くと思われる。その後2000年以降は需要は

国、地域により差はあるものの、徐々に回復傾

向になるが、その時点で市況が多少回復してく

ると、上述の通り解撤が手控えられ、それ以降

　図3　バルクキャリア需給推移および予測

　　　　（1999～2002年）モデル　　　　　％

2000

の市況の回復の足取りは遅いものになろう。

［2］タンカー
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1．タンカーの市況動向（図4参照）

　タンカー市況を表す1つの指標として、PG

（ペルシャ湾）／JAPAN（2Q～3Q万DWT）月

別最高値の図を示す〔単位はWS：World　Scale

Rate）。1998年は原油需要が非常に弱く、市況

も低下するものと思われたが、実際は意外に年

の前半高水準で推移した。これは一．一言でいうと

OPEC総会の開催と減産合意に影響されたこと

による。その経過を説明すると、原油生産の供

給過剰により1998年は年初より原汕価格は値崩

れ状態にあった。これに対しOPECは3月と

6月の両総会で2回にわたる減産合意を行い、

併せて324万バレル／日の減産を実施すること

になった。この一・連の生産枠削減の動きに合わ

せて原油価格は激しく上下した。タンカー運賃

は、この原油価格を安値とみたメジャー等の買

いにより、例年の需要期とは異なる3，5月に上

昇した。もともと1998年は需要が弱いところに

年前半に在庫が積上がった上、通常の夏、冬の

図4　原油PG／JAPAN（20～30万トン）月別最高値
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需要期がきても大量の在庫があるため、輸送需

要が盛り上がらず、年後半は市況が低迷した。

1999年も同様の経過をたどり、やはり3月末の

OPEC総会前の需要により3月までの市況は好

調だったが、減産発表後の4月以降は原油価格

上昇とともに輸送需要は激減した。

2．タンカーの供給量（図5参照）

　1998年の供給は、大型の船型（8万DWT以

上）を中心に約1，150万DWTの竣．工量に止っ

た。／999年～2000年はVLCCの25才代替需要

を中心とした年2，100万DWT前後の大量竣工

が予想される。しかし、これによる大幅な市況

悪化により、2001年以降は竣工量が半減しよう。

一方の解撤量は1998年までは少なかった。／999

年以降の需給ギャップ率は1992～94年目匹敵す

る厳しいものになることが予想され、市況低下

による大量の解撤が1999年後半～2000年にかけ

て出ると思われる。その後は船主の市況様子見

により発注、解撤ともに少量に」．ヒまると予想さ

れる。

3．需給ギャップ（図6参照）

　需給ギャップ率をみると、1999～2000年はゆ

図6　タンカー需給推移および予測

　　　（1999～2002年）モデル ％
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るみ、厳しい状況になると予想される。需要は

1998年が底とみられ、その後は徐々に回復傾向

になると思われるが、供給面では1999～2000年

にかけて新造船の大量竣工が見込まれ、需給は

ゆるむこととなろう。

［3］その他

　市況展望は以上であるが、その他重要なポイ

ントについて補足する。

1．粗鋼生産と鋼材需要（図7参照）

　ユ998年欧米の鋼材需要は堅調に推移し、1997

年とほぼ同程度であったと見込まれる。しかし

一方で日本・韓国を始めとするアジア各国では

大きな需要減退があり、この地域の低下が世界

全体の需要減となって表れた。

　世界全体の1998年粗鋼生産量は、7億7，530

万トン（見込み）と前年比約2，370万トン、約3

％減少した。国別にみると、米国は1億トンに

図5　タンカー年央／必要船腹量
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図7　主要製鉄国の粗鋼生産
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は満たないものの1997，1998年目高水準を保っ

た。また旧ソ連の粗鋼生産は低下傾向にある。

これは軍・産複合体の崩壊によって内需が減少

したものの、1991年以降、主にアジア向けの輸

出に回すことで生産減を回避してきたが、アジ

ア各国も鉄鋼設備能力を高めてきたところに、

1997年のアジア危機が発生し、需要が低下した

ことによる。従って鋼材は需給が大幅にゆるん

でおり、旧ソ連に限らず各国出しの鋼材は輸出

先を求めて世界の市場に流入しダンピング問題

に発展している。各国は生産を下げざるを得な

い状況にある。

　日本を始めアジア各国が生産量を落とす中、

中国の粗鋼生産は1998年までは増加の一途をた

どった。しかし、1999年は政府の1割減産指示

が出されたことにより、今後の動向が注目され

ることとなった。石炭は国内炭でまかなわれる

が、鉄鉱石の増加分は輸入によっているため、

減産が守られるならば海上荷動量に大きなイン

パクトを与えることとなる。

75　　　80　　　85　　　90　　　95　98

2．石　炭

　1998年の石炭海上荷動量は前年比約1％増加

したと見込まれる。世界の石炭荷動きのうちア

ジア向け荷動きが約55％を占める。炭種別では、

主に電力用に用いられる一般炭が約60％、製鉄

用の原料炭が約40％を占めている。

　一般炭は伸び率は鈍化したものの電力用需要

が底堅く堅実な伸びを続けたが、一方1998年下

半期よりの銑鉄の世界的減産を反映して原料炭

の荷動きが減少したため、一般炭の伸びが相殺

されてしまった。1999年の原料炭海上荷動量も

粗鋼減産により前年比落込むと予想され、一般

炭の伸びを打ち消し石炭全体でも多少の低下が

見込まれる。

　今後の石炭需要動向を決める要因として、天

然ガスとの競合、地球温暖化防止に関わる各国

の今後の方向が挙げられるが、石炭火力発電の

コストパフォーマンスを考慮すれば短期的には

主要電力源としての石炭の地位が大幅に低下す

ることはなく、一般炭荷動きは今後も順調に伸

びて行くものと思われる。

せんきょう　平成11年6月号



「海運統計要覧1999」の刊行について

　当協会では、1970年より毎年、内外の海運に関する諸統計をはじめ一般経済や関連産業の各種

統計資料を掲載した「海運統計要覧」を作成し、海運関係者はもとより広く・一般の方々のご参考

に供しておりますが、今般、その1999年版を刊行致しました。

構成は以下のとおりとなっております。

　〔項　目〕

1　船　　腹

H　船舶の建造と消失

皿　海上荷動と海運市況

IV　輸送活動

V　コンテナ輸送

w　企業財務

粗　海運対策

N皿　内航海運

IX　港湾関係

　〔項　目〕

X　船員関係

｝q　一般経済

粗　関連産業の動向

付・資料　海運関係略語

　　　　用語解説
　　　　戦後海運年表
　　　　　1998～99蕾毎二日言置

　　　　　距離表（横浜港起点）

　　　　　　　　　　　　　（全430頁）

　なお、一冊800円（税・送料別〉で実費頒布も致しますので、購入希望の方は下記までお問合

せ下さい。

　　　〈問い合わせ先〉

　　　　（社）日本船主協会　総務部広報室

　　　　　　　〒102－8603東京都千代田区平河町2－6－4海運ビル

　　　　　　Td　O3－3264－718／　Fax　O3弓264－7354　e－mail　pub－of且ce＠jsanet．orjp

「海の日によせて　海のシンフォニーファミリー
コンサート」の開催について

　当協会では、平成3年度より毎年、「海の日」および「海の旬間」行事の一環として「海のシ

ンフォニーファミリーコンサート」を開催しておりますが、本年度につきましても運輸省および

NHKの後援のもと、広く一般の方々から3，000名を招待し（無料）、以下のとおり開催すること

と致しました。

　9回目を迎える今図は、坐誕100年のヨハン・シュトラウスHの楽曲など、オーケストラによる

壮大なシンフォニーに、バイオリンの珠玉の名曲などを織り交ぜた多彩なプログラムとなってい
ます。

　　日　時：平成11年7月18日（日）　17：00　開場　18：00　開演

　　場所：NHKホール（東京都渋谷区）
　観覧ご希望の方は、往復はがきに①郵便番号・田所②氏名③電話番号④希望八数（本人を含む）

⑤それぞれの方の年齢一を明記（返信用はがきにも住所・氏名を記入）の上、以下の宛先までご

応募下さい。7月1日の消印有効です。

　なお、応募者多数の場合には抽選となりますのでご了承下さい。

〒150－0047東京都渋谷区神山町5－5NRビル

「海のシンフォニーファミリーコンサート」事務局C係（TellO3－5453－7299）
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　以前この頁（本誌平成7年4月号P．30参照）

でも御紹介しましたロンドン郊外グリニッチに

ある国立海洋博物館がこの度大改装され、5月

中旬に改装記念祝賀会とも言うべきセレモニー

が女王陛下をお迎えして行われました。間近に

見る女王陛下はその日淡いピンクでコーディネ

イトした服装で今年71歳にはとても見えない、

若々しく美しく、威厳がありました。女王に付

き従うフィリップ陛下はやや足元が覚束ないよ

うな感じでしたが、式典が終わり女王と別行動

となり次男のアンドリュー王子と一緒にロイヤ

ル・ネーヴィーの展示室に向かわれる時は女王

からの解放感（？）からか、あるいは海軍時代の

昔を思い出しておられるのか背筋もシャンと伸

び、颯爽として見違えるようでした。

　式典で女王はこの新しいギャラリーは輝かし

い英国海運の過去と現在を結ぶ重要なリングで

あり、世界の海運の中心としてのロンドンを再

確認するものであり、又海洋環境のデリケート

なバランスを維持する為に重要な役割を果たす

でしょうといった意味の事をお話しになりまし

た。式典に引き続いて新設された幾つかのギャ

ラリーをご覧になられましたが、各ギャラリー

の責任者が一生一代の晴れの舞台とばかり女王

に緊張しながらも事細かに展示物の説明をしま

した。女王は一入一入の話に耳を傾け笑みを絶

やさず、時には質問もし、これを拝見していま

すとつくづく女王と言う仕事も大変だなあと思

いました。

　今回の改装は本館の西棟とその隣の東棟との

間のネプチューン・コートと呼ばれる中庭を、

欧州では最も大柱の少ない構造のガラス屋根で

覆い中庭全体を展示場にすると共に、2つの棟

の内部を改装し、ユ．6のギャラリーを新設したも

のです。費用も相当なもので総額2，000万ポン

ド、約40億「．qでその内約24億円が宝くじからの

寄付といいます。

　新設のギャラリーは最新のコンセプト、最新

の視聴覚技術を用いたもので、「極地探検」や

「海と芸術」、「難破船」、「海洋環境」、「戦争」、

「大英帝国と通商」等さまざまなテーマ別とな

っており、その多くがビデオを多用したインタ

ーアクティブ方式となっています。

　私にとって最も興味があったのは「大英帝国

の通商」で16世紀の初めから／9世紀の初めまで

の約300年間の大英帝国の膨張の歴史をたどっ

たもので、特に「パクス・ブリタニカの時代」、

大英帝国が文明と同義語であった時代、これを

支えた海運や海軍が貴重な写真や記録映画、絵

画や当時のさまざまや道具や武器、あるいは模

せんきょう　平成ll年6月号
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型を使用して立体的に構成されています。悲惨

な奴隷貿易／輸送の実態も隠さず展示されてい

ます。これなど歴史を正面から見据える英国人

の強さでしょうか。

　「マリタイム・ロンドン」と言うギャラリーは

ロンドンの代表的な海事関係機関であるバルテ

ィック・エクスチェンジ、ロイズ・リストそし

てIMOの職員の仕事振りりがビデオで紹介さ

れています。IMOの会議でよく顔を合わせる

ドイツ人の事務局員が出ていますが、頑張って

いるなと言う感じです。

　小さな操船シュミレーターもありました。高

速フェリーを大小さまざまな船が行き交うドー

ヴァー港から港外まで操船するもので、前から

一度やってみたいと思っていた正面衝突の場面

を再現してみました。勿論実際の訓練用のシュ

ミレーターと比べると玩具に過ぎませんがそれ

でも他船が正面から迫って来るのはなかなか迫

力があります。

　いうなれば、どのギャラリーもそれぞれが一

つの劇場のようで照明やスクリーンや音響効果、

工夫をこらした展示物で簡単にその雰囲気に溶

け込めるようになっています。

　しかし反面こうした斬新な展示に好感を持た

ない人もいるわけで、ある新聞にその昔、子供

たちが船の模型を見るためにガラスのケースに

額を押し付け、乗組員の一人になったつもりに

なり、時には船の揺れさえ感じ、あるいは古い

　・枚の絵の前にたたずみ、遠く海の向こうの島

や異国の地に思いを馳せた博物館の神秘性は失

われたと嘆く記事が出ました。すると直ぐ反論
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英国国立海洋博物館

が出て、このコメンテーターは世の中の流れも

新しい博物館も何も知らない、最近の博物館は

いずれもカラフルでダイナミックで、人間の想

像力を掻き立てるような展示の仕方で過去と現

在を有機的に結びつける優れた作品で、海洋博

物館はその最先端を行くものだと言う意見もで

ました。

　いずれにしても百聞は一見に如かず、どちら

が正しいかは皆さんの御判断におまかせする事

として、ロンドンにお出になる機会がありまし

たら、一一・寸足を伸ばしてテムズ川下流のグリニ

ッチにある最新の国立海洋博物館をご覧になっ

てはいかがでしょう。

（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）



、
㌧

．：第6． D回 v〆〆〆〆〆〆

冠漁薦」』ヲ團べ夢

・一．
@一一・　㌔1そ解まもう填れこれ30年も前の出来事だ。時効

　　　　ズ外φ感ありだが鮮烈に覚えている。

　　一・　　．ペルシャ湾のカーグ島で原油を満タンにしたタ

　　　　　　．ンカーT丸は、激しいモンスーンに連日巨体を大き

　　　　　　くローリングさせながら印度洋を渡り、全長およそ

　　　　　　3QQ浬に及ぶマラッカ海峡では荒々しい雷の襲来

　　　　　　やひっきりなしに行き交う船を無事にかわしやっと

　　　　　　6月の静穏な南支那海に入ってご機嫌よく北上

　　　　　　を続けていた。

　　　　　　　乗組員も日本に帰る日を指折り数え、マニラ放

　　　　　　送のラジオが灰かに伝える陽気なラテン音楽を楽

　　　　　　しんでいた。そして6月⊥7日、事件が起きるまでは、

　　　　　　よくぞ海の男になりにけり、と良い気分にひたりなが

　　　　　　らバシー海峡にさしかかっていた。

　　　　　　　夕食後の肩振り（おしゃべり）も終わり、M機関長

　　　　　　や0事務長達と雀卓を囲み、口三味線も入ったり

　　　　　　してまさに佳境。折から舷窓に映る南海の夕景の

　　　　　　美しさについ気を取られているうちに、うっかり捨て

　　　　　　たパイが、息を詰めて待っていたであろうS通信

　　　　　　長の大満貫に振り込んでしまったのである……。

元日本郵船船長裏山惣一

　点棒を払っているその時、「ドスーン」、「ドドー

ン」と強烈な直下一大震動、痛い程膝小僧がテー

ブルに打ちつけられた。何だ今のは……！？　すっ

てんてんになった点棒などもう眼中には無かった。

ブリッジへ急行、間髪を入れずに「総員部署につ

け〃」を令した。しばらくして、いつもは冷静・な機関

長が慌てた早口で「キャプテン、プロペラが落ち

たようです」と電話で知らせてきた。

　直径60センチのプロペラシャフトの折損？そん

なことが！　と信じられなかったがエンジンルーム

へ下りてみると、主機の回転計がやたらと空転して

いた。ブリッジへ戻って付近海域に目をやるが、広

大な海には船影なし。いくらか安心できたのだった。

　丁丸は惰性で行き脚があるもののスピードは次

第に萎えていった。主四一は消えて、天下をとった

発電機の音が唯一小気味よく船内に活力を与え

てくれた。

　プロペラは無くなったようだが、実際この目で確

かめたかったので、甲板部の職部員を船尾に集

め、ドラフト読占用ステップを降りてみた。12メートル

余の船底は海水が澄んでいるとはいえとても見え

るものではなかった。

　夜の帷は刻々と追っており焦りを高じた。その時、

能登下目市出身の若いセーラーH君が「キャプ

テン私が潜ってみます」と言い出た。普段口数も少

なく目立たない彼の目をじっと見た。人はいざとい

う時、その本領が発揮されるもの、信頼できる男の

顔がそこにあった。

　この付近には鮫がいるかも知れない。彼を潜ら

せて見てもらうべきか、決断をためらったが、「よ一

し、君やってくれるか」と、私から冷酷とも言える言

葉が出た。

　鮫の撃退には赤フンが効果あり、ということで赤

（、

．（
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い信号旗“B”で手際よく細長い赤布が用意でき

た。棒切れや投げつける鉄片等も念のため用意し

て鮫に備えた。皆の見守る中、彼は“ザブン”と飛

び込み命綱をするすると伸ばしつつ潜って行った。

　息をこらして見守る程に海女さんよろしくポッカリ

水面に顔を現したH君、「どうだ？」せっかちな私の

問いに「プロペラはやっぱりありません。お尻はツル

ンッルンですよ」ユーモアを交えての報告に少し気

は休められたが万事．休す。

　直ちに東京へ顛末報告を暗号電文で発信。折

り返し本社より「比国近海での救援タグは同国が

行うことになっているが、オーシャンタグは内地より

差し向ける。竜報発信には十分留意あれ」と返電

を得た。門司に停留中のオーシャンタグが曳航に

来ることになったが、到着は早くとも3日後だ。

　バシー海峡にはバブヤン島、パターン島など、

大小20余りの島々が南北に連なっている。推進力

を失った船はまことに憐れ、潮まかせ風の弄ぶまま

である。不安極まる漂流が続き、時には無人島に

5～6000メートルに接近し緊急投錨を覚悟したこ

ともあった。そうこうするうち、19日の朝に至り、欧州

帰りの社船A丸が、本社の指示でエスコートに来

てくれた。間近で見守ってもらえ、まことに心強かっ

た。

　たまに近くを航過する船が「どうしたのか」と聞

いて来る。「機関故障で漂流中、間もなく修理完了
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7つの海のこぼれ話
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予定、サンキュー、ご安航祈る」ととぼけておく。

　比島北端のプロペラ落下地点から北へ53浬の

地点まで黒潮に流されて来たとき、無線交信での

打ち合わせ通り、待ちに待った日本サルベージの

オーシャンタグが水平線に見えて来た。長い．長い

3日間であった。

　やがてオーシャンタグが本船に横付けして、曳

航経験豊かなベテラン船長が移乗して来た。本

船幹部と曳航方法、内地への航路選定など細々

と打ち合わせが行われ、豊後水道、来島海峡を

経由して目的地である水島港へのルートを決意し

た。

　直径65ミリ、長さ1000メートルの曳航索が本船

の錨鎖とともに船首のボラードにしっかり連結され

た。曳航が始まり、ユ1ノットという予想外の速力で

快調に北へ北へと進んで行った。

　豊後水道を抜けて周防灘に入ったところで、更

にタグボート3隻を両舷側と船尾に配置した。来

島海峡を潮の弛み時に通るべく速力を調節して

西航路へ向かう。ところがT丸は嫌々をして曳航

するオーシャンタグの方向へ素直に従ってくれず、

なんと、馬島に向かって近づくではないか！

　私は手を合わせてこの地に鎮座まします金比

羅様に“どうか助け給え、大好きなタバコを断ちま

す”と必死の祈り。願いが神に通じたのか、T丸は

気をとり直して徐々に原針路に戻ってくれた。

　かくして来島海峡を無事航過、夕暮れの水島

港沖に投錨、満載の石油を運び終え全力を尽くし

て頑張ってくれた46名の乗組と共に任務を全うす

ることが出来た。

　禁煙を誓ってしまい、シマッタ、と思ったこともあっ

たが、神に対して嘘はつけぬ。以来このかた灰皿

無用の生活を送っている。

　後日談・・…・、入渠時プロペラシャフトの切断面

を見た。日本刀でスパッと切り落とされた様な平面

であった。ねじれ疲労に耐え切れずに落ちてしま

ったものだろう、との結論だった。そして船尾部の

プロペラのあった周辺には、プロペラが回転しな

がら落下する際に付けた傷が沢山残っていたの

を今でもはっきり覚えている。
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海運 　　＝士日隠

10日置夜問入港制限等に関する規制緩和の調査1

　　研究の第！回委員会が開催された。

11日　運輸政策審議会第11回港湾運送小委員会

　　が開催され、最終答申取り纏めに向け、港

　　湾労働関係拠出金の原資確保策等について

　　審議された。

　　（本誌平成ユ1年5月号P，12海運ニュース審

　　議会レポート1参照）

14日　こませ網漁業期における船舶航行に係わ

　　る研究会第1回委員会が開催された。

17日　当協会は、パナマ運河の通航需要の現状

　　や今後の予測、問題点等に関して日本海運

　　界としての見解を取りまとめた「パナマ運

　　河通航需要レビュー」を発表した。

　　（本誌平成U年5月号P，26各種調査・報告

　　書欄参照）

20日　川崎二郎運輸大臣は、需給調整規則の廃

　　止に伴い、各輸送モードを横断した総合的

　　な対応が必要不可欠との認識に基づき、運

　　輸政策審議会に「長期的展望に立った21世

　　紀初頭における総合的な交通政策の基本方i

　　向」について諮問した。

24日　日米防衛協力のための新指針（ガイドラ

　　イン）関連法案が成立した。

24日半第8回アジア船主フォーラム（ASF）総

　　会が、当．協会の主催で東京にて開催された。

　　（P．2特別欄参照）

25日　当協会と韓国船主協会は、東京で第8回

　　日韓船主協会会談を開催し、両国海運の現

　　状と展望等について意見交換した。

　　（P．11シッビングフラッシュ参照）

26日　米国港湾サービスユーザーフィー制度案

　　について、米国議会下院「運輸・インフラ

　　委員会水資源・環境小委員会」がピアリン

臨5月

グを開催した。欧州・日本船主協会評議会」

　　（CENSA）等の海運業界をはじめ、荷主団i

　　体や米国港湾管理者団体等が出席して、同

　　制度案に基本的に反対である旨の証言を行

　　つた。また、同日付で上記法案（The　Hap

　　bGr　Services　Fund　Act　of　l999．　HR　l947）

　　も上程された。

27日　運輸政策審議会第毘回港湾運送小委員会

　　が開催され、事務局（運輸省）の提示した

　　最終答申案について審議された。

　　（P．13海運ニュース　参照）

28Eヨ　米国連邦海事委員会（FMC）は、日本のi

　　港湾慣行の改善を促すために燈船3社に課

　　していた制裁措．置を撤回するとともに、日

　　米5船社に対して90日以内の状況報告提出

　　命令を行った。

　　（P．10シッビングフラッシュ参照）

28日　日本の海運企業において、代表権を持た

　　ない取締役の最大の3分の／を外国人とす

　　ることを可能とする船舶法改正案が衆議院

　　本会議で可決・成立した。

28日　海運大手3社の1999年3月期決算が出揃

　　つた。それによると定期航路で．．一・部運賃が

　　改定されたことや円安メリットなどが寄与

　　し、3社ともに増収となった。

28日　IMO第71回海上安全委員会（MSC）がロ

ンドンで開催され、工NFコード（高レベ

ル放射性廃棄物の船舶による安全運送に関

するコード）の強制化が採択された他、海

賊防止への取り組みとして、国際的な調査

や処罰に関するコードを作成するためのコ

レスポンディンググループを設置すること

などを決定した。
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　　　　5月の定例理事会の模様

　〔5月26日、口無船主協会役員会議室において開催）

　　　　　　　　会員異動

○退　会

　平成11年5月3／日付

　　北星海運株式会社（京浜地区所属）

　平成11年5月26日現在の会員数123社

　（京浜地区所属79社、阪神地区36社、九州8社）

　　　政策委員会関係報告事項

1．第8回アジア船主フォーラムの模様につい

　　て

　　（P．2特別欄参照）

2．第8回日韓船主．協会会談の模様について

　　（P．11シッビングフラッシュ2参照）

　　法務保険委員会関係報告事項

1．第79回IMO法律委員会の模様

　　（本誌平成ll年5月号P、17海運ニュースー

　　国際会議レポート2参照）

　　港湾物流委員会関係報告事項

1．米国港湾サービスユーザーフィー制度案に

　　ついて

　　（本誌平成11年5月号P，2シッピングフラ

　　ツシュ参照）

2，運輸政策審議会海上交通部会第10・ユ1回港

　　湾運送小委員会の模様

　　（本誌平成1工年5月号P．12海運ニュースー

　　審議会レポート1参照）

3．港湾審議会管理部会ワーキンググループ

　　〔WG）によるヒアリングについて

　　（本誌平成11年5月号P．13海運ニュースー

　　審議会レポート2参照）

　　　国際会議の開催予定（7月）

IMO第43回海洋環境保護委員会（MEPC）

　6月28日～7月2日　　　　ロンドン

IMO第4回無線通信・捜索救助小委員会

（COMSAR）

　7月12～16日　　　　　　　ロンドン

）．

当協会ホームページの更新について

　当協会のホームページ（アドレス：http：／／www．lsanet．orjp）を更新致しましたのでお知らせ

します。

　今回の更新内容は①英語版を開設したこと、②当協会のプレスリリースやその時々の話題を掲

載する「What’s　New」コーナーを開設したこと、③「統計データ・パンフレット類」コーナーに

統計データを掲載したこと、そして④「メンバー会社のご紹介」コーナーに各社の会社概要等を

追加掲載したこと等です。

　当協会では今後もメンバー会社からの意見等を踏まえ、ホームページを充実させていくことと

しております。

せんきょう　平成／1年6月号



1．わが国貿易額の推移

海運統計騨．騨騨．嚇郷
　　　（単位；10億円）　　　2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）

年　月
輸　出 輸　入

前年比・前年同期比〔％〕

（FOB） （CIF＞
入〔▲）出超

輸　出 輸　入

1980
29，382 31，995 ▲2，612 30．4 32．O

1985
41，956 31，085 10，870 4．0 ▲　　3，8

1990 41457 33，855 7，6Ql 9．6 16．8
1995

41，530 31，548 9，982 2．6 12．3
1997

50，937 40，956 9，98工 13．9 7．8
1998

50，645 36，653 13，911 ▲　　o．6 ▲　10．5

1998年4月 4，346 3，122 1，224 ▲　　1，8 ▲　13，7
5

4，042 2，824 1，218 ▲　　1．5 ▲　　16．2
6

4，346 3，131 L214 5．5 ▲　　o．9
7

4，561 3，248 1β12 6．5 ▲　　5．6
8

4，014 3，121 892 2．0 ▲　　3．0
9

4，597 3，054 1，542 3．9 ▲　　9．1
10

4，381 3，015 1，366 ▲　　5，7 ▲　14．8
11

3，682 2，789 893 ▲　12．8 ▲　11．8
12

4，129 2，714 1，415 ▲　12．2 21．7

1999年1月 3，451 2，692 759 ▲　10．6 ▲　22．O
2

3，594 2，657 937 ▲　　12．2 ▲　　5．7
3

4，305 2，995 1，310 ▲　　6．2 ▲　／0．6
4

4，023 2，979 1，044 ▲　　7，4 △　　4．6

（注）　通関統計｝こよる。

3．不定期船自由市場の成約状況

年　月 脚平均 最高値 最安値

1，990 144．81 124．30 160．10
1993

lll．19 100．50 125．75
1994 102．24 96．45 109．OO
1995

94．06 80．30 104．25
1996 108．79 98．05 110．31
1997

121．OO 111．35 13］．25

1998
130．89 王14．25 147．00

1998年5月 135．00 132．00 139．05
6

140．43 136．20 146．70

ア 140．73 138．35 143．70
8

144．67 14／．05 147．00
9

134．59 131．05 139．80
10

121．30 114．25 136．75
11

120．58 115．30 123．65

1．2 117．54 115．30 122．70

1999年1月 王／3．18 110．35 116．20
2

116．66 U2．／5
12L75

3
119．78 117．45 123．35

4
119．81 l17．95 121．95

5
120．15 122．王1 124．32

（単位　．千M／T）

区分 航 海 胴 船

｛疋期 用船

シングル
（品　目 別 内　訳）

年次

台　　計 連続航海
航　　海

穀物 石炭 鉱石 屑鉄 砂糖 肥料 その他 Tdp　当
Per1Qd

1993 172，768 8，470 164，298 56，033 42，ユ69 59，167
408

2，353 3，357 8／／ 108，546 26，003

1994
180，978 11，264 169，714 44，993 44，251 68，299 2，634 3，477 4，430 1，630 176，407 46β76

1995
172，642 4，911 167，731 4＆775 52，371 57，261 1，526 1，941 5，054

803
154，802 49，061

1996 203，407 2，478 200，929 54，374 69，509 66，539
898

3，251 5，601
757

144，561 29，8／5

1997
195，996 2，663 193，333 46，792 67，192 66，551 1，069 3，724 7，312 693

160，468 43，240

／998 186，197 1，712 184，621 41，938 69，301 64，994
836

3，800 2，499 1280
136，972 24，700

1998　9 14，240
172

14，068 3，044 5，585 5，069
27 198 120 25

12，820 2，650

10
13，339

125
13，214． 3，374 5，047 4，132

101 364 113 83
12，436 3，480

11
13，997

204
13，773 3，041 5，056 5，060

159 267 115 75
12，329 2，593

12
11，596

0
11，596 2，4．38 5，157 3，501

0 316 50 134
11，154 1，3／1

1999　1 15，953
430

15，523 2，843 8，269 3，751
74 305 100 181 ／／，843 1，632

2
16，103

0
16，1D3 3，246 6，794 5，544

110 227 62 120
12，167 2，146

3
12，092

0
12，092 2，739 4，524 4，374

0 247 79 129
13，860 4，963

4
11，149

25
11，124 2，451 3，793 4，357

o 183 340 0
12，153 2，575

5
10，200

0
10，200 2，8．78 3，512 3，446

o
工30

182 52
9，512 2，041

〔注）①マリタイム・リサーチ社資料による。②品目別はシングルものの合計。③年別は暦年。
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4．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）

ペルシャ湾／日本 ペルシヤ湾／欧米

月次 1997 1998 1999 ／997
1998 ／999

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高．　最低 最高　　最低 最高　　最低

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

66，25　62．00
U6．50　58．50
U9，00　58．00
U7．50　46．50
V2．50　61．50
V6．50　65．50

W6．75　68．50
X4．00　85，00
X4．50　72．5D
P00，00　89．OO

W2．OO　75．00
V5．OO　49．50

62．00　50．OO
U9．00　60．DD
W2．00　67．50
V2．5Q　65．00
W7．50　69．00
V5，00　62，50

W2．50　74．75
W0，00　60．00
UD．00　44．DO
U2．50　52．50
U2．00　47．50
U2．75　48．00

67．50　60．75
V2．50　59，5D
V0．00　51．00
S5．00　35．00
S2．50　37．75

56．5Q　52．OO
T2，5D　47，50
T7．50　50．50
T2．50　45．00
T9．50　45、00
U0．00　52．50

U5．00　50．00
U7．50　65，00
V0．00　60，00
V7．50　70，00
W0．00　65，00
U2．50　42、50

52．50　42．50
UD．　OO　45．OO

U7．50　55．00
V2．50　55、00
V7．50　69．00
V7，50　56，50

V2．50　65，00
U8，50　52，50
T6．00　40．OD
T5．00　51，50
T3．75　44．OO
T6．50　43．75

62．50　51．00
U5，00　50．OD
U2．50　42．50
S0．00　33．50
S7，50　33．50

〔注）①日本郵船調査グループ資料による。 ②単位はワールドスケールレート．　③いずれも20万D／W以上の船舶によ

　　　　るもの。　④グラフの値はいずれも最高値。

5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧） （単位　ドル）

ガルフ／日本 北米西岸／日本 ガルフ／西欧

月次 1998 ／999
1998 ユ999

1998 1999

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低
1

21．25　19．OO 16．00　13。25 11．50　　9．00 9．15 10．75　　9．00 9．50　　9，00
2

19．00　16，50 17．00　14．25 8．75 一 7．90　　7．50 一
3

19．50　17．50 18．00　15，25 12．85　11．50 10．75　　9．30 6．75 『
4 20．OD　16．QO 18．35　14，25 一 一 『

9．50

5 17．QO　l5、50 2Q．50　16，5Q 一 一 lG．50　　7．50 一
6

15，35　13，70 　 一

7 M．DO　13．　oo 9．75 一8
13，00　12．50 一 一9 12．75　12．70 　

8．50
10

一 一
8．75

11
13．75　12，75 一

8．75　　7．50
12 12．85　玉2．25 一 8，50　　6．75

（注） ①日本郵船調査グループ資料による。 ②いずれも5万D〆W以上8万D／W未満の船舶によるもの。
③グラフの値はいずれも最高値。
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6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧） （単位：ドル）

ハンプトンローズ／日本（石炭） ツバロン／日本（鉄鉱石） ッバロン〆西欧（鉄鉱石）

月次 1998 1999 1998 1999 1998 1999

最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　　最低 最高　最低i 最高　　最低
1

一 一 一 一 6．50 4．30　　3．5Q
2

一 一 一 一 5．80　　5．25 4．40　　3．753
9．75

一 一 一 一 4．45　　3．454
一 一 一 一 5．25　　3．95 4．OO　　3．50

5

一 一 一 一 4．70　　4．15 5．05　　4．60
6

一 一 4．30

7

一
一．．

一8
『 4．50 4．80　　3．25

9
6．50 6．55 5．00

10
一

一．．一

一11
一 4．50

一12
一 一 4．15

（注） ①日本郵船調査グループ資料による。 ②いずれも10万D／W以上15万D〆W未｝尚の船舶によるもの、，
③グラフの値はいずれも最高値。

（

7，タンカー運賃指数

タ ン カ 一　　運 賃 指 数
月次 1997 1998 1999

VLCC 中型 小型 H・D H・C
VLCC 中型 小型 1・1・D H・C VLCC 中型 小型 日・Dl H・C

1
57．3 107．2 165．6 188．4 233．8 55．3 llO．4 150．3 140．7 1．75．O 53．5 91．2 1／6．8 150．0 198．92
59．1 l14．1 164．1 198．1 255．8 54．6 104．8 142．／ 154．5 171．4 58．7 95．8 138．0 161．2 165．73
58．4 109．1 155．9 201．4 237．7 68．6 96．7 132．9 146．5 175．5 622 92．1 113．8 164．3 159．34
62．0 119．7 201．3 193．9 223．4 72．4 lO6．1 145．7 160．6 161．9 48．8 93．9 136．7 167．5 144．25
52．3 工10．4 182．0 18L2 213．7 70．3 91．8 122．1 156．6 ／55．16
63．4 11D．9 182．6 203．0 202．8 75．2 982 1．19．8 ／70．8 152．0

7
63．8 107．2 172．5 185．5 18L2 74．2 104．8 136．3 167．4 ／60．98
70．3 100．4 159．9 176．2 175．7 75．3 99．6 129．2 168．O 159．79
83．4 110．6 148．1 179．5 170．3 60．3 88．9 1．20．2 165．4 152．310
76．2 113．9 152．6 181．6 163．9 4ア．2 79．2 107．2 158．3 151．311
89．5 l14．9 166．5 164．6 149．6 54．0 82．4 117．0 146．7 160．912
74．3 110．6 138．9 180．1 184．0 48．6 88．2 l19．8 133．3 182．3

平均 67．5 110．8 165．8 186．1 199．31 63．〔〕i 95．9 128．5 155．7 163．．1

（注）①ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。〔シッビング・ニューズ・インターナショナル

　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）②タンカー運賃はワールドスケールレート。③ダンカー運賃
　　　指数の5区分については、以下のとおり　⑳VLCC＝15万トン以上　1⑰中型；7万～15万トン　δ小型：3万一7万
　　　トン　㊤H・D≡ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満　「丞IH・C＝ハンディ・クリーン：全船型。

せんぎょう　平成11年6月号
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8．貨物船用船料指数
用船料指数貨物船’、航海用船

ド・

ｿ指数 貨物船定期
月次

1994　　工995
1996 1997　　工998 ／999 1994　　工995

1996 1997 工998
1999

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
D
1
／
1
2

189，0　　234．0
P85．0　　227．D

P85．0　229．0
?X8，0　243．0
P91．0　　245，0
P98．0　　239，0

P98，0　　230，0
QG2、0　　218．0

Q08，0　22D．0
Q〕2，D　　22LD
Q12，0　　198．0
Q19，0　　209．O

207．0
Q02．0
P92．0

P92．0

P96．O

h95．O

P86．0

P89．G
P86．0

P76．0
P88．0

Q11．0

209，0　　189．0

]97．0　　186，D
P99，0　　171．0
P97、0　　173．O
P90．0　　173．O

P84，0　　175．O

P83，0　　．167，0

P96，0　　165，e
P90．D　　164．0

P9LO　　165．O
P89．O　　l7D．0

P86．0　168．0

166．0

P70．0
P69．0

P72．0

327．0　　358，0
R20．0　　358．0

R24，0　366，D
R10．0　377，0
R18．0　402，0
R34．0　390．0

R20．0　426．0
R60，G　　39／．0

R49，0　364．0
R33，0　　355．0

R63．0　344．2
R67．0　374．7

380．3
R86．6

R39．4
R63．0
R50．0
R39．0

R39．0

Q89．G
Q93．0
Q94．0
R23．0
R23．0

347．0
R32．0
R41．0

R54．0
R42．0
R26．0

R38．0
R3G．0

R27．0
R16．0
Q90．0
Q94．O

277．0
Q54．．0

Q60．D
Q62．0
Q62．0

Q92．0

Q66．0
Q／0．G

Q08．0

Q22．0
Q31．0
Q32．0

231．0
Q29．0

Q19．0
Q21．0

平均 199．8　　226．1 193．3 192．6　　／72、1 335．4　　375、5 334．9 328．1 245．5

（注｝ 綴霧諺で勝贋。、闇年。月行のロイズ・シップマネジャーに
@　　　　　　　　しこ合1，ト）　②舟’目毎用碕告料．指数iよ1965，7～工966．6＝

よる。（シッビング・ニューズ・インターナショナ
@　　　　　　　　　　　　　　　　10D　定期用船料．書旨

数【ま1971＝正OOo

） 9．係船船腹量の推移
1997 1998 1999

月次 貨物　船　　　　　　タンカー 貨物船 タンカー 貨物船 タンカー

隻数千GIT千D／W隻数千G／T千D〆W 隻数千G〆T千DハV 隻数千G．〆T千D／W 隻数千G／r千D〆W 隻数千G／T千D／W

1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
工
2

248　　2，110　　2，589　　　55　　1，607　2，757

Q41　　1，996　2，402　　　57　　1，628　　2，8Q4

Q53　　2，055　2，420　　　63　　1，7／0　2，970

Q51　2，0ア3　2，462　　64　1，796　3，！01

Q49　　2，Q86　　2，520　　　63　　1，781　3，Q6Q

Q44　　2，008　　2野426　　　57　　1，776　3，052

Q39　　／，969　　2，449　　　58　　1，823　3，160

Q46　2，120　2，429　　57　1，776　3，031

Q46　　2，084　2，375　　　53　　1，487　2，474

Q64　　2，281　2，634　　　57　　1，615　2，591

Q65　2，252　2，555　　58　L543　2，532

Q69　2，254　2，596　　59　L450　2，464

250　　2，063　　2，423

Q44　1，9／1　2，22Q

Q46　　1，957　　2，281

Q4．7　　2，028　　2，381

Q56　　2，092　　2，448

Q59　　2，171　2，546

R10　　2，848　　3，408

R11　　2，816　　3，420

R19　2，852　3，420
R26　　2，885　　3，420

R24　　2，915　3，515

R24　3、OO4　3午718

571，4E．02，466

T5L46G　2，492
T81，7443，066
T61，6752，927
T5エ，6652，889

T4L6812，939

T82，0183，631
T82，0183，621
T7L7262，941
T31，4E．32，479
T0／，4CI72，415
T1L4652528

328　3，242　4，060

R工7　3，094　3，83G

R／2　　3，248　4，135

R06　　3，321　4，275

R03　3，1工4　3，949

5／1，2052，／25

S7　9Q71，487
S51，0041，720
S91，1831，943
S91，1741，926

〔注） ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリー）1スト・オブ・レイドアップベッセルズによる。
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　後記子の住む浦和市の東部で、

東北自動車道に近い一帯に田園が

広がっている。その真中を芝川が、

そして田園の束と西の縁辺に見． ﾀ
代用水と呼ばれる二本の用水が流

れている。芝川および用水沿いに

は、サイクリング用道路が整備さ

れているので、週末にはおんぼろ

自転車を駆ってリフレッシュに努

めるのが後記子の習いとなってい

る。昔、この一帯は広大な灌概用

水池であったのを、享保10年（1725

年）八代将軍吉宗が幕府財政建て

直しのため米の増産を各地で図っ

た時に、ここも水稲用の新田に生

まれ変わったと郷土史に記されて

いる。さて、その二本の代用水が

南下して芝川と交わる手前に、国

指定の遺跡で見沼通船堀と称する

わが国最古の間門式運河跡が残っ

ている。これは吉宗の命を受けて、

当時の普請奉行であった井沢為永

が干拓と代用水路の開拓と併行し

て、月水路を利用した江戸河岸ま

での内陸水路を開き年貢米を主と

する輸送を計画したところ、芝川

と両月水路の問で3mの落差があ

ったため關門口運河を設けたとさ

れる。通船堀が開通したのは享保

16年（1731年）と言うからパナマ

運河の開通より180余年前になる。

規模は「1］2m長さ11mほどの木船

がやっと通れる程度で、構造も杭

を打った板壁の聞室に角材を何本

か積上げて水門としたもので、パ

ナマ運河とは比ぶべくもない。し

かも間室内の船は20人程の人力に

頼って引っ張ったと言う。そうは

言え、その後大正時代まで利用さ

れた史実を前にすると、昔入の叡

智と水運に対する認識の深さに畏

敬の念を覚える。現在は、桜並木

とともに花見時期には往時を偲ん

で木船の通航が再現されるなど人

々に安らぎの場を提供している。

一方、パナマ運河は本年末パナマ

に返還され．、より大型船の通航を

可能とする拡充計画が話題に上っ

ており、ますます世界の要所とし

てその将来に関心を集めている。

　願わくは、パナマ運河そのもの

が平和な中で発展・運営され、世

界の人々に多くの繁栄と幸せをも

たらすよう祈りたい。

川崎汽船

総務部情報広報室長

　　　　大滝　光一
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　　　当社のグループ安全会（49社

　　　60隻）の事務局として安全全

　　般（本質的には安全の企画・立

　　案）、難船、ドック時の研修会、
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　　地区別研修車麩の立案、開催に

　　携わっています。
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　海洋汚染が地球環境（生態系）

におよぼす影響をもっと真剣に

．一｝ 一．

一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
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　　　　　　2二岳旛騰欝穏

　　　　　　著な例ではないでしょうか。

　　4仕第鰯嚢驚1’ヨ

・こチ・レンジでぎる業務が一乱、

　　いでしょう。精神衛生上・・　。

垣

旭タンカー（株）の事業概要

　内航タンカー輸送から出発した会社だが、物流

国際化を先取りし外航近海輸送にいち早く乗り出

し、近海輸送のパイオニアを自負している。事業

としてはこの内航、外航輸送を主事業とし他に船

舶管理事業を営んでいる。
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平成11年6月20日発行　毎月｝回20日発行　No，467　昭和47年3月B日第3種郵便物認可1999雛1L）「薪総擁／／　　＼＼＼一．艶．ンN．．弩　　　　　　．奴ド．＼＼鴛瓢　　　　　．，〆ヲ／、．／　　乃．／、グ騰…畜》�h：爵ノ計F爾キ人　ロブk庶凸ま＝擢ま全船協月報／1999年6朋目次．巻頭言客船事業の変遷★離彗暑蕎魂呼●冨崎通　　　1こ派別欄アジア船主間の一層の相互信頼関係を確認　　　2一アジア船主フォーラム第8回総会（於：東京）の開催について一；シッビングフラッシュ’i，FMCが邦船3社への制裁措置を撤回一一10　一同時に日米5船社に対し日本港運の現状報告を要求一2，日韓両国船生の相互信頼関係の促進を合意　　　11　一第8回日韓船主協会会談の開催について一（t．．秩F海運ニュース審議会レポート最終答申案の審議、次回に持ち越し　　　13一運輸政策審議会海上交通部会第12回港湾運送小委員会の模様一内　外　情　報施行細則の運用に注視が必要　　　13円998年米国外航海運改革法の施行について一．寄稿企業会計新時代　連結決算と連結納税耀奮甥解難■扇谷正彦　　　15コ各種調査・報告書欄最近の定航海運トピックスに関するアンケート（上）　　19一清報化、運賃・船腹に関する調査結果一（∵各種調査・報告書欄1999年版「図説　海運市況の回顧と展望」（日本郵船調査グループ編）について　　・282．4轍便り　　34、∫潮風満帆一7つの海のこぼれ話一バシー海峡に消えたプロペラ　　★元日本郵船船長●裏山惣一36嫁・海運日誌★5月　　　38・…・船協だより一　　39や5毎運一言十　　　　　　40　　　　　巨編看二二…言己　　　　　　44ばら積み船「SHINREI」　映画「タイタニック」の空前のヒットにより客船が脚光を浴びることとなったが、映画の舞台となっている今世紀初頭と、今まさに二十一世紀を目前にしている今日とでは客船の置かれた立場、客船そのものの性格が大いに異なっていることは興味深い。　当時の客船は大陸間の主力交通機関として主役の座を担っており各社がサービスとスピードを競った。第二次世界大戦を境とした航空機の発達により、北大西洋横断客数では1957年に航空機・船舶ほぼ同数となり、1959年には航空機150万入、船舶90万入と逆転するに至った。さらに7エット旅客機の登場は海から空への旅客シフトを決定的なものとし、栄華を誇った豪華ライナーはその時代を終えることとなった。　代わって登場してきたのは船旅そのものを楽しむことを目的とするクルーズ船である。　クルーズ事業の始まりは欧州船主による定期ライナーのオフシーズン対策としての催行であったが、1970年代に入りクルーズ専用船での周年型カリブ海クルーズが始まり、それまで一部の富裕層のものであったクルーズから一般大衆をも顧客ターゲットとした今日のマス・クルーズへと変貌をとげることになる。　皮肉なことに、この北米市場でのクルーズ顧客数拡張に大きく貢献したのは、過去の豪華ライナー時代を終焉させる原動力となった航空機の存在であった。即ち米国のディレギュレーション政策の結果としての国内航空運賃の大幅引き下げにより米国各地からのクルーズ客を低廉な航空運賃でクルーズの発着地であるフロリダに呼び寄せることが可能になったことがカリブを主要周航海域とする北米クルーズ産業の隆盛をもたらしているのである。現在北米のクルーズ人口は年間約460万人と云われており好調な北米経済をバックに進展を続けている。　一方／990年代初頭の本格的外航客船の相次ぐ就航により幕をあけた我が国のクルーズ産業はクルーズ人ロ規模年間約18万人と欧米に比較すれば極めて小規模ではあるが世界一周を含む長期クルーズを実施する等実績をあげつつある。　昨今、日本国内航空運賃にも競争原理が進行し始めた事、及びクルーズ顧客層の主体をなすシルバー層の増加、余暇の長期化、レジャーの多様化、等の状況は我が国のクルーズ産業にとって大きな可能性を示唆していると言えよう。せんきょう　平成11年6月号□］翻騒醜]§穐翻酷悪二二醗蕊�`懸夢愚麟黙亀�_�j張覧�j�`慧ザ評騒�`�_�j�j馬認蟹�`慧蛭曝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1♂監　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　譜ヤジア船主間の一層の騒騒係を魍騨襲　　一アジア船主フォーラム第8回総会（於：東京）の開催について一　　く　麟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　濫蕊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　難　悪　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§§鰻　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黙　アジア船主フォーラム（ASF：Asian　Ship−owners’Forum）は、1992年に第1回会合を当協会の主催で開催して以来、アジア7地域（日本・韓国・中国・台湾・香港・ASEAN・オーストラリア）の船主協会が北から南の順で議長を回り持ちしながら毎年会合を重ねている。今回、その第8回総会が、1999年5月24日に当．協会の主催（議長：当協会河村健太郎会長）により東京で開催された。　これは、昨年5月の第7回ASF（於：豪州）を以って上記ASFメンバーである7地域の船主協会による議長の回り持ちが．．．．喫したため、再び当協会が主催することとなったものであり、今回はアジア地域から85名の代表が出席した。各回協からの出席者は資料1の通りである。　ASFは上記年次総会の他に、6つの委員会（トレード安定化委員会、船員委員会、船舶解撤委員会、航行安全委員会、船舶保険委員会、ASF恒久事務局設置検討委員会）が原則として毎年の年次会合の聞に夫々の中間会合を．一回開催している（資料2参照）。　今回の総会では、限られた時間を有効に活用し効率的な議論を行なうとの観点から、特に本会合に先立ち各委員会の個別早朝会合を設定し、本会合で委員長より発表する各委員会の活動報告の内容等についての最終確認等を行った。（本会合風景囮ぜんきょう　平成11年6月号））覇　　　　　祝辞を代読する林政務次官　本会合では、先ず林幹雄運輸政務次官が、川崎二朗運輸大臣からの祝辞を代読した後、河村ASF議長が開会の辞を述べた。その中で河村議長は、ASFは、議長国の回り持ちが2巡目に入り、今やアジア海運を代表する声として世界の海運関係者の問で認識されるまでに成長し、2000年に向けて一層の発展が期待されること、また、アジア海運業界に影響を及ぼす最近の問題として、�@米国港湾の凌深維持等にかかわるユーザーブイー　（Harbour　Services　User　Fee）導入に対する反対表明、�AWTO（世界貿易機関）次期サービス自由化交渉において海運分野へのGA聡（サービス貿易に関する一般協定）ルール適用についての合意の必要性、�Bパナマ運河の返還に際し、同運河の管理運営、特に安全面、効率性、コスト競争力に関する信頼性維持の必要性等について言及した。　その後、各委員長が夫々の中間会合や当日の　【資料1】★各国船主協会団長☆5−S委員会委員長総会後の記者会見で発言する河村ASF議長（写真中央）早朝会合の結果などについて報告し、アジア船主間の相互信頼の一層の緊密化と共存共栄にむけた率直且つ建設的な意見交換が行なわれた。また、懸案であったASFの恒久事務局設置については、今回の総会では、現在行われている議長国と事務局の回り持ち制がうまく機能していることが確認され、当面は現在の運営方法を継続していくことが合意された。　これらについての総会の合意事項は共同声明（資料3）として採択された。　当協会は、ASFがアジア船主が定期的に共通問題について話し合うことにより、相互の親睦と信頼を深める場として今後一層重要な役割を果たすことを期待しており、これは他のメンバー船下も十分認識しているものと考えている。次回第9回会合は、2000年5月に韓国で開催されることとなった。第8回目ジア船主フォーラム全出席者リスト船　　　協参加者氏名役　　　　　職会　　社　　名★John　E．　UnesManagtng　DkectorANL　CQn厩ner　Hne　Pty　UmitedDavid　J．　SterrettManaging　Director＆CEOASP　Ship　Manage皿ent　Pty　Ltd．ASA居B船主．協会John　Campbe11General　Manager　Ship　ManagementrervicesBHP　TransporヒNeil　ChambersPolicy＆Operadons　M睡agerASA★Gao　Weilie高鷲蒸Vice　PresidentCOSCOWu　ZhongxiaoVice　PresldentChina　ShipPing（Group）Co，Zheng　XuezhongSecretary　Gener訓CSACSA?荘D主協会Dong　MingGeneral　Manager　of　MallagementcivisiQnCOSCO☆UShanmin李善敏General　ManagerCOSCO　Ma冊ing　Corp．Yang　ShichengDeputy　General　Manager　of　Tran昏垂盾窒狽≠р盾氏@Div．COSCOせんきょう　平成ll年6月号囲船　　　．協参加者氏名　　　　　　　　役　　　　　職会　　社　　名Nl　Shao1並9PresidentChina　Shipping　Japan　Co．　Ltd．Zou恥1（Ms）Deputy　Managing　DirectorChina　Business　Marine　Co．CSA?荘D主協会Lu）藪aozhO119Vice　PresldentMinshen暮Shipplロg　Co．Lin王｛uisheng（Ms）Dep鳴γMa照gerFゆan　Shipping　Co．★Firdaus　Wadjdi（Dr＞ChairmanFASAFASA`SEAN船主協会連合Daniel　TanSecre亡ary　GeneralFASACados　C．　Saユinas　　　　　　　lPresidentPhilipPine　Transma面ne　Ca出ers　Inc．Eduardo　U．　ManeseEVP＆COOMagsaysay　Lines　Inc．FASA−FSAtィリピン船主協会Bibiano　ReynosoNCEOAurora　ShipPing　Inc．Vicente　S．　Oca（Capt．）　　　iPresidentNaess　ShipPing　PhilipPi且es　Inc．Hadi　Surya　　　　　　　　　iPresident　DireじtQrPT．　Berlねn　Laju　TankerFASA−INSACンドネシア船主協会H．Soenarto　　　　　　　　　lPresident　DirectorPT．　Gurita　Lintas　SamudraDato’Hj　Mohd　A髄Hj　Yasin　i　Managillg　DirectorMISC　BhdNik　Mohd　Zain（Dr）　　　lExecuUve　Cllairman〆CEONepline　BhdDzulkinアMohd　Zain　　　lDirectorMISC　BhdMohamad　Bust臼mi　Yahaya　l“Director，　Liner　Austraiasia”MISC　BhdFASA−MASA}レーシア船主協会Hasnan∫�quar（Capt．）　　lManagerMISC　BhdLim　Leng　PinManaging　Director　　　　　　　IWawasan　Pan　Asia　Alliance　Sdn．Bhd．Muhamad　Azmi　AlwlGelleral　Ma11ager　　　　　　　　　　　lNepline　BhdPal　N．　AndresenGelleral　Manager　　　　　　　　lBarber　Ship　Management　Sdn．　Bhd，☆�qaChen琶Eng　　　　　　　　　　　　　　　　　　1cep卿Chai�oan＆Group　President　i　Neptune　O【抽t　Lincs　Ltd．Chan　Tuck　HoiExecutive、『ce　President　　　　　　　iRegion臼l　Container　Liロes　Pヒe．　Ltd．FASA−SSAVンガポール船主協会Patdck　PhoonDirector　　　　　　　　　　　　　　　　iRrW　Shipping（s）Pte　Ltd．Chiang　Hai　Dlng（Dr）Economic　AdviSQr　　　　　　　　　　　　i　Neptune　G藍ent二五nes　Ltd．Peter　ChewMallaging　Director　　　　　　　　IMC　Shlpphユg　Co．　Pte．　Ltd．S�oate　TanthuwanitManaging　Director　　　　　　　　Ngow　Hock　Co、，　hd、蝋タイ船主協会BhUlnindr　HarinsultManagiロg　Director　　　　　　　旧adnsuit　Trallsport　Co．，　Ltd、Chanet　Phe�KtlP＝℃siden亡Jutha　Maritime　Public　Co．，　Lid．Tran　Van　LamDirectorVietna皿Ocean　ShLppLng　CQやVSA買Cエトナム船主．協会HaDucB孤9Di1’ecしDrInternatbna且Labor　CoQPeration　Co．Do　Viet　TrieuD【rec亡orSai　Gon　ShipPing　Co．★James　Hughes・HalletChairma【1John　Swire＆Soqs（HK）Ltd．Andrew　Y、　ChenManaging　DirectorGrand　Seatrade　Shippエng　Agenciesktd．Dalliel　BradshawPartnerJohnson　Stokes＆MasterArthur　B。幅ngDirectorHKSOA☆George　S．　K．　ChaoDeputy　Chairman＆PresidentWah　Kwong　ShipPlng　Holdings　Ltd．HKSOA″`船主協会Peter　CremersChairmanAngb・Eastern　Ship　Managemenしktd．Gilbert　Fe�rAssistant　DlrecヒQr貝KSOARobert　A．　HoPresiden亡Fairrnσnt　Shipping（HK）Ltd．Kenlleth　KooGroup　Managing　DirectorTai　Chong　C｝1eang　Steamship　CoiHK＞Ltd．∫a皿es　Mihle・HomeCQnsultantHKSOA★河村健太郎社長　　　　　　　　　　　　　　　日本郵船☆生田　正治社長　　　　　　　　　　　　　　　　商船三井新谷　　功社長　　　　　　　　　　　　　　　　1川lr奇汽船　　　　　　　　　　　　　　　　　　脚堀　　憲明会長　　　　　　　　　　　　　　商船三井谷川　　明社長　　　　　　　　　　　　　　　1新和海運五月女眞彦社長　　　　　　　　　　　　　1第一中央汽船田中　道生専務取締役日本郵船JSA�本船主協会1佐藤博之常務取締役商船三井目良　悟朗取締役川崎汽船苅田　耕治常務取締役日本郵船戸高　眞一企画グループ調査役日本郵船増田　信雄　　　　　　　　理事長日本船主協会和田　敬司　　　　　　　　専務理事日本船主協会園田　裕一．』　　　　　　　1企画調整部躍部長日本船主協会せんきょう　平成／1年6月号．（．（）．船　　　協参加．．．畜．氏名：役　　　　　職会　　杜　　名★Sooho　Cho趙謹書PresidenしHanjill　Shipρing　Co．　Ltd．Yung．Woo　YσonSenior　Executive　Vice　Preside【ltHyundal　Merchaエlt　Mahne　Co．　ししd．Jin・Bang　keExecutive　Vice　PresidentKorea　Line　Corp．Byun9・Mu　YboPresident＆C．E．0．Pan　Ocean　ShゆPing　Co．　Ltd．KSAD韓国船主協会Dong−Hyuk�sePresident　　　　　　　　　　　　　　　KQrea　Marine　Transport　Co．Youn−Jae　L三ePresident　　　　　　　　　　　　　　lHeung・A　Shipphlg　Co．　Ltd．Doo・Ch乱n　ChangPresidentKorea　Special　Shipping　Co．　Ltd．Chang．Hong　Park　　　　　　SecretalY　GeneralKSAHae−YQng　Cheong　　　　　lDirectorKSA★Steve　S．　S．　Lin林省三ChainnanEvergreen　Marine　Corp．（T＆iwヨn）Ltd．T．H．　ChenChai【manYangming　Maline　Transport　CDrp．　L走d．☆Chwen　Shi　Chell至純煕PresidentU・Ming　Ma由e’1ヤansport　Corp．John　Y．　K　PeugChairmanChinese　Maridme　Transpor仁Ltd．Geor暮e　RsuVice　ChairmanEvergreen　Madne　Corp．（「aiwan）Ud．NACS苻p船主協会Shih　Ching．ChlVice　President‘丁証wall　NavigaUon　Co，，　Rd．”1£eMUI1・ChiVice　ChairmaΩUni蜘ry　Manne　Corp．Che鳳Teh．Shen9PresideIltWan　Hai　Hnes　Ltd．Kuen．Mu　ChenVice　PresidentChina　Stee且Express　Corp．Chen　Chin・ShyenPresidentTa−HD　Maddlne　CQrp．・lBGb　H．　L．　HsuSecretary　GeneralNAcS．）メンバー船協総会【資料2】ASF委員会および当協会代表（1999年5月24日）　　　トレード安定化委員会　委員．長：　生田　正治　副委員長：　Sooho，　Cho　副委員長：　Se　Yong，　Park　　　　　船員委員会　　委員長；　Li　Shanmin　副委員長：　Kenneth　C．　K．　Koo当協会代表：　河村健太郎　　　　船嗣解撤委員会　　委員長：　C．S．　Cheo　副委員長：　堀　憲明　　　　航行安全委員会　　委員長：　Lua　Cheng　En9　副委員長：Jobn　Campbell当協会代表：　五月女眞彦　　　　船舶保険委員会　　委員長：　George　S，　K．　Chao　副委員長：　Jaka　A．　Singgih当協会代表：　新谷功　　　　　　　山下秀明　恒久事務局設置検討委員会　　委員長：　河村健太郎（日本船主協会／同委貝会当．協会代表）（韓国船主協会）（．韓国船主協会）ラ　ラ会会協協主主船船国港中山（　（（台湾船主協会）（日本船主協会／同委員会当協会代表）ラ齢鯵罎鍵麟（香港船主協会）（ASEAN船主協会連合）（日本船主．協会）せんきょう　平成11年6月号團圖【資料3】　　　　　　　　　　1999年5月24日，東京　　第8回アジア船主フォーラム東京総会　　共同声明　1999年5月24日、東京において第8回アジア船主フォーラム（ASF）が開催され、アジア7地域から85名の船主協会代表が出席した。　今回の会合は、1992年にASFが組織されて以来、8回目の会合であった。ASFはアセアン（インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム）、豪州、中国、香港、日本、韓国、台湾の7つの船主協会によって構成されている。　ASF総会は、1992年に日本船主協会の主催により第1回会合が東京で開催されて以来、メンバー船主協会の回り持ちによって年1回開催されている。今回の会合は、その回り持ちが成功裏に一巡し、再び日本船主協会の主催により開催された。　発足以来、ASFは、世界の海運関係者の問で、アジア船主の声を代表するフォーラムとして認識されるまでに成長した。こうした状況の中、ASFは21世紀に向けてその存在を高めていくことが期待される。　第8回ASFはアジア海運業界の共通利益に関わる様々な問題を（以下の通り）検討した。WTO　2000　ASFは、複数のメンバー国／地域がWTO（世界貿易機関〉に加盟申請を行っていることに留意し、こうした加盟申請を全面的に支持することを合意した。　1999年末までに開始されることとなっているWTOサービス貿易自由化交渉においては、海運サービス分野へのGA聡（サービスの貿易に関する一般．協定）ルール適用が合意され、各国自社の自由かつ公正な活動を保証する基盤が形成される必要性があり、ASFは、　WTOにおける海運サービス交渉を支持する。米国港湾サービスユーザーフィー　米国における港湾目深、開発、運営および維持費用を商船運航会社等に負担させようとする法案に関し、これは、莫大なコストを回訓にユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一ザーフィーとして転嫁しようとする提案であり、ASFは自らを含む世界の海運業界はもとより他の業．界とも一丸となって、強く反対すべきであることで一致した。パナマ運河　ASFは、パナマ運河が本年12月31日を以って米国よりパナマ本国に返還されることに留意した。ASFは、パナマ運河が世界海上貿易上果たしている重要な役割に鑑み、同運河の管理及び運営、特に安全面、効率性、コスト競争力に関し、今後とも信頼性が維持されることが重要であることにつき全会一致で合意した。トレード安定化　トレード安定化委員会（STC）は、第6回中間会合を1999年3月15日、上海で開催した。　ASFは上海で採択された訂Cの了解事項を承認した。　了解事項において、瓢Cの目的は、率直な情報と意見の交換を通じてアジア海運業の持続的かつ健全な発農を促進することであり、また、アジア船社間の公正な競争や、相互の信頼と．協力を醸成するものであることを再確認した。せんきょう　平成11年6月号）’）　ASFは、上記目的を達成するため、円滑な国際貿易の発展を支える手段として高品質な輸送サービスの提供を継続するために、アジア海運業の企業基盤の健全性の回復と自立力を確立する必要性があることにつき広く関係者の理解を得ていくことを盟Cの当面の課題の一つとすることに合意した。　ASFは、定期船およびバルク／タンカー双方において、トレード安定化に向けた更なる努力が必要があることを認識した。特に、定期船部門では、夫々の船主協会のメンバーが参加しているフォーラムによる努力を支持していくことが望ましいとされた。また、安全かつ安定的な輸送を維持するため、航行安全に係る国際規則を全ての船社が遵守するとともに、市場からサブスタンダード船を排除するよう最大限の努力を行っていくことが極めて重要であることを確認した。　ASFは、上記の点に留意し、訂Cがアジアの海運業界が直面している様々な困難につき、最大限の理解を得るための努力を継続し、更なるトレード安定化を実現すべく互いに協力していくことを承認した。船　員　船員委員会は、その第4回中問会合を、1998年10月12日東京で開催した。　ASFは、「船員の訓練及び資格証明並びに当直の基準に関する国際条約」（訂CW条約）の1995年改正（訂CW95）第1／7規則の要件に従って、本年中にレポートを提出予定としている台湾を除く全てのASFメンバー国主管庁が「ホワイトリスト」入りのためにIMO（国際海事機関）宛てに情報を提出していることに留せんきょう　平成11年6月号意した。　ASFは、有資格職員が深刻に不足する可能性について憂慮するとともに、いくつかのメンバ．一船主協会が、効果的な船員確保の手段の見直しと、継続的な船員の雇用維持を図るための調査プロジェクトを実施していることを歓迎し、これに留意した。アジア諸国が世界中の船舶に多数の船員を供給しているとの観点から、ASFはアジア諸国が、安全および環境保全の面で責任ある船舶運航のために必要な要件に適合した、十分に訓練された職員の健全かつ安定的な供給を確保するための作業を継続すべきことを合意した。　ASFは、船員委員会が他の地域機閾および国際機関との良好な関係を構築したことを歓迎した。また、ASFは、船員委員会がアジア太平洋地域の船員のための質の高い海事教育訓練の構築を促進するための活動を継続し、これら機関との能動的な結びつきを更に構築すべきことを合意した。　さらにASFは、船員の痛ましい死亡や障害事故についてなされるであろう裁定内容が不透明であることを憂慮し、この重要な問題について、船舶保険委員会との密接な作業を継続して行うべきことを合意した。　船員委員会の声明を支持し、ASFは、皿F（国際運輸労働者連盟）のTCC（To鳳Crew　Cos⇔Benchmark　rateの引上げ提案に断固反対することを確認した。船舶解撤　船舶解撤委員会は、その第2回中間会合を1999年3月1日に台北で開催した。　ASFは、船舶解撤は海運業の健全なサイクル団のためだけではなく、海洋環境保護と航行安全にとっても不可欠なものであることを認識した。更に、アジアおよび世界の海運業界は、解撤を促進するための適切な方策を検討すべきであることを認識した。また、ASFは互いの理解と協力を深めるため、解撤業界との今後一層の対話を期待するものである。　同時にASFは、いくつかの解撤ヤードの労働環境の問題については、関係業界との協調の可能性を求めながら取り組んでいく必要があることを留意した。　船舶解撤委員会は引き続き積極的に活動を継続していくことで合意した。航行安全　ASF航行安全委員会は、その第5回中間会合を、1998年n月30日にシンガポールで開催した。　ASFは航行安全委員会の経過報告に留意し、次の諸問題への姿勢を再確認した。＊船舶に対する海賊および武装強盗集団　　ASFは、船舶に対する海賊および武装強　盗事件が全世界で増加したことを憂慮すると　ともに、アジア海域で発生した多くのハイジ　ャック事件に留意し、海賊が多発する沿岸国　の警察機関に対し、透明性のある海賊事件の　捜査を強く要請するとともに、沿岸国の海軍　および海上警察による当該海域における頻繁　なるパトロールによって監視と相互協力体制　を強化することを強く要請した。＊密航者　　ASFは、　IMOガイドライン「密航者問題を　適切に解決するための責任の分担のためのガ　イドライン（決議）」が早急にすべての国の国　内法に取り入れられ、船主が密航者を容易に送還できる適切な手順が構築されることを強　く要請する。さらに全ての政府および港湾当局等に対し、船舶での密航が容易にできない　よう厳重なる監視を強く要請する。＊バルクキャリアの安全性　ASFは、1997年に海上人命安全条約第！2章　を採択し、バルクキャリアの海難を減少しよ　うとするIMOの努力を全面的に支持すると　ともに、航行安全委員会はIMO海上安全委　員会での本件に関する検討の経過と進展につ　いて引き続き見守って行くべきことを合意し　た。＊ISMコード　　ASFはISMコードの実施を全面的に支持　する。一…方、第一段階として本コードの強制　化が高い適応率で1998年7月1日より首尾よ　く発効したことに留意するとともに、第二段　階として2002年7月1日から本コードが強制　化される船舶を所有する者に対し、その期限　に十分余裕のある時期までに安全体制を確立　することを奨励した。さらにASFは、　ISMコ　ードに関する全てのPSCが、　IMOの暫定ガ　イドラインに則って実施すべきであることを　合意した。＊全世界的な海上救難および安全システム　　（GMDSS）　　ASFは乗組員のGMDSS機器の操作に関　する問題点に留意した。ASFは乗組員が理　解し易く、また簡単に操作できるように、供　給者および製造者がすべてのGMDSS機器　をさらに統一化および標準化することを支持　する。また、GMDSS機器の誤操作を防止す　るため、乗組員が機器に精通するよう訓練す　ることが強く求められる。せんきょう　平成11年6月号｛（）＊ポートステートコントロール（PSC）　ASFはPSCの概念を引き続き支持する・・一　方、多くのPSC覚え書き（MOU）が合意さ　れることに留意し、すべてのPSCは、　IMO　のガイドラインに則って統…’された検査内容　で実施されることを強く要請する。また、度　重なるPSCの実施と本船に対する不要な遅　延を防止するため、寄港国間での効果的な情　報交換がなされるべきであるとした。＊電子機器と2GOO年問題　　2000年問題は、機器のテストとその問題の　対処、またその適応性の評価のための標準的　な方法が十分に判明していない複雑な問題で　あることから、ASFはすべての船主に対し、　システムが誤作動した場合、適切に対応でき　るよう危機対応手順を再評価することを強く　求めた。また、ASFはすべての海運関係者　に対し、”2000年間口の適切な対応のための　コード”に関するIMOサーキュラー　No2121に従いこれを実行することを強く要　請する。船舶保険　船舶保険委員会は、その第5回中間会合を1999年3月8目に、香港で開催した。　船舶保険委員会は、アジア地域における船舶保険機構創設に関する活動について報告した。ASFは、この活動がアジア船主の本質的なニーズに合致するものであることに留意し、全会…致でこのプロジェクトを承認した。ASFは、また、コンサルタントが保険業界と協力して、このプロジェクトを引続き推進・発展させることを期待するものである。　ASFは、欧州委員会と国際P＆1グループとせんきょう　平成ll年6月．号の間の議論が解決を見たことについて留意し、関係業界の関与とともに、ASFの本議論への参加がこのような満足のいく結果につながったものと認識した。　ASFは、タンカー以外の船舶による油点の脅威に対して、OPA　90のような解決を図ろうとするカリフォルニア州の動きについて重大な懸念を表明した。ASFは、すべての政府が独自のかつ一方的な法制ではなく国際的に合意された条約に従うことを訴えるものである。　船舶保険委員会は、船員の死亡及び障害に係る裁判管轄および補償の問題について報告した。ASFは、船員委員会と船舶保険委員会の両議長名で、本問題についての懸念を表明するとともに、状況説明を求める旨、フィリピン政府に出吊したことを留意した。ASFはまた、全メンバーを代表して第8回目SFの議長からも、迅速な対応がとられるようフィリピン大統領宛に出遇することで一致した。ASF恒久事務局　ASFは、現在行なわれている議長国と事務局の回り持ち制がうまく機能していることに留意するとともに、当分の問は、現在の制度を維持していくことを合意した。第9回ASF　ASF開催地を回り持ちする慣例に従い、第9回ASFを2000年5月に韓国で開催する旨の韓国船主協会の提案を受け入れた。以　上囮1．FMCが邦船3社への制裁措置を撤回　　　一同時に日米5船社に対し日本港運の現状報告を要求一　平成11年5月28日、米国連邦海事委員会（FMC）は日本の港湾慣行を理由に邦船3社⊂日本郵船、商船三井、川崎汽船）に課していた米国商船法第19条に基づく制裁措置規則（FMCDocket　No．96−20）を撤回すると公表した。　FMCは平成9（1997）年9月、「日本の港湾運送事業法およびそれに支えられた港湾慣行が米船社並びに荷主に不利益をもたらしている」として邦船3社の運航する定期コンテナ船に対して米国寄港1回当り10万ドルを課徴する制裁規則を発動し、計150万ドル（当時約1億8千万円）を徴収したが、その後日米両国政府間および関係当事者と日本政府との問で日本の港運の近代化に関する合意がなされた事を踏まえ、同年！1月13日以来、同制裁措置規則を凍結（サスペンド）していたもの。　制裁措置規則撤回の根拠は今一つ明らかでないが、FMCは「日本の港運の規制緩和は進展しておらず、現状に満足しているわけではない」との姿勢を強調、改めて日本の港運の現状を調査する為、邦船3社と二四2社（APL及びSea一Land）に対して、事前協議制度の改善状況や日本政府の港運規制緩和への取り組みなどについて4項目（米船に対しては事業免許申請に関わる事項を含め5項目）に亘る情報提出を求めている。　一方、「制裁を決めた当時とは状況が大きく変化している」とも述べており、昨年来、運輸政策審議会海上交通部会で審議してきた「港運事業免許制と認可料金制の廃止を核とする規制緩和の具体的推進策」が本年6月中にも最終答申される見通しであることが、撤回決定のきっかけになったものと見られる。（規制緩和問題の進捗状況については本紙P．］．3海運ニュース審議会レポート参照）　日本政府はこれまで口重条約協議を通じ、「FMCの制裁措置は日米友好通商条約違反である」として制裁金の返還を含む同制裁措置規則の完全撤回を求めてきており、今回のFMCの判断に一定の評価をしながらも、「従来の主張を継続していく（運輸省）」としている。　なお、当協会河村会長は5月31口、今回の件〔せんぎょう　平成11年6月号））について以下の通りコメントを発表した。　「日本船3社を対象としたFMCの制裁措置は全く妥当性を欠くものであり、当．協会としてもその撤回を強く主張してきたところである。FMCによれば日本の港湾における最近の状況を反映させるべく再調査を行なうためとしており、問題が全面解決したわけではないが、今回の撤回決定自体は歓迎できる。運輸省、外務省はじめとする関係者のご尽力には感謝を申し上げたい。」2．日韓両国船協の相互信頼関係の促進を合意　　　一網8回日韓船主協会会談の開催について一　日韓両国船主協会の・．層の友好関係促進を口的として、1988年より開催されている日韓船主．協会会談の第8回会合が、1999年5月25日、当協会の主催により東京で開催された。　会談には、当協会から河村会長をはじめ8名、韓国船主協会からは趙会長以下9名が出席した（資料1参照）。　会合では、両国海運業界の最近の動き、およ第8回日韓船主協会会談出席者および関係者び両国共通の国際海運問題等について友好的な雰囲気の下、率直且つ建設的な意見交換が行なわれた。　両．協会は、今後もこの会談を継続していくこととし、次回会談を2000年に韓国で開催することが合意された。会談で採択された共同声明は資料2の通りである。【資料1】第8回日韓船主協会会談出席者（日本側）氏　　名役　　　職　　　名河村健太郎日本郵船�梶@社　長i当協会会長）生田　正治商船三井�梶@社　長i当協会副会長）新谷　　功川崎汽船�梶@社　長i当協会副会長）堀　憲明商船三井�梶@会　長増田　信雄当協会　理事長和田　敬司当協会　専務理事一一星一　　　　頃ﾋ1尚　具一日本郵船�滑驩諠Oループ調査役i当協会　会長秘書〉園田　裕一一当協会　企画調整部副部長※当協会における役職名は平成11年5月25日現在せんぎょう　平成11年6月．号囮　　　第8回日韓船主協会会談出席者（韓国側）氏　　名役　　　職　　　名Sooho　Cho竅@秀鏑President，　Hanlin　ShipPing　Co．　Ltd．i韓国船主協会会長）Yung−voo　YoonSenior　Executive　Vice　President，gyundai　Merchant　Marine　Co．　Ltd．J｛n・aang珍eExecutive　Vice　Presiden亡，jorea　Line　Corp．Byung・lu　YooPresident＆C．　E．0，，　Pan　Ocea且Ship・垂奄獅�　Co．　Ltd，（韓国船主協会副会長）Dong−gyuk　LeePresident，　Korea　Marine　Transport　Co．i韓国船主協会副会長）Youn・Jae　LeePresident，　Heung・A　Shipping　Co，　Ltd．i韓国船主協会副会長）Doo・ChanbhangPresident，　Korea　Special　ShipPing　Co，ktd．（韓国船主協会副会長）Chang−gGng　ParkSecretary　Genera1，　KSAHae−x。ng　CheongDlrector，　KSA【資料2】　　　　　　　　　　　　　1999年5月25日　　第8回日韓船主協会会談共同声明1．日本船主協会（JSA）と韓国船主協会（KSA＞　は、1999年5月25日に、東京で第8回日韓船　主協会会談を開催した。これは1996年の第7　回会談（於：韓国・釜山）に続くもので、友好的な雰囲気の下、率直かつ建設的な意見交　換が行われた。会談の出席者は添付の通りで　あった。2．会談では、法制や政策の変更を含む両国海運の現状と展望について意見交換が行われ、　高品質な輸送サービスの提供を継続していく　上で、両国海運の持続的かつ健全な発展のた　めに相互の信頼と協力関係をさらに増進して　いくことが合意された。3．会合では、両協会と世界海運にとづての共通問題に関する様々な動きが討議された。WTO（世．界貿易機関）の枠組みにおける海運サービス自由化交渉については、自由かつ公正な外航海運活動の基盤を確保するため、交渉の開始を支持することで一致した。また、OECD　MTC（海運委員会）等国際機関における関係業界を含めたサブスタンダード船対策についての議論を考慮しつつ、航行安全と環境保護に対する要請が強くなっている中、サプスタンダード船の排除を積極的に推進していくべきことが認識された。4．両．協会は、1999年5月1日目発効したOS−RA（米国外航．C運改革法）による1984年海運法の改正に関連し、米国トレードを取り巻　く商業環境の変化について留意した。両協会　は、また、米国における港湾国漢、開発、運営および維持費用を商船運航船社に負担させ　ようとする法案に関し、両協会は、莫大なコ　ストを船出にユーザーフィーとして転嫁しよ　うとするこの提案に対しては、世界の海運業　界は、同ユーザーフィーの影響を受ける他の　業界と共に強く反対すべきであることで一致　した。5．さらに競争法を含む欧州海運政策の今後の　動向にも注視していくことが再確認された。6，両協会は、アジア地域において発生してい　る海賊事件や武装強盗集団の深刻な度合いに　重大な懸念を表明し、尊い人命や船舶・積荷　等を含む貴重な財産を守るため、アジア地域　の関係政府機関に対し、一層の注意を喚起す　るあらゆる努力を行っていくことで一致した。7．双方は、事務局問の人材交流プログラム．や　日韓船員問題共同研究会を通じ、両協会の緊　密な関係を維持していくことを再確認した。8，双方は、次回会合を2000年に韓国で行うこ　とで合意した。せんきょう　平成11年6月号（（婁海運認．一ﾋスr審議会レポート最終答申案の審議、次回に持ち越し一運輸政策審議会海上交通部会第12回港湾運送小委員会の撲様一内　外　情　報施行細則の運用に注視が必要一1998年米匡外航海運改革法の施行について一）．）　　　　　　　　　　　　　　　　　　寒　　　．審議会レ．ポート最終答申案の審議、次回1一運輸政策審議会　海上交通部会　港湾運送事業に関わる規制緩和問題を審議中の、運輸大臣の諮問機関である運輸政策審議会・海上交通部会の下部組織「港湾運送小委員会」は、去る5月27日に第12回会合を開催し、当協会からは、専門委員として坂田　昇　港湾協議会代表（目黒郵船顧問）が出席した。　事務局（運輸省）の用意した「港湾運送事業の規制緩和について（最終答申案）」に沿って討議する予定であったが、労組側委員より「議論が尽くされぬうちに最終答申案が提示されるのは納得できぬ」と強い反発があり、「労働関係の安定化に対する船社・荷主の責任と協力を明記するとともに港湾運送の集約・協業化に国が財政措置を講じるべき」という従来の労組側主張などについて議論が行われた。　　　　内外．情報　．濠こ持ち越し第12回港湾運送小委員会の模様一　一方，拠出金問題に関しては、意見を求められた坂田代表が「事務局案には賛成できない。但し、置目・荷主に対して、規制緩和が行われる港について3年問に限り現行認可料金の拠出金相当額を荷役料金から分割して清算することの協力を求めるべきか更に審議してはどうか」などと提案した他、荷主側委員からもこれに賛成する意見が述べられた。　結局、予定時間を30分延長するも本答申案についてば実質的な討議に至らず閉会となった。最終答申案については一部修正の上、6月ユ0日開催予定の第13回会合で再度審議される。運輸省では次回を以って最終取り纏めの意向であるが、状況は今のところ流動的である。施行細則の運用に注視が必要一1998年米国外航海運改革法の施行について一　1998年10月ユ4日に成立した1998年米国外航海運改革法（OSRA：Ocean　Shipplng　Reform　Actof／998）は、その後、米国連邦海事委員会（FMC）が同法の施行細則を決定し、1999年5月1日かせんきょう　平成11年6月号圃ら施行された。　FMCは、同細則に関係者意見を反映させるため、資料の各項目について細則案を発表し、夫々の案に対する関係者コメントを踏まえた上で最終細則を承認した。　同細則案に対しては、欧州・日本船主協会評議会（CENSA）、Ocean　Carrier　Working　GroupAgreement（OCWGA）等船尾団体を始め各方面から、特に、船社間協定の届出に関する施行細則案（＃Docket　98−26）、自動タリフシステムに関する施行細則案（＃Docket　g8−29）、サービスコントラクトに関する施行細則案（＃Docket98−30）について、OSRAの意図する規制緩和、手続き簡素化が反映されておらず過度に硬直的であるとのコメントが多く寄せられたため、原案は大幅に修正された。　一方、1920年商船法第19条の改正（FMCによる取締の対象となる外国船社の慣行に、運賃設定を含めることを明記）に係る施行細則（＃Docket　98−25）については、民間当社の基本的商業行為である運賃設定にFMCが介入する恐れがあるため、CENSAは、かかる行為が海運法違反であることが証明されない限り、同条による外国船社の運賃設定に対する取締は行なわないことを施行細則に明記するようFMCに強く申し入れていた。しかしながらFMCは、改正前の同法／9条における外国船社の「慣行」においても、運賃設定を含むことが想定されており、今回の改正はそれを明記しただけで取締権限の拡大ではないとの見解を示し、最終細則にCENSAの申し入れば反映されなかった。本件については外国船社の運賃設定に対するFMCの恣意的な介入が行われないよう、引き続き運用を注視していく必要がある。（【資料1　1998年米国外航海運改革法＝FMC施行細則についてDocket　No．施行細則案の　内容Fillal　Rule（最終施行細則）＃98−21Miscellaneous　Amendments　to　Rules　of　Practice　andorQcedure＝eMCの運営／執行に関する規則について1999年2月3口、原案のまま承認。＃98−25Amendments　to　Regula亘ons　Governing　Restdc廿veeoreign　Shipping　practices，　and　New　Regulationsfoveming　Con甘olled　Carriers　lO国船社の不当な行為（1920年商船法第19条等）お謔ﾑコントロールド・キャリアについて1999年2月3日、原案を一部修正後、承認。＃98−26Ocean　Common　Car丘er　and　marine　Terminal　OI｝一?窒≠狽盾秩@Agreements　Subject　to　the　Shipping　Act　ofP984：Iーシャン・コモン・キャリアおよびマリン・ター~ナル・オペレーターの協定について／999年2月25日、原案を修正後、承認。但ｵ、“Ocean　Common　Carrier”の定義、　FMCﾉ届出る協定内容、協定の変更についてぱ、{細則とは別途に細則が策定されることとﾈった。＃98−27Marine　Terminal　Operator　Schedules：}リン・ターミナル・オペレーターのレート、規則、ｵ行の設定について］．999年2月3日、原案を一部修正後、承認。＃98−28Licensing，　Financial　Respons圭bihty　Requirements，and　Gener認Du£ies　for　Ocean　Transportation　Inter−高?р奄≠窒奄?刀♀O航輸送中間業者のライセンス取得、資力証明およﾑ一般義務について1999年2月25日、原案を修正後、承認。＃98−29認贈囎難癖・m：　　i1999年2月18日・撫｛［雛鼎＃98−30Service　Contract：Tービス・コントラクトについて1999年2月25日、細則を暫定的に承認し4獅P日まで関係者からのコメントを再度受ｯ付けた後、4月22日に最終細則を承認。せんきょう　平成11年6月号　　　　　　臨鮒解梨扇谷正彦　第二次大戦終了後日本経済の復興を支え、「21世紀は日本の時代」と米国の高名な学者に言わしめた日本的経営が、1990年代の初頭にバブル経済としてその頂点に達した後、風船がしぼむかのようにその輝きを失って現在に至っている事は良く知られた処です。この日本的経営の挫折にあたって、金融界・建設業界等を中心にもろもろの責任問題が発生し、会計の世界においてもその責任が問われていることも亦、良くご存知の事だと思います。平成9年6月6日に大蔵大臣の諮問機関である企業会計審議会から「連結財務諸表の見直しに関する意見書」が公表され、これを嗜矢として矢継ぎ早に新しい会計基準が打ち出され経理革命の様相にあるのも、会計の世界におけるこれまでの問題点を見直し、否定された理論的枠組みを再構築する為であると捉える事が出来ます。この流れの中において、新しい連結決算の制度及び連結納税について概略を説明すると同時に、海運企業における問題点についても簡単に触れてみたいと思います。1．我が国における連結決算制度の歴史　我が国における連結決算制度は、昭和50年6月に企業会計審議会から出された「連結財務諸表の制度化に関する意見書」を始まりとしますが、以下次のような変遷を経てきました。昭和52年4月昭和58年4月昭和63年4月連結財務諸表制度の導入開始持分法強制適用開始（＊1一表参照）提出期隈の特例（事業年度終．了後4ヶ月）の廃止平成2年4月平成3年4月平成5年4月平成6年4月平成9年6月（＊2一同）セグメント情報の開示の導入連結財務諸表の有価証券報告書本体への組み入れ監査対象化ユ0％ルールの撤廃に伴う連結範囲の拡大（＊3一同）企業会計審議会「連結財務諸表の見直しに関する意見書」　この期間における日本郵船株式会社の諸データは表の通りですが、当初16社で始まった連結決算が、持分法の導入、10％ルールの廃止等によりその連結会社型を増加せしめ、決算発表の時期も開示の早期化を達成する為、飛躍的に早くなっている状況がお解り頂けると思います。又、その総資産、売上高において連結決算の数字と単体決算の数字の比較を行いますと、連結決算数字の伸びが単体決算数字に比べて遥かに大きくなっており、企業活動が子会社・孫会社といった形で推し進められてきた様子を表しています、連結決算の数宇を見ること無しに、企業の実力を把握することは難しくなっていることが良くお分かりになると思います。2．国際会計基準　20世紀の後半に入り、企業会計に大きく影響を与える事柄として、企業活動のグローバル化、ボーダーレス化が上げられるかと思います。かつてのウルグアイラウンドやWTOの枠組みの下で自由貿易が推進され、国と国との垣根が取り払われ、企業は自由にその本来の目的を追求せんきょう　平成／1年6月号囮表郵船グループにおける運結決算の推移（億円）年　度関　係?ﾐ数連　結?ﾐ数発表日総資産i連　結）総資産i単　体）売上高i連　結）売上高i単　体）当期利益i連　結）当期利益i単　体）昭和52167．315，6224，6324，9034，0763／3053167．315，5384，8工6　　4，5173，58343335419ユ157．316，2185，262　　5，8624，542883955211157．316，6025，5657，3545，765896756209177．307，／016，0477，8106，289806457216187．297，6866，3448，16Q5，994　　　17515458221（＊1）@　　357．317，9886，4987，807』司13410859213357．308，3696，7808，3585，727　　　　732760221367．258，1236，5Q38，3725，488524Q61230377．318，1986，5866，4034，15536362264387．298，6216，6356，4154，1389246331656（＊2）@6．299，8工17，1166，4954，2502940平成元385556．2811，4428，0297，5534，768106782420896．2712，7208，0518，4255，3276351344．6ユ056．2612，6948，0568，887　　5，69工656544471106．1812，6ユ97，8548．967i5，756747754541156．1012」647，6778，5785，31261546462（＊3）@　2156．913，6347，／898，6775，175312574682306．714，0337，3768，9175，2143326848724．O5．3014，2637，205　　10，2．435，8171367295182515．2914，5517，713　　10，7846，3297242105532665．2ユ15，0078，845　　ユ0，8256，85912467できるようになりました。世界中の顧客や取引先を相手にする事ができるようになったと同時に、その活動を支える資金の調達についても一国の垣根を越え、国際的な資本’市場から資金を調達できるようになりました、この結果、行き過ぎた企業活動に対する規制や企業実体を広く知らしめる必要から各国の法律及び会計もグローバル化・スタンダード化が叫ばれるようになり、企業の体力・知力を表す財務諸表についても、その作成基準の統一が必要となりました。これに応じる形で、公認会計士を中心に純民間の団体として1973年に設立された国際会計基準委員会（International　Accounting　Standard　Com−mittee）により、国際的に通用する会計基準の作成が始まりました。この国際会計基準委員会の活動は、紆余曲折がありましたが、日本の大蔵省．、米国の証券取引委員会（Securides　andExchange　Commlssion）等各国の証券監督者が加盟する国際機関である証券監督者国際機構（lnternational　Organlzatlon　of　Securlties　Com−mission）の支援を受けて、国際的に活動する企業が準拠すべき会計基準の完成に向けて精力圃せんぎょう　平成11年6月号）的活動を続けています。この国際会計基準作成の狙いとしては、次の3つにあると言われています。　�@国際的に活動する企業間の則．務状況の比　　較を容易にする。　�A企業が国際的な活動を行うに当たって、　　異なった会計基準によって作成していた財　　務諸表を一本化する事により、作成の手間　　を省く。　�B諸国間における財務1日報開示レベルを引　　き上げる。　　この狙いの下、作成されつつある国「祭会計　基準のポイントとしては次が上げられていま　す。　　イ，時価主義（資産の時価評価、外貨建て　　　取引への期末レートの適用等）　　ロ．業績の適時開示（工事進行基準の採用、　　　税効果会計の適用等）　　ハ．連結決算重視（連結財務諸表の見直し）　　二．キャッシュフロー計算書の財’務諸表と　　　しての位置づけ　我が国においても、この国際会計基準の動向と軌を一にして、従来の会計基準から脱皮し、新しい基準を設定しようとの動きが起こりました。バブルの破裂により傷を負った日本企業建て直しの為の価値基準の再構築を図って、企業会計審議会から「連結財務諸表の見直しに関する意見書」を皮切りに次々と意見書が出され、会計新時代に突入したわけです。3．新会計基準の日本における導入　平成9年6月公表の「連結財務諸表制度の見直しに関する意見書」を手始めとして、これまで企業会計審議会から多数の意見書がだされています。この狙いはFree、　Fair、　Globalを合い言葉として、21世紀に向けての活力ある証券市場の確立に貢献することにありますが、同時に会計基準を一新することにより、開示のレベルを国際的に遜色の無いものとし、従来の分かりにくいと言われていた日本の企業の実状をよりせんきょう　平成11年6月号透明性の高いものにすることにあります。新会計基準の導入については、その輪郭のみで全容は未だ明らかとなっておりませんが、国際会計基準に沿った膨大な変更となることが予定されており、新連結財務諸表制度と一体となって新しい時代を形作るものと言われています。新連結財務諸表を中心に、新しい会計制度の骨子を解説しますと次のようなものです。　�@連結情報の重視　　　従来、親会社の個別情報を中心に書かれ　　ていた有価証券報告書を連結決算を中心と　　した企業グループの情報に改める。　�A連結キャッシュフロー計算書の導入　　　キャッシュフロー計算書を重要な財務諸　　表として位置づけ、連結ベースでこれを作　　成する。　�B中間連結財務諸表の導入　　　中間期においても連結財務諸表を作成す　　る。　�C連結の範囲の見直し　　　実質支配力基準（連結法）及び影響力基　　準を導入することにより、従来連結を免れ　　ていた会社についても重要な会社は連結さ　　れるように道を開く。　�D税効果会計の適用　�E金融資産の時価評価　　　金融資産を時価評価し、評価損益を損益　　計算書又は貸借対照表に計上する。　�F退職給付に係る会計基準の設定　　　退職給与引当金及び退職年金を統合した　　会計処理基準を設定し、積み立て不足額を　　開示する。4．連結決算を核としたグループ経営（D　連結管理会計　　個別決算から連結決算へというこの流れ　　は、対外開示を中心とした財務会計の上で　　のものですが、この底流には企業活動の国　　際化・分社化による企業活動の複雑化があ　　り、この動きは企業自身の業績把握を困難　ならしめる結果となっています。これに対処する為に、管理会計の分野においてもグ　ループとしての業績把握を可能とする組織形態の構築、採算把握のシステムの構築が　必要とされています。最近の連結決算把握　のソフトウェアには連結管理会計を謳い文　句にしたシステムが多く見られるのもこれ　と無縁ではありません。企業の業績把握の　手段としては、いろいろな手法が開発され　ていますが、業績管理の手法としては予算　制度の導入が最も一般的であり、連結ベー　スでの予算制度の導入とキャッシュフロー　を中心にした業績管理が有効かと思われま　す。この分野はコーポレートガバナンスの　問題とあいまって、今後企業が真剣に取り　組む必要がある課題かと思われます。（2）連結納税制度　　日本の企業会計を取り巻く法律は、商法　・法人税法・証券取引法の3つですが、こ　れまで話題となってきた連結決算は証券取　引法に基づき、大蔵省が日本の会計を一新　せしめようとしているものです。商法及び　税法については、未だに個別決算の世界で　あり、連結決算を取り入れる動きは殆どあ　りません。しかしながら、税法については、　親子会社法制の問題と絡み、分社化による　企業経営の実を上げる為、連結納税制度の　導入が強く経済界より求められています。　通産省による試案を皮切りに、この動きは　具体的なものとなり、平成／1年度の自民党　税制調査会による「税制大綱」では、2001　年度における連結納税制度の導入が謳われ　ています。連結納税制度は、親会社と子会　社の所得を通算して所得計算を行うもので、　既に欧米ではかなりの国で導入済みであり、　日本企業がこれらの国と伍してやっていく　為には不可欠のものと思われます。　　これまで、日本には特定外国子会社に対　する合算課税のような制度（タックス・ヘ　イブン対策税制）はありましたが、これは徴税回避を防止する事を主眼に導入された制度で、連結納税制度とは似て非なるものでした。連結納税制度の導入により短期的には国の税収は少なくなるとは思われますが、日本企業の活力を維持していく為にも、連結納税制度の早急な導入が求められます。5．海運会社における影響とその問題点　国際海上運送事業は、純粋に国際マーケットのみにその収益の源を依存してきた産業であり、早くから国際競争にさらされてきた産業ですが、その中にあって我が国の海運会社はこれまでその競争力の維持の為、資本面においても早くから国際化を行ってきました。世界各地に船舶の保有会社を設立すると共に、ターミナル業、海運代理店業あるいは船舶配乗業等を広範な地域で営んできました。更には、物流業の一環として各国における陸上運送事業、倉庫業等にも進出してきました。このような世界を舞台に早くから活動をしてきた海上運送業にとっては、これら世界中に散らばった子会社群を取り纏め、親子会社間の取引を消去した．上で外部顧客に対する売り上げや利益を算定し、真の財務状況を把握する事は喫緊の課題と撫せましょう。連結決算の重要性はこの点からも疑うべきもありませんが、連結納税制度の導入についても従来の特定外国子会社（仕組船保有会社の殆どが該当）に対する合算課税の見直し（黒字所得の合算のみで、赤字は対象外）と併せ是非とも実現して欲しい課題です。日本船主協会の河村前会長も折に触れ、特定外国子会社の留保金課税の不当性と特定外国子会社を含めた連結納税制度の導人を叫んでおられましたが、何とか実現したいものです。企業会計に携わる者にとって、あたらしい連結決算制度と新会計基準は、これまでの会計基準を抜本的に変革し、国際水準に肩を並べようとするものにつき、その導入にはまだまだ越えるべき関門が多いかと思われますが、辛抱強くその実現に向け努力を重ねたいものです。華壱ψ◇命〈〉ξ今◇φ〈1：ぺ蝕．》　《〉．A．ニー　〆1、鰹．．　．．．＼．　鳶尺．〉．　，．・．と．　・．．ン「』　・へ．．．・！訴O一．・．’・・、．・せんきょう　平成1ユ年6月号　　　　　　　最近の定航海運トピックスに関するアンケート（上）　　　　　　　一情報化、運賃・船腹に関する調査結果一）　当協会は、世界の海運業界が発展していくためには、業界の現状について各国船社間の共通認識が欠かせないとの観点から、各種国際会議への参加や国際機関との連携を通じ、口置・船級間の相互理解を深めるための活動を行っている。　このほど（財）海事産業研究所は現在、各船社が重要視していると思われる事項のうち、情報化、運賃・船腹、アライアンス・同盟の3つのテーマについて、内外の大手定航船社を対象にアンケート及びインタビューを実施し、15社近い船社から得られた回答を取りまとめた。本調査は、業界全体の発展をめざす立場から行われたものであり、これは当協会の考え方にも合致するものであることから、同調査結果を紹介し、読者の参考に供することとしたい。　なお、紙面の都合上、本号では、情報化および運賃・船腹について、次号では、アライアンス・同盟および海運業界の現状に関するコメントを掲載する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開設している大手船社を対象に、昨今のトピッ経営者マインド調査：「最近の定航海運トピックスに関するアンケート調査』結果報告平成11年5月財団法人海事産業研究所1．はじめに　弊海事産業研究所は、本年1月末より4月中旬にかけて、アジア／北米・欧州に定期航路をクスから数点に絞ってアンケート及びインタビューによる調査を実施した。　この度のアンケート調査は、弊研究所としても初めての試みであったが、このような調査が可能となった理由のひとつに、弊研究所が非営利団体であり、すべての船社に対してニュートラル及びフェアな立場にあることが挙げられる。今回この立場を多いに活用し、民間の一船社では実行が困難と思える調査手法、すなわちアンケート調査を通して、各社の生の声を引き出し、それをフィードバックすることを試みた。そしてこの調査結果が各船社により有効に利用され、せんきょう　平成11年6月号圃現在の調川海運業界に何らかの共通の認識またはコンセンサスが生まれることを究極の目的としている。　従い、調査にあたっては厳正中立を貫き、各社の個別情報を外部に漏らさないことを各船社にアピールし、納得していただく必要があった。また多くの外船社には弊研究所は馴染みが薄く、先ずその組織構成などからとくとくと説明する必要があったが、結果的に今回アンケートをお願いした8割近い船社から回答を得ることができた。これは調査結果の内容以上の成果と捉えることもできるが、過去にこのような視点でのアンケート調査がなかったことから、各社からの要望の片鱗として見ることもできよう。　また、この度のアンケート調査では興味深い趣向として、アライアンス・船側提携による諸々の効果につき、その“満足度”を問う設問を施した。10から100までのゲージ上のその”満足度”に相当する個所にマークしてもらうものだが、畠山社の持つ現状認識のひとつの指標として、今までにない、面白い調査結果を得ることができたものと思う。　以下は本アンケート調査結果の概要である。原文が英語のため和訳してあるが、前述したように、その内容は船社名、個別情報が漏れないように特に配慮しており、各回答船酔に配布した調査報告書（Results　of　Questlonnaire）とは幾分その様相が違っている。例えば回答結果はResults　of　Questionnaire中では船八州で表示してあるが、本報告書ではパーセンテージに変更してあり、これに伴いグラフの多くを棒グラフから円グラフに変更している。一方、一部アンケート設問に対する各社からのコメントについては、その幾つかを、ニュアンスが壊れないように英文のまま引用した。　幸いにして今回の調査結果’‘ReSUltS　Of　QUeS一tionnaire”に対しては、各船社からの評価は高く、今後の活動を期待する声が多く寄せられている。またある船社からは社長より直々の賛辞を頂いた。当初、かかる調査結果は当該船社だけに配布し、内部使用に限るものとしていたが、Resu玉ts　Qf　QuesUonnaireを配布後、複数の船社よりプレスリリースを行って、海運業界での船社相互理解に役立てていきたいとの積極意見が出始めた。この度ご協力頂いた全船社に意見を伺ったところ、9割以上の船幅より前向きな回答を頂き、今回公表が実現した次第である。　今後も船社に対しては広く意見を求め、その時々の状況にあったテーマにつきアンケート調査を実施し、その結果概要も各船社の了解の．ヒ、press−releaseを通して海運業界に周知してゆきたく思っている。また今回press−releaseに一部船出から反対のご意見があったことについても、このような調査は初めてであり、回答船社としても慎重にならざるを得ないことは十分理解できるところである。しかしながら今後2度、3度とかかる調査を継続してゆくうちに、その内容も充実し、必ずや信認を勝ち得るものと確信するものである。　・．．一方、このアンケート調査は弊研究所が実施したものの、その内容の分析、検討は各船固自らの手に委ねたい。この調査結果は、現海運大手の生の声を纏め、各社に問いかけたものである。この内容が各日社に有効に利用され、各々の現状認識、ひいては当社問の相互理解、海運業界全体の発展に供されれば誠に幸甚に思う次第である。2，背景について　近年の定航海運業界は目まぐるしくその様相を変えようとしている。国籍を異にする複数船側の合従連衡によるグローバルアライアンスのせんきょう　平成ll年6月号）誕生または船社問提携の進捗、大智一社同士のM＆Aなど、定性海運業界はまさにコスト削減による採算改善に汲々としている。　一方においては規制緩和による同盟の弱体化、世界規模の情報化の進展、アメリカのOceanShipping　Refonn　Act　of　l998の成立など、定航海運業界を取り巻く環境はますます複雑かつ不透明になってきており、各社日々その対応に鍋を隔ているのが現状である。　1997年目タイバーツ’ド落に端を発したアジアの経済危機は、同地域に配船する船社にとって未曾有のOutbound貨物の増大をもたらしたものの、反面Inbound貨物の減少により過去に例を見ないコンテナのインバランスが生じ、各船社にとって重大な収益の圧迫要因となっている。　かかる状況下において、アジア発北米・欧州向けの運賃修復が推進されつつあり、またTHC　（ターミナルハンドリングチャージ）など付帯費用の導入、値上げの気運が高まっていることは、各船社が現状に対し共通の危機意識を持つことによって達成されたものといっても過言ではない。　このような状況に鑑み、このたびアジア、北米、欧州間に定期航路を開設している主要上社18社（実際はM＆Aによりユ7社）を対象に、昨今の定航海運業界におけるトピックスのうち最も重要思われるもの3項目に絞って、アンケート（questionnaire＞調査を実施、またこのうち数社にはinterviewによる面談調査を実施した。questionnaifeは本年1月末に各社に送付し2月中旬より回収を開始、interviewについては状況に応じて2月末より適宜実施した。またquestionnalre送付にあたっては事前に各社の日本支社、代理店に伺い、ご協力を仰いだ。この結果、15社に近い船社からご回答を得ることせんきょう　平成11年6月号ができ回収率は約80％となった。これは実勢を反映するに1−卜分な回収率と理解する。またinter−viewは日程の関係から全社にお願いすることができず、約半数の船社に対して実施した。　アンケートにあたっては、弊研究所が非営利、中立の機関であることの優位性を活かし、公正な立場から質問を発し、各社からは忌日の無いご回答を得ることができたものと思う。これら貴重な意見をここに纏め、結果を各船社フィードバックすることで、当該航路に配船している船社同志が現状に対して共通の認識（commonunderstanding）またはconsensusを温め、これからの定航海運業界の尚一一・層の発展を考えるうえでの・．一助に供してもらえれば誠に幸甚に思う次第である。　このたびのアンケートという調査手法は、弊研究所としても初めての試みであり、慣れないところ多々あったものと思われるが、各船社には前向きなご理解、ご協力を頂き、心より感謝の意を表したい。　言うまでもなく、このアンケート回答の船社個別情報は総て外部秘扱いであり、ご協力いただいた船社の個別情報は公表しないことを約束している。3，調査対象項目について　今回の調査にあたり、その対象としてはできるだけ現状に即し、かつ現在回船社が重要視していると思われる事項を検討し、過去半年間にわたり定航海運業界で取沙汰されているトピックスのなかから、工．情報化、1．運賃・船腹、皿．アライアンス・同盟の3つのカテゴリィに絞り、合計25問を設問した。　1．情報化　については、昨今のコンピュータの小型・高性能化およびEDI（Electronic　DataInterchange）の急速な普及により情報技術（IT：Information　Technology）が日進月歩の発展をみるなかで、各社のその取り組み状況を問うてみた。世間一般的な趨勢としては、従来の中央処理型のQn　line　infGrmation　networkから地方分散型のlocal　area　networkが主流となる傾向にあるが、業界内での進捗状況を探ってみた。またこれからの引航海運で特に重要になってくると思われるもので、採算性を瞬時に判断できるようなコスト管理システム（Yield　Manage−ment　System）があるが、これに関する各船社の対応はまちまちであることは承知のうえで、現在の業界内での認識レベルを示唆することを試みた。2000年（Y2K）問題についてはmustの領域であり各社の進捗状況を問うに留めた。　H．運賃・船腹　では、一昨年来のアジアOut−bound貨物の急騰に際し、船社側としてはコンテナ、船腹スペースの不足等によりサービス維持には困難を極めつつも、結果的にはそれが北米・欧州向け運賃修復の成功に繋がったように、コンテナ運賃も、貨物・船腹のDemand／Sup−plyの関係から修復され得ることがあらためて再確認されたものと思う。ここでは各船社に対し、現在の運賃のあり方、またその決定メカニズムにつき、船腹のスペース需給を観点にいれて質した。また現在火急の課題となっているアジアlnbound／Outboundのコンテナインバランスについては、各船社の善後策における考えを探った。　皿，アライアンス・同盟　では、本年は船社1司志の合従連衡がひと段落したと言われるなかにあって、本調査では、特に各回社が現在所属するアライアンスまたは目口間提携に対する満足度に焦点をあてた。実際にアライアンス、船社間提携を経験することによって、そのmerit、demeritもあらためて顕在化してきているものと思われるが、ここでは船社の本音に迫ることを試みた。また同盟については、この5月より施行されるOcean　Shipping　Reform　A〔沈of！998（OSRA）との関速から、その役割、存在意義につき質した。4．調査竃吉果｛こっし、て　各設問ごとに、各船引から寄せられたご回答の統計結果をグラフに示してある。また解説に際しては、なるべく私見が反映しないよう配慮した。　以下設問ごとの調査結果をご報告する。1　　　“・／青幸侵イヒゴ問1．あなたの会社では、本社、国内外の支社、　支店、代理店、関連会社などを結ぶ電子的な　情報ネットワーク（Online　Network，　LocaI　Area　Network，　etc．）が構築されています　か。　　1．Online　Ne亡workが構築されている　　2．Local　Area　Networkが構築されている　　3．構築されていない　　4．その他（具体的に：　　　　　　）回答1．＆2，46％4眺1．23％3可％□1．■2．□1．＆2．□4．　今回調査したおおかたの船社はLocal　AreaNetworkの有用性を十分に認識しているものの、その取り組みには企業間に格差がみられた。約3割の船社がすでにLAN体制に移行しているとしている一方、5割の船社はLAN、Online両システム併用であった。概してシせんぎょう　平成11年6月号）ステムの開発には多大な投資が必要とされているため、各社の資金力の違いがその取り組み姿勢に反映されているとも推測される。一方LANだけで実務を総てカバーできるのかとの意見もあり、今後の成り行きを見守る必要がある。問2．あなたの会社では、スケジュール、ブッ　キング等の情報に就き、顧客との間で電子的　な情報交換を行っていますか。　　1．行っている　　2．行っていない　　3．その他（具体的に：　　　　　　）回答2．62％a眺8％1　2　3□■□　世問一般では“ペーパーレス”が情報化による合理化効果の指標のように言われているが、各社の現状を聞いてみた。ほとんどの船社がそこそこの効果、またはそれ以上としている。回答　叡義．．．85％t　2　3□■□．）　85％の船社が顧客とのEDIを実施している。方法はhome　pageが一般的であるが他に顧客と個別にnetworkを構築しているものもあった。現段階では情報を提供することに重きを置かれがちであるが、今後はreal　time＆interactiveなEDIにより更に密接な顧客とのコミュニケーションが望まれてくるであろう。なお2．と回答のうち／社は現在開発中とのことである。問4．最近の定期船運賃は変動が激しいものと　なっていますが、その採算性を瞬時に判断で　きるようなコスト管理のシステム（Yield　Management）をお持ちですか。　　1，実務で稼動している　　2，現在、開発中である　　3．今はないが将来開発したいと考える　　4．必要はない回答2，69％3．　4．0％0％1．31％L　2　3　4置屋□□問3．あなたの会社の、情報化による“ペーパ　ーレス”はどの程度ですか。　　1．多いに効果が出ている　　2．そこそこ効果が出ている　　3．余り効果が出ていない　珊eld　Managementのコンセプトは定航収支悪化に対処するものとして急速に普及したが、各社その必要性を十二分に認識し、今回調査した船社のうち3割はすでに実務で稼動、それ以外は開発を急いでいる状況である。また一部船社では中央コントロールルームを設せんきょう　平成ユユ年6月号けて世界コンテナ動静をreal　timeで把握し、体系的にコスト管理をしているところもあり、船社問に取り組みの格差が感じられた。しかしながら現在のものはコストをいち早く把握することはできても、その採算性、pr磁tabil−ityを瞬時に割り出すまでには至っていないようであり、その完成にはいま少し時間を要するものと思われる。間5．問4．で1，2，3．と回答された方に　伺います。　　　その採算把握の単位は何ですか。　　1．コンテナ単位　　2．本船単位　　3．航；路単f立　　4．その他（具体的に：　　　　　　）1．＆2．＆3．23％15艶　　　　［コ　　　　■3．7％　□1＆2＆3　　　　□4　基本的には各社コンテナ単位を基準としており、それ以上の単位は各社のneedsにあわせて利用されるものと思われる。また現在稼動中とするある船社は”顧客単位”でも採算性の把握を実施しているとのことであった。問6．問4．で4．と回答された方に伺います。　　　必要ないとされる主な理由は何ですか。　当質問に該当者なし。問7．2000年問題への対応はどうされています　か。1，すでにプログラム修正等完了している2．現在作業中3．これから作業をはじめる予定4，その他（具体的に：　　　　　　　）回答2．62％3．　4．Q％0％1．β8％1　2　3　4□■□□　2000年問題は、本年中にクリアしなくてはならない絶対懸案であるが、4割の船社がすでに完了していると回答している。残る千社も作業を急いでおり、海運業界は他業界と比べ対処が順調に運んでいるものと思われる。H，‘運賃・船腹”間1，アジアにおいては、貿易構造を反映し、　アジア【nbound／Outboundのコンテナイ　ンバランスが大きな問題となっていますが、　北米、欧州向けOutbound運賃修復が実現　する一方、アジア】nboundの運賃は大きく下落しています。この対策として、何が最も有効な手段だと思われますか。　下記より1つだけお選びください。　1．復航貨物の獲得　2．往航運賃の修復　3．復航運賃の修復　4．新たなチャージの新設、課徴　5．効率的なコンテナリポジショニングの　　推進　6．　運航船腹量の削減　7，その他（具体的に：　　　　　　）せんきょう　平成11年6月号（．〕．）．国国．．．　38％．15％15％．．15％．．旦％．．．．．．．a％．、．　　　　　　　　o％1，　　　　2．　　　　3．　　　　4．　　　　5，　　　　6．　　　　7．　最も重要だとおもわれるものひとつだけを選択していただいたが、2．往航運賃の修復とした船社は38％のみで、あとは回答が分かれた。7．その他を選択した船社のコメントは以下の通り。・There至s　no　one（1〕answer［The　best　aw　swer　ls　to　return　to　round　trip　Pro丘tability．問2．東南アジア経済の下落がコンテナインバ　ランスの要因の一つですが、その経済の回復　は、いつ頃からだと予測されますか。　　1．1999年後期より回復　　2．2000年前期より回復　　3．2000年後期より回復　　4，2001年前期より回復　　5，その他（具体的に：　　　　　　）8％o％翫2a死5□■□日謹　　　．％　　154　．．き�`寒モ、．」．．　半数の船社が1999年後期より回復としている。一方、あと半数の船社は回復は2000年以降としているが、その殆どはアジア船社であり、地元の船社とそうでない船社の認識にはせんきょう　平成11年6月号温度差がみられる。問3．北米航路等は季節による変動が激しく、　ピークシーズンに倉わせた船隊を投入し、運　賃は閑散期に決定していますが、この運賃決　定メカニズムについてどうお考えですか。　　1．このままで良い　　2．マーケットからすれば仕方がない　　3．今後改善されるべき回答　　3．　38％エ％854曳航　2　a□圏割　現状では仕方ないとする考えが大半を占めるが、将来的に改善されることを望んでいるのが本音と思える。問4　問2で3，と回答された方に伺います。　　具体的な改善策は何だと思われますか。　荷物の季節要因による変動に如何に対処してゆくかが課題であるが、スペース凍結、peak　season　surchargeの導入などのアイデアは種々あるものの、いずれに関しても船社一丸となった協調が必要であるとしている。以下回答の幾つかをご紹介する。・Space　freeze　（or　capPing）　in　slack　season　and〆or　non−dominant　leg　to　be　allowed　by　each　relative　countries（exemption　of　Anti−monopoly　law）．・The　freight　should　be　decided　by　mecha，　nism　of　supply　and　demand　in　marketplace．Shortly＝　rate　increase　in　peak　season　andlow　rate　in　slack　season．　Meanwhile，　it　isso　hard　to　allocate　且eets　accordingly　tomeet　Sea＄Onal且11CtUatiOnS　in　CargO　traf且C．・Carriers　must　segment　their　customersand　market，　and　deploy　assets　tG　bestselve　those　customers．　Carrier　should　offer　Con廿act　Carriage　than　Common　Car−riage．・Conference　　and／or　　trade　　stab圭liza廿onagreement（as　loading　carriers　in　the　mar・ket）should　have　to　establish　and　malntainaseasonal　peak　surcharge　guideline．問5、一部では、THC等の運賃以外の価格設　定に係る共同行為は独禁法違反とする見方も　ありますが、運賃以外の諸料金の新設、また　は値上げについてどう思いますか。　　1．船社として当然認められるべきであり、　　　今後も積極的に実施してゆく　　2．グレイな部分はあるが、船団収益改善　　　には必要であり、慎重にことを進める　　3．値上げ分は運賃内に編入して、諸料金　　　の新設、値上げは避ける　　4，その他（具体的に：　　　　　　）　　」％　431口回み2．23％146鮎L　2　3　4□圏□□　全般的に運賃以外の諸料金の新設、または既存料金の値上げの必要性を認めているものの、その対応には各社苦慮していることが窺える。4．その他　の回答の幾つかを以一ド列記する。・It　will　be　decided　by丘ee　market　mecha−　nism．・Surcharges　are　valid　economic　means　to　recover　investments　in　shore　side　or　hner　operation．・Carriers　responded　to　customer　demands　by　splitting　out　cost−it’s　now　to　carrier’s　advance　and　obviously　carriers　should　try　to　malntain，・Surcharge　should　be　separately　imposed　from　the　ocean　f士eight　which　should　be　the　level　to　cover　any　additiona至cost　in　ter−　mina1＆o山ers．問6．現在のコンテナ船腹量、発注残、及び　解撤状況から推測して、2000年初頭の世界の　コンテナ船のスペース需給状況はどうなって　いると思いますか。　　1．大幅なスペース過剰　　2．若干のスペース過剰　　3，スペース需給がバランス　　4．若干のスペース不足　　5．大幅にスペース不足　　6．その他（具体的に1　　　　　　）回．R．．　．．翁購．．．．．15％．．．　．．15堕．．．．8％．．．．．15『も．．．．．8瓢．．．1．2，34．5．6．　200Q年初頭には大型船がほぼ就航し出揃うものと思われていたが、最近になり、幾つかせんきょう　平成11年6月号の船社が5000TEU以上の建造計画を発表しており、状況は供給が増加する方向へ変化してきている。本設問の回答では、若干または大幅なスペース過剰とする船社が46％ある一方、他社は意見が分かれている。尚　6．その他　と回答した船社のコメントは以下の通り。・East／West　will　have．balanced　supply／de−　mand．　North／South　will　have　tonnage　sur−　plus．　Speculative　Qwners（non−opera廿ng）　will　be　stuck　w玉th　ldle　tonnage．・Same　as　all　other　industries，　the　imbalance　between　supply　and　demand　is　always　las卜　ing　and　nominal．　It　only　differs　what　de−　gree　exist　in　the　balance　index．　It　is　ex−　pected　that　the　imbalance　factor　will　be　gradually　improved　in1999　and　2000，大型化される3．大型化は控えられ、既存型船で対応されてゆく4．その他（具体的に：　　　　　　）回答3．38％島．2：’23％1．31％1　2　3　4口■□□問7．最近では8，000TEUを超える超大型コン　テナ船も出現していますが、今後の船腹の大　型化についてどうお考えですか。　　1．スケールメリット追求のため、さらな　　　る大型化が進む　　2．航路が過剰スペースとならない範囲で、　大型化が進行するとした船社が54％であるのに対し、抑制されるとした船社は38％であった。大型船舶の運航には、demandのみでなく港側での受け入れ体制も重要な要素としてあるが、4．その他　に回答した船足のコメントは以下の通り。・Large　（8000＋teu）ships　will　be　deployed　only　on　main　arterial　routs．　0【lly　5％of　world　ports／termhlals　can　handle6500＋teu．　The　constra三nt　is　shore　side，　not　vessels．The　current　State　of　Japanese　Shippingの刊行について　当協会では、各種海運関係資料を作成しておりますが、今般「The　Current　State　of　JapaneseShl命illg」を刊行致しました。　「職eCurrent　State　of　Japanese　Shipping」は、昨年作成致しました「日本海運の現状」を元に、グラフや資料を用いながら、日本海運の今の姿を英語で説明したもので、「Trends　ln　Sea・BorneTrade：Japan　and　the　World」、「Management　Issues　Facing　the　Shipping　Indushy」、「Ocean−go−illg　Seamen」の3つの柱で構成されております。　入手ご希望の方には無料にてお送り致しますので、下記までお問合せ下さい。　　　〈問い合わせ先〉　　　　（社）日本船主協会　総務部広報室　　　　　　　〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4海里ビル　　　　　　　Tel　O3−3264−7181　Fax　O3−3264−7354　e−mall　pub−of且ce＠lsa血et．orjpせんきょう　平成11年6月号四　　　　1999年版「図説　海運市況の回顧と展望」　　　　　（日本郵船調査グループ編）について　日本郵船は去る5月11日、1999年版「図説　海運市況の回顧と展望」を発表した。　ここでは、「需要低迷時における自然調節機能への期待」とサブタイトルがつけられたこの報告書をとりまとめた日本郵船調査グループの高瀬経裕第ニチーム長に、その内容を要約してこ紹介頂く。　不定期船およびタンカー海運市況について展　　　　／997年にはじまった東アジア経済不況の影響刑してみたい。　　　　　　　　　　　　　　　は大きく、1998年は様々な産業分野で大r隔な需　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要減退となった。その影響を受け、不定期船脚［1］不定期船　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、ヒ荷動量も全般的に低下した。1．不定期船の市況動向（図1参照）　　　　　　　運賃指数BFI（Baltlc　Freight　Index）の推移　　　　　　　　　図1　運賃指数BFIの推移（1985年1月4日：1000）　　　　24002200200018001600140012001000800600　　195｛994979699982　　3　　4　　5　　6　　7　　8　　9　　10　　11　12月せんきょう　平成1ユ年6月号をみると、市況が高騰した1995年のような年は別として、例年は秋ll．霜降市況が上昇するなどの季節要因があるが、1998年については全般的に低迷し、8月中旬には780をつけるなど11年ぶりの低水準となった。　1998年の需要を品目別にみると、粗鋼生産量が世界全体で大幅に減ったものの鉄鉱石の需要につながる銑鉄生産量の落込みが小さかったため、鉄鉱石、原料炭への影響は小幅に止まった、その代り、アセアンでの消費縮小によりセメント荷動きが低下したこと、また日本の需要減を中心に木材荷動きの低下が影響し、海上荷動量は前年比減少した。1990年代になって不定期船の荷動量が前年比減少するのは初めてであった。　1999年については、BFIからも分るように前年を下回る水準で推移しており、もう1年厳しい年になることが予想される。　1999年は日本の粗鋼生産量が更に低下、加えて前年は増加していた中国も減産することが予想され、これによる鉄鉱石、原料炭および世界的に供給過剰の鋼材荷動きの低下により、海上荷動量の前年比減少がもう1年続くことが見込まれる。百万DWT　300　このように、需給ギャップのゆるみは構造的には厳しい状況にあるが、一方でBFIをみると例えば2月中旬および4月上旬からの各々3週間は上昇している。これは北米および南米出しの穀物需要が続きパナマックス以下の船型が大西洋で逼迫したためである。このように実際の運賃はある水域、期間を限定したところの需給で決定されるため、構造としての需給ギャップから多少かい離した市況上昇が局面ごとには見られる。2．不定期船の供給量（図2参照）　1995年の市況高騰のあと、バルクキャリアの新造船竣工量が増加した。1997年は1，770万DWTに達し、それ以前と併せて大量の竣工となった。1998年は供給過剰感から竣工が減少し、またその結果、新造船竣工量に占めるバルク船車比率が1997年の7割から1998年の約5割まで減少した。1997年の7割は1984〜85年以来の高率であった。今後はタンカーの代替需要のためタンカー比率が．．ヒ心する。　一方の解撤量は、運賃水準によりその量が大幅に変動する。1996〜98年のように運賃水準が多少低下すると解撤量は顕著に増大する。現在図2　バルクキャリア年央／必要船腹量百万DWT　30250．．．1501005・・讐酉．0一50一100　　17．716．3　15．412．3．τ「’□楽斤造船竣工最■解撤及び喪失最．一H一年央輸送サービス．．＋必要船腹量＋純増量1992　　　93　　　　9425竣工量／解撤量／純増三里0　　　5　　　0　　　5　　　02　　　　」1　　　　」1　　　　　．℃αD…90αo…95　　　96　　　97　　　98　　　99　　　2000　　2001　　2002一5一1偏せんぎょう　平成11年6月号も低市況下で大量の解撤が出ており、この傾向は1999年を通して続くと思われる。　しかしそれ以後については、つまり多少需給がしまり運賃が上向き始める2000年以降の解撤は早くもまた手控えられると予想される、3．需給ギャップ（図3参照）　需給ギャップを式で表すと次のようになる。需給ギャップ；（輸送サービス投入船腹量A）一必要船腹量囹／〔A）　1、2の説明の整理として需給ギャップ率で市況をみると、1998〜99年はゆるむことが予想される。　これは主に需要の減少によるものである。供給面は解撤の増加により需給の下支え要因として働くと思われる。その後2000年以降は需要は国、地域により差はあるものの、徐々に回復傾向になるが、その時点で市況が多少回復してくると、上述の通り解撤が手控えられ、それ以降　図3　バルクキャリア需給推移および予測　　　　（1999〜2002年）モデル　　　　　％2000の市況の回復の足取りは遅いものになろう。［2］タンカー1992　1993　199419，8　16　9　14，4199517，11996176199717，4199818，4199919418，42QOl工82200217，51．タンカーの市況動向（図4参照）　タンカー市況を表す1つの指標として、PG（ペルシャ湾）／JAPAN（2Q〜3Q万DWT）月別最高値の図を示す〔単位はWS：World　ScaleRate）。1998年は原油需要が非常に弱く、市況も低下するものと思われたが、実際は意外に年の前半高水準で推移した。これは一．一言でいうとOPEC総会の開催と減産合意に影響されたことによる。その経過を説明すると、原油生産の供給過剰により1998年は年初より原汕価格は値崩れ状態にあった。これに対しOPECは3月と6月の両総会で2回にわたる減産合意を行い、併せて324万バレル／日の減産を実施することになった。この一・連の生産枠削減の動きに合わせて原油価格は激しく上下した。タンカー運賃は、この原油価格を安値とみたメジャー等の買いにより、例年の需要期とは異なる3，5月に上昇した。もともと1998年は需要が弱いところに年前半に在庫が積上がった上、通常の夏、冬の図4　原油PG／JAPAN（20〜30万トン）月別最高値SOW10908070605040　！噛’　　　　　、、’　　　　　　　、97’！！98！！　／6　　　！9一、　、　、　　、　　　、　　　　、　　　　、　　　　　’、r　　　　　　　’　　胸鴨’’一一9530　199199423456789　　　10　　11　　12月せんきょう　平成11年6月号）．）需要期がきても大量の在庫があるため、輸送需要が盛り上がらず、年後半は市況が低迷した。1999年も同様の経過をたどり、やはり3月末のOPEC総会前の需要により3月までの市況は好調だったが、減産発表後の4月以降は原油価格上昇とともに輸送需要は激減した。2．タンカーの供給量（図5参照）　1998年の供給は、大型の船型（8万DWT以上）を中心に約1，150万DWTの竣．工量に止った。／999年〜2000年はVLCCの25才代替需要を中心とした年2，100万DWT前後の大量竣工が予想される。しかし、これによる大幅な市況悪化により、2001年以降は竣工量が半減しよう。一方の解撤量は1998年までは少なかった。／999年以降の需給ギャップ率は1992〜94年目匹敵する厳しいものになることが予想され、市況低下による大量の解撤が1999年後半〜2000年にかけて出ると思われる。その後は船主の市況様子見により発注、解撤ともに少量に」．ヒまると予想される。3．需給ギャップ（図6参照）　需給ギャップ率をみると、1999〜2000年はゆ図6　タンカー需給推移および予測　　　（1999〜2002年）モデル％百万DWT　300199223319931994　コ23023，3199520119962091997　19982002201999227200022，920012212002211るみ、厳しい状況になると予想される。需要は1998年が底とみられ、その後は徐々に回復傾向になると思われるが、供給面では1999〜2000年にかけて新造船の大量竣工が見込まれ、需給はゆるむこととなろう。［3］その他　市況展望は以上であるが、その他重要なポイントについて補足する。1．粗鋼生産と鋼材需要（図7参照）　ユ998年欧米の鋼材需要は堅調に推移し、1997年とほぼ同程度であったと見込まれる。しかし一方で日本・韓国を始めとするアジア各国では大きな需要減退があり、この地域の低下が世界全体の需要減となって表れた。　世界全体の1998年粗鋼生産量は、7億7，530万トン（見込み）と前年比約2，370万トン、約3％減少した。国別にみると、米国は1億トンに図5　タンカー年央／必要船腹量匡＝コ新造船竣工量一解撒及び喪失量畔一年央輸送サービス＋必要船腹量一●一純増量百万DWT　3025。．．．髪100船腹　50量　　0一501992　　　93　　　94　　　　95　　　96　　　97　　　　98　　　99　　　2000　　2001　　200210ヲ　　純5轡　　亘0一5せんぎょう　平成ユ．1年6月号百万トンOOGOOOOOOOOOOOOOOO765432109876543211　1　1　1　1　て　ゴ　｛73年11，932万トン図7　主要製鉄国の粗鋼生産一／ノ／　．！”！、一　　！皿　　！＼　　　　　　　　　　　　！も　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒ、　　　　　r　　　／　も　　　コロコノ　w「　　　　　．〆　　　　／・一・A．　　！　　、，4’　　　！亀隔、　　　／、　　　　グ　　　　7／　　　ノノ　　　　／　　！’　旧ソ連へ　　　　ノ　ヒヘビ・・蛯茶刀ﾚ・・…．．．．、N．．．．．．・…　　＼EUt多／、＼　　、�`，Pρ「　　　日本　．／．／米国・／^「　，／…国一，／　　　　中…．／　　　　〆14，677万トン　　／v、　・・一・’　“＼臥ズ師トン　　、　．8：乙§霧�g外へ．，。、万、ン　韓国　一ノ　F／　　　ム鴻一一一「@　ロノ弓／へ4ρ03万トン1，687万トン　　　　1940　　45　　　50　　　55　　　60　　　65　　　70　　　　出所：NSI（国際鉄鋼協会）は満たないものの1997，1998年目高水準を保った。また旧ソ連の粗鋼生産は低下傾向にある。これは軍・産複合体の崩壊によって内需が減少したものの、1991年以降、主にアジア向けの輸出に回すことで生産減を回避してきたが、アジア各国も鉄鋼設備能力を高めてきたところに、1997年のアジア危機が発生し、需要が低下したことによる。従って鋼材は需給が大幅にゆるんでおり、旧ソ連に限らず各国出しの鋼材は輸出先を求めて世界の市場に流入しダンピング問題に発展している。各国は生産を下げざるを得ない状況にある。　日本を始めアジア各国が生産量を落とす中、中国の粗鋼生産は1998年までは増加の一途をたどった。しかし、1999年は政府の1割減産指示が出されたことにより、今後の動向が注目されることとなった。石炭は国内炭でまかなわれるが、鉄鉱石の増加分は輸入によっているため、減産が守られるならば海上荷動量に大きなインパクトを与えることとなる。75　　　80　　　85　　　90　　　95　982．石　炭　1998年の石炭海上荷動量は前年比約1％増加したと見込まれる。世界の石炭荷動きのうちアジア向け荷動きが約55％を占める。炭種別では、主に電力用に用いられる一般炭が約60％、製鉄用の原料炭が約40％を占めている。　一般炭は伸び率は鈍化したものの電力用需要が底堅く堅実な伸びを続けたが、一方1998年下半期よりの銑鉄の世界的減産を反映して原料炭の荷動きが減少したため、一般炭の伸びが相殺されてしまった。1999年の原料炭海上荷動量も粗鋼減産により前年比落込むと予想され、一般炭の伸びを打ち消し石炭全体でも多少の低下が見込まれる。　今後の石炭需要動向を決める要因として、天然ガスとの競合、地球温暖化防止に関わる各国の今後の方向が挙げられるが、石炭火力発電のコストパフォーマンスを考慮すれば短期的には主要電力源としての石炭の地位が大幅に低下することはなく、一般炭荷動きは今後も順調に伸びて行くものと思われる。せんきょう　平成11年6月号「海運統計要覧1999」の刊行について　当協会では、1970年より毎年、内外の海運に関する諸統計をはじめ一般経済や関連産業の各種統計資料を掲載した「海運統計要覧」を作成し、海運関係者はもとより広く・一般の方々のご参考に供しておりますが、今般、その1999年版を刊行致しました。構成は以下のとおりとなっております。　〔項　目〕1　船　　腹H　船舶の建造と消失皿　海上荷動と海運市況IV　輸送活動V　コンテナ輸送w　企業財務粗　海運対策N皿　内航海運IX　港湾関係　〔項　目〕X　船員関係｝q　一般経済粗　関連産業の動向付・資料　海運関係略語　　　　用語解説　　　　戦後海運年表　　　　　1998〜99蕾毎二日言置　　　　　距離表（横浜港起点）　　　　　　　　　　　　　（全430頁）　なお、一冊800円（税・送料別〉で実費頒布も致しますので、購入希望の方は下記までお問合せ下さい。　　　〈問い合わせ先〉　　　　（社）日本船主協会　総務部広報室　　　　　　　〒102−8603東京都千代田区平河町2−6−4海運ビル　　　　　　Td　O3−3264−718／　Fax　O3弓264−7354　e−mail　pub−of且ce＠jsanet．orjp「海の日によせて　海のシンフォニーファミリーコンサート」の開催について　当協会では、平成3年度より毎年、「海の日」および「海の旬間」行事の一環として「海のシンフォニーファミリーコンサート」を開催しておりますが、本年度につきましても運輸省およびNHKの後援のもと、広く一般の方々から3，000名を招待し（無料）、以下のとおり開催することと致しました。　9回目を迎える今図は、坐誕100年のヨハン・シュトラウスHの楽曲など、オーケストラによる壮大なシンフォニーに、バイオリンの珠玉の名曲などを織り交ぜた多彩なプログラムとなっています。　　日　時：平成11年7月18日（日）　17：00　開場　18：00　開演　　場所：NHKホール（東京都渋谷区）　観覧ご希望の方は、往復はがきに�@郵便番号・田所�A氏名�B電話番号�C希望八数（本人を含む）�Dそれぞれの方の年齢一を明記（返信用はがきにも住所・氏名を記入）の上、以下の宛先までご応募下さい。7月1日の消印有効です。　なお、応募者多数の場合には抽選となりますのでご了承下さい。〒150−0047東京都渋谷区神山町5−5NRビル「海のシンフォニーファミリーコンサート」事務局C係（TellO3−5453−7299）せんきょう　平成ll年6月号．い、．．O．．　ジへ’嘱．‘’《h7〜1ηw−@　　　　　　ε　　　　　望i嚢轡〜．団　以前この頁（本誌平成7年4月号P．30参照）でも御紹介しましたロンドン郊外グリニッチにある国立海洋博物館がこの度大改装され、5月中旬に改装記念祝賀会とも言うべきセレモニーが女王陛下をお迎えして行われました。間近に見る女王陛下はその日淡いピンクでコーディネイトした服装で今年71歳にはとても見えない、若々しく美しく、威厳がありました。女王に付き従うフィリップ陛下はやや足元が覚束ないような感じでしたが、式典が終わり女王と別行動となり次男のアンドリュー王子と一緒にロイヤル・ネーヴィーの展示室に向かわれる時は女王からの解放感（？）からか、あるいは海軍時代の昔を思い出しておられるのか背筋もシャンと伸び、颯爽として見違えるようでした。　式典で女王はこの新しいギャラリーは輝かしい英国海運の過去と現在を結ぶ重要なリングであり、世界の海運の中心としてのロンドンを再確認するものであり、又海洋環境のデリケートなバランスを維持する為に重要な役割を果たすでしょうといった意味の事をお話しになりました。式典に引き続いて新設された幾つかのギャラリーをご覧になられましたが、各ギャラリーの責任者が一生一代の晴れの舞台とばかり女王に緊張しながらも事細かに展示物の説明をしました。女王は一入一入の話に耳を傾け笑みを絶やさず、時には質問もし、これを拝見していますとつくづく女王と言う仕事も大変だなあと思いました。　今回の改装は本館の西棟とその隣の東棟との間のネプチューン・コートと呼ばれる中庭を、欧州では最も大柱の少ない構造のガラス屋根で覆い中庭全体を展示場にすると共に、2つの棟の内部を改装し、ユ．6のギャラリーを新設したものです。費用も相当なもので総額2，000万ポンド、約40億「．qでその内約24億円が宝くじからの寄付といいます。　新設のギャラリーは最新のコンセプト、最新の視聴覚技術を用いたもので、「極地探検」や「海と芸術」、「難破船」、「海洋環境」、「戦争」、「大英帝国と通商」等さまざまなテーマ別となっており、その多くがビデオを多用したインターアクティブ方式となっています。　私にとって最も興味があったのは「大英帝国の通商」で16世紀の初めから／9世紀の初めまでの約300年間の大英帝国の膨張の歴史をたどったもので、特に「パクス・ブリタニカの時代」、大英帝国が文明と同義語であった時代、これを支えた海運や海軍が貴重な写真や記録映画、絵画や当時のさまざまや道具や武器、あるいは模せんきょう　平成ll年6月号））型を使用して立体的に構成されています。悲惨な奴隷貿易／輸送の実態も隠さず展示されています。これなど歴史を正面から見据える英国人の強さでしょうか。　「マリタイム・ロンドン」と言うギャラリーはロンドンの代表的な海事関係機関であるバルティック・エクスチェンジ、ロイズ・リストそしてIMOの職員の仕事振りりがビデオで紹介されています。IMOの会議でよく顔を合わせるドイツ人の事務局員が出ていますが、頑張っているなと言う感じです。　小さな操船シュミレーターもありました。高速フェリーを大小さまざまな船が行き交うドーヴァー港から港外まで操船するもので、前から一度やってみたいと思っていた正面衝突の場面を再現してみました。勿論実際の訓練用のシュミレーターと比べると玩具に過ぎませんがそれでも他船が正面から迫って来るのはなかなか迫力があります。　いうなれば、どのギャラリーもそれぞれが一つの劇場のようで照明やスクリーンや音響効果、工夫をこらした展示物で簡単にその雰囲気に溶け込めるようになっています。　しかし反面こうした斬新な展示に好感を持たない人もいるわけで、ある新聞にその昔、子供たちが船の模型を見るためにガラスのケースに額を押し付け、乗組員の一人になったつもりになり、時には船の揺れさえ感じ、あるいは古い　・枚の絵の前にたたずみ、遠く海の向こうの島や異国の地に思いを馳せた博物館の神秘性は失われたと嘆く記事が出ました。すると直ぐ反論せんきょう　平成11年6月号英国国立海洋博物館が出て、このコメンテーターは世の中の流れも新しい博物館も何も知らない、最近の博物館はいずれもカラフルでダイナミックで、人間の想像力を掻き立てるような展示の仕方で過去と現在を有機的に結びつける優れた作品で、海洋博物館はその最先端を行くものだと言う意見もでました。　いずれにしても百聞は一見に如かず、どちらが正しいかは皆さんの御判断におまかせする事として、ロンドンにお出になる機会がありましたら、一一・寸足を伸ばしてテムズ川下流のグリニッチにある最新の国立海洋博物館をご覧になってはいかがでしょう。（欧州地区事務局長　赤塚　宏一）、�d．：第6．D回v〆〆〆〆〆〆冠漁薦」』ヲ團べ夢・一．@一一・　�`1そ解まもう填れこれ30年も前の出来事だ。時効　　　　ズ外φ感ありだが鮮烈に覚えている。　　一・　　．ペルシャ湾のカーグ島で原油を満タンにしたタ　　　　　　．ンカーT丸は、激しいモンスーンに連日巨体を大き　　　　　　くローリングさせながら印度洋を渡り、全長およそ　　　　　　3QQ浬に及ぶマラッカ海峡では荒々しい雷の襲来　　　　　　やひっきりなしに行き交う船を無事にかわしやっと　　　　　　6月の静穏な南支那海に入ってご機嫌よく北上　　　　　　を続けていた。　　　　　　　乗組員も日本に帰る日を指折り数え、マニラ放　　　　　　送のラジオが灰かに伝える陽気なラテン音楽を楽　　　　　　しんでいた。そして6月⊥7日、事件が起きるまでは、　　　　　　よくぞ海の男になりにけり、と良い気分にひたりなが　　　　　　らバシー海峡にさしかかっていた。　　　　　　　夕食後の肩振り（おしゃべり）も終わり、M機関長　　　　　　や0事務長達と雀卓を囲み、口三味線も入ったり　　　　　　してまさに佳境。折から舷窓に映る南海の夕景の　　　　　　美しさについ気を取られているうちに、うっかり捨て　　　　　　たパイが、息を詰めて待っていたであろうS通信　　　　　　長の大満貫に振り込んでしまったのである……。元日本郵船船長裏山惣一　点棒を払っているその時、「ドスーン」、「ドドーン」と強烈な直下一大震動、痛い程膝小僧がテーブルに打ちつけられた。何だ今のは……！？　すってんてんになった点棒などもう眼中には無かった。ブリッジへ急行、間髪を入れずに「総員部署につけ〃」を令した。しばらくして、いつもは冷静・な機関長が慌てた早口で「キャプテン、プロペラが落ちたようです」と電話で知らせてきた。　直径60センチのプロペラシャフトの折損？そんなことが！　と信じられなかったがエンジンルームへ下りてみると、主機の回転計がやたらと空転していた。ブリッジへ戻って付近海域に目をやるが、広大な海には船影なし。いくらか安心できたのだった。　丁丸は惰性で行き脚があるもののスピードは次第に萎えていった。主四一は消えて、天下をとった発電機の音が唯一小気味よく船内に活力を与えてくれた。　プロペラは無くなったようだが、実際この目で確かめたかったので、甲板部の職部員を船尾に集め、ドラフト読占用ステップを降りてみた。12メートル余の船底は海水が澄んでいるとはいえとても見えるものではなかった。　夜の帷は刻々と追っており焦りを高じた。その時、能登下目市出身の若いセーラーH君が「キャプテン私が潜ってみます」と言い出た。普段口数も少なく目立たない彼の目をじっと見た。人はいざという時、その本領が発揮されるもの、信頼できる男の顔がそこにあった。　この付近には鮫がいるかも知れない。彼を潜らせて見てもらうべきか、決断をためらったが、「よ一し、君やってくれるか」と、私から冷酷とも言える言葉が出た。　鮫の撃退には赤フンが効果あり、ということで赤（、．（せんきょう　平成11年6月号〆〆〆〆♂〆〆〆川端〆戸一占守））い信号旗“B”で手際よく細長い赤布が用意できた。棒切れや投げつける鉄片等も念のため用意して鮫に備えた。皆の見守る中、彼は“ザブン”と飛び込み命綱をするすると伸ばしつつ潜って行った。　息をこらして見守る程に海女さんよろしくポッカリ水面に顔を現したH君、「どうだ？」せっかちな私の問いに「プロペラはやっぱりありません。お尻はツルンッルンですよ」ユーモアを交えての報告に少し気は休められたが万事．休す。　直ちに東京へ顛末報告を暗号電文で発信。折り返し本社より「比国近海での救援タグは同国が行うことになっているが、オーシャンタグは内地より差し向ける。竜報発信には十分留意あれ」と返電を得た。門司に停留中のオーシャンタグが曳航に来ることになったが、到着は早くとも3日後だ。　バシー海峡にはバブヤン島、パターン島など、大小20余りの島々が南北に連なっている。推進力を失った船はまことに憐れ、潮まかせ風の弄ぶままである。不安極まる漂流が続き、時には無人島に5〜6000メートルに接近し緊急投錨を覚悟したこともあった。そうこうするうち、19日の朝に至り、欧州帰りの社船A丸が、本社の指示でエスコートに来てくれた。間近で見守ってもらえ、まことに心強かった。　たまに近くを航過する船が「どうしたのか」と聞いて来る。「機関故障で漂流中、間もなく修理完了せんきょう　平成11年6月号7つの海のこぼれ話謬予定、サンキュー、ご安航祈る」ととぼけておく。　比島北端のプロペラ落下地点から北へ53浬の地点まで黒潮に流されて来たとき、無線交信での打ち合わせ通り、待ちに待った日本サルベージのオーシャンタグが水平線に見えて来た。長い．長い3日間であった。　やがてオーシャンタグが本船に横付けして、曳航経験豊かなベテラン船長が移乗して来た。本船幹部と曳航方法、内地への航路選定など細々と打ち合わせが行われ、豊後水道、来島海峡を経由して目的地である水島港へのルートを決意した。　直径65ミリ、長さ1000メートルの曳航索が本船の錨鎖とともに船首のボラードにしっかり連結された。曳航が始まり、ユ1ノットという予想外の速力で快調に北へ北へと進んで行った。　豊後水道を抜けて周防灘に入ったところで、更にタグボート3隻を両舷側と船尾に配置した。来島海峡を潮の弛み時に通るべく速力を調節して西航路へ向かう。ところがT丸は嫌々をして曳航するオーシャンタグの方向へ素直に従ってくれず、なんと、馬島に向かって近づくではないか！　私は手を合わせてこの地に鎮座まします金比羅様に“どうか助け給え、大好きなタバコを断ちます”と必死の祈り。願いが神に通じたのか、T丸は気をとり直して徐々に原針路に戻ってくれた。　かくして来島海峡を無事航過、夕暮れの水島港沖に投錨、満載の石油を運び終え全力を尽くして頑張ってくれた46名の乗組と共に任務を全うすることが出来た。　禁煙を誓ってしまい、シマッタ、と思ったこともあったが、神に対して嘘はつけぬ。以来このかた灰皿無用の生活を送っている。　後日談・・…・、入渠時プロペラシャフトの切断面を見た。日本刀でスパッと切り落とされた様な平面であった。ねじれ疲労に耐え切れずに落ちてしまったものだろう、との結論だった。そして船尾部のプロペラのあった周辺には、プロペラが回転しながら落下する際に付けた傷が沢山残っていたのを今でもはっきり覚えている。訟「＝．�`．．．−．．．　、．．　、　　　　　　　．勤、＼診’診．珍．、診　＼物寧、．診…・診」．蕊鯵海運　　＝士日隠10日置夜問入港制限等に関する規制緩和の調査1　　研究の第！回委員会が開催された。11日　運輸政策審議会第11回港湾運送小委員会　　が開催され、最終答申取り纏めに向け、港　　湾労働関係拠出金の原資確保策等について　　審議された。　　（本誌平成ユ1年5月号P，12海運ニュース審　　議会レポート1参照）14日　こませ網漁業期における船舶航行に係わ　　る研究会第1回委員会が開催された。17日　当協会は、パナマ運河の通航需要の現状　　や今後の予測、問題点等に関して日本海運　　界としての見解を取りまとめた「パナマ運　　河通航需要レビュー」を発表した。　　（本誌平成U年5月号P，26各種調査・報告　　書欄参照）20日　川崎二郎運輸大臣は、需給調整規則の廃　　止に伴い、各輸送モードを横断した総合的　　な対応が必要不可欠との認識に基づき、運　　輸政策審議会に「長期的展望に立った21世　　紀初頭における総合的な交通政策の基本方i　　向」について諮問した。24日　日米防衛協力のための新指針（ガイドラ　　イン）関連法案が成立した。24日半第8回アジア船主フォーラム（ASF）総　　会が、当．協会の主催で東京にて開催された。　　（P．2特別欄参照）25日　当協会と韓国船主協会は、東京で第8回　　日韓船主協会会談を開催し、両国海運の現　　状と展望等について意見交換した。　　（P．11シッビングフラッシュ参照）26日　米国港湾サービスユーザーフィー制度案　　について、米国議会下院「運輸・インフラ　　委員会水資源・環境小委員会」がピアリン臨5月グを開催した。欧州・日本船主協会評議会」　　（CENSA）等の海運業界をはじめ、荷主団i　　体や米国港湾管理者団体等が出席して、同　　制度案に基本的に反対である旨の証言を行　　つた。また、同日付で上記法案（The　Hap　　bGr　Services　Fund　Act　of　l999．　HR　l947）　　も上程された。27日　運輸政策審議会第毘回港湾運送小委員会　　が開催され、事務局（運輸省）の提示した　　最終答申案について審議された。　　（P．13海運ニュース　参照）28Eヨ　米国連邦海事委員会（FMC）は、日本のi　　港湾慣行の改善を促すために燈船3社に課　　していた制裁措．置を撤回するとともに、日　　米5船社に対して90日以内の状況報告提出　　命令を行った。　　（P．10シッビングフラッシュ参照）28日　日本の海運企業において、代表権を持た　　ない取締役の最大の3分の／を外国人とす　　ることを可能とする船舶法改正案が衆議院　　本会議で可決・成立した。28日　海運大手3社の1999年3月期決算が出揃　　つた。それによると定期航路で．．一・部運賃が　　改定されたことや円安メリットなどが寄与　　し、3社ともに増収となった。28日　IMO第71回海上安全委員会（MSC）がロンドンで開催され、工NFコード（高レベル放射性廃棄物の船舶による安全運送に関するコード）の強制化が採択された他、海賊防止への取り組みとして、国際的な調査や処罰に関するコードを作成するためのコレスポンディンググループを設置することなどを決定した。せんきょう　平成11年6月号（　　　　5月の定例理事会の模様　〔5月26日、口無船主協会役員会議室において開催）　　　　　　　　会員異動○退　会　平成11年5月3／日付　　北星海運株式会社（京浜地区所属）　平成11年5月26日現在の会員数123社　（京浜地区所属79社、阪神地区36社、九州8社）　　　政策委員会関係報告事項1．第8回アジア船主フォーラムの模様につい　　て　　（P．2特別欄参照）2．第8回日韓船主．協会会談の模様について　　（P．11シッビングフラッシュ2参照）　　法務保険委員会関係報告事項1．第79回IMO法律委員会の模様　　（本誌平成ll年5月号P、17海運ニュースー　　国際会議レポート2参照）　　港湾物流委員会関係報告事項1．米国港湾サービスユーザーフィー制度案に　　ついて　　（本誌平成11年5月号P，2シッピングフラ　　ツシュ参照）2，運輸政策審議会海上交通部会第10・ユ1回港　　湾運送小委員会の模様　　（本誌平成1工年5月号P．12海運ニュースー　　審議会レポート1参照）3．港湾審議会管理部会ワーキンググループ　　〔WG）によるヒアリングについて　　（本誌平成11年5月号P．13海運ニュースー　　審議会レポート2参照）　　　国際会議の開催予定（7月）IMO第43回海洋環境保護委員会（MEPC）　6月28日〜7月2日　　　　ロンドンIMO第4回無線通信・捜索救助小委員会（COMSAR）　7月12〜16日　　　　　　　ロンドン）．当協会ホームページの更新について　当協会のホームページ（アドレス：http：／／www．lsanet．orjp）を更新致しましたのでお知らせします。　今回の更新内容は�@英語版を開設したこと、�A当協会のプレスリリースやその時々の話題を掲載する「What’s　New」コーナーを開設したこと、�B「統計データ・パンフレット類」コーナーに統計データを掲載したこと、そして�C「メンバー会社のご紹介」コーナーに各社の会社概要等を追加掲載したこと等です。　当協会では今後もメンバー会社からの意見等を踏まえ、ホームページを充実させていくこととしております。せんきょう　平成／1年6月号1．わが国貿易額の推移海運統計騨．騨騨．嚇郷　　　（単位；10億円）　　　2．対米ドル円相場の推移（銀行間直物相場）年　月輸　出輸　入前年比・前年同期比〔％〕（FOB）（CIF＞入〔▲）出超輸　出輸　入198029，38231，995▲2，61230．432．O198541，95631，08510，8704．0▲　　3，819904145733，8557，6Ql9．616．8199541，53031，5489，9822．612．3199750，93740，9569，98工13．97．8199850，64536，65313，911▲　　o．6▲　10．51998年4月4，3463，1221，224▲　　1，8▲　13，754，0422，8241，218▲　　1．5▲　　16．264，3463，131L2145．5▲　　o．974，5613，2481β126．5▲　　5．684，0143，1218922．0▲　　3．094，5973，0541，5423．9▲　　9．1104，3813，0151，366▲　　5，7▲　14．8113，6822，789893▲　12．8▲　11．8124，1292，7141，415▲　12．221．71999年1月3，4512，692759▲　10．6▲　22．O23，5942，657937▲　　12．2▲　　5．734，3052，9951，310▲　　6．2▲　／0．644，0232，9791，044▲　　7，4△　　4．6（注）　通関統計｝こよる。3．不定期船自由市場の成約状況年　月脚平均最高値最安値1，990144．81124．30160．101993lll．19100．50125．751994102．2496．45109．OO199594．0680．30104．251996108．7998．05110．311997121．OO111．3513］．251998130．89王14．25147．001998年5月135．00132．00139．056140．43136．20146．70ア140．73138．35143．708144．6714／．05147．009134．59131．05139．8010121．30114．25136．7511120．58115．30123．651．2117．54115．30122．701999年1月王／3．18110．35116．202116．66U2．／512L753119．78117．45123．354119．81l17．95121．955120．15122．王1124．32（単位　．千M／T）区分航海胴船｛疋期用船シングル（品　目別内　訳）年次台　　計連続航海航　　海穀物石炭鉱石屑鉄砂糖肥料その他Tdp　当Per1Qd1993172，7688，470164，29856，03342，ユ6959，1674082，3533，3578／／108，54626，0031994180，97811，264169，71444，99344，25168，2992，6343，4774，4301，630176，40746β761995172，6424，911167，7314＆77552，37157，2611，5261，9415，054803154，80249，0611996203，4072，478200，92954，37469，50966，5398983，2515，601757144，56129，8／51997195，9962，663193，33346，79267，19266，5511，0693，7247，312693160，46843，240／998186，1971，712184，62141，93869，30164，9948363，8002，4991280136，97224，7001998　914，24017214，0683，0445，5855，069271981202512，8202，6501013，33912513，214．3，3745，0474，1321013641138312，4363，4801113，99720413，7733，0415，0565，0601592671157512，3292，5931211，596011，5962，4．385，1573，50103165013411，1541，3／11999　115，95343015，5232，8438，2693，75174305100181／／，8431，632216，103016，1D33，2466，7945，5441102276212012，1672，146312，092012，0922，7394，5244，37402477912913，8604，963411，1492511，1242，4513，7934，357o183340012，1532，575510，200010，2002，8．783，5123，446o工30182529，5122，041〔注）�@マリタイム・リサーチ社資料による。�A品目別はシングルものの合計。�B年別は暦年。せんきょう　平成11年6月号戸（））羅煎ミミ凝“、　．趨．．．．墜．譜　　戴　　謳　ミ．原油〔ペルシヤ湾／旧本・ペルシヤ湾／欧米｝15000ペルシャ湾／日本／／、’、1　、　、へくし’　、r　’　　！　℃　　、f　　、f’　　、／50》、一’、Lペルシャ湾／欧米0　　1994〔年｝19951996199フ199日】99915D100甜。ドル1穀物〔ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧｝〔ドル1菊妬姐ガルフ／日本明35’3530302525北米西岸／日本帥＼　　ノ＼m　　　　1@　　　、2011515〆　／^／、　　fゾ、’八’、o、o1　　　『＼ガルフ／西欧旨5　　　　　　G1934〔筆〕19951ggs19971四819994．原油（ペルシャ湾／日本・ペルシャ湾／欧米）ペルシャ湾／日本ペルシヤ湾／欧米月次199719981999／9971998／999最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高．　最低最高　　最低最高　　最低12345678910111266，25　62．00U6．50　58．50U9，00　58．00U7．50　46．50V2．50　61．50V6．50　65．50W6．75　68．50X4．00　85，00X4．50　72．5DP00，00　89．OOW2．OO　75．00V5．OO　49．5062．00　50．OOU9．00　60．DDW2．00　67．50V2．5Q　65．00W7．50　69．00V5，00　62，50W2．50　74．75W0，00　60．00UD．00　44．DOU2．50　52．50U2．00　47．50U2．75　48．0067．50　60．75V2．50　59，5DV0．00　51．00S5．00　35．00S2．50　37．7556．5Q　52．OOT2，5D　47，50T7．50　50．50T2．50　45．00T9．50　45、00U0．00　52．50U5．00　50．00U7．50　65，00V0．00　60，00V7．50　70，00W0．00　65，00U2．50　42、5052．50　42．50UD．　OO　45．OOU7．50　55．00V2．50　55、00V7．50　69．00V7，50　56，50V2．50　65，00U8，50　52，50T6．00　40．ODT5．00　51，50T3．75　44．OOT6．50　43．7562．50　51．00U5，00　50．ODU2．50　42．50S0．00　33．50S7，50　33．50〔注）�@日本郵船調査グループ資料による。�A単位はワールドスケールレート．　�Bいずれも20万D／W以上の船舶によ　　　　るもの。　�Cグラフの値はいずれも最高値。5，穀物（ガルフ／日本・北米西岸／日本・ガルフ／西欧）（単位　ドル）ガルフ／日本北米西岸／日本ガルフ／西欧月次1998／9991998ユ99919981999最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低121．25　19．OO16．00　13。2511．50　　9．009．1510．75　　9．009．50　　9，00219．00　16，5017．00　14．258．75一7．90　　7．50一319．50　17．5018．00　15，2512．85　11．5010．75　　9．306．75『420．OD　16．QO18．35　14，25一一『9．50517．QO　l5、502Q．50　16，5Q一一lG．50　　7．50一615，35　13，70　一7M．DO　13．　oo9．75一813，00　12．50一一912．75　12．70　8．5010一一8．751113．75　12，75一8．75　　7．501212．85　玉2．25一8，50　　6．75（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも5万D〆W以上8万D／W未満の船舶によるもの。�Bグラフの値はいずれも最高値。せんきょう　平成1王年6月号眠　、．　　蝋騒、　N。鼓瀟一　　石炭いンプトンローズ／日本1・鉄鉱石〔．ソバロン／目本・ツバロン．／西脚〔ドル12515105D／石炭（ハンプトンローズ／日本）　，、／@’I’f�dへ　＼　　＼　　＼　　　＼　　　＼’　、！鉄鉱石iツバロン／日本）’／、／V」l@　　L@　　l，　　　レ’1、、＼　＼　へ鉄鉱石（ツバロン／西欧）1994〔駒聖995tg9619日719931999〔ドル｝25　4DO15Io530じ2502DO15010050o　　o運賃指数　　一oン7イー_ーティー馬△　　へwへ1�d　、　　　　へ八ンテイーNリーンY　　　　　、’@　／r＼1’、ノ1、　＼ノ1　　　、f’’　　、@　　　1ρ凡’　●@1ｬ型「　�d＼@　　＼　　、、へ、！一　　　　　、　　　　　　’_へ　へ　　　　／`〆、＾》　　↑　中型、！戸’　　’VしOC1994〔筒19951956199719田19994皿30D2502DO15匹1005Do6．石炭（ハンプトンローズ／日本）・鉄鉱石（ツバロン／日本・ツバロン／西欧）（単位：ドル）ハンプトンローズ／日本（石炭）ツバロン／日本（鉄鉱石）ッバロン〆西欧（鉄鉱石）月次199819991998199919981999最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　　最低最高　最低i最高　　最低1一一一一6．504．30　　3．5Q2一一一一5．80　　5．254．40　　3．7539．75一一一一4．45　　3．454一一一一5．25　　3．954．OO　　3．505一一一一4．70　　4．155．05　　4．606一一4．307一一．．一8『4．504．80　　3．2596．506．555．0010一一．．一一11一4．50一12一一4．15（注）�@日本郵船調査グループ資料による。�Aいずれも10万D／W以上15万D〆W未｝尚の船舶によるもの、，�Bグラフの値はいずれも最高値。（7，タンカー運賃指数タンカ一　　運賃指数月次199719981999VLCC中型小型H・DH・CVLCC中型小型1・1・DH・CVLCC中型小型日・DlH・C157．3107．2165．6188．4233．855．3llO．4150．3140．71．75．O53．591．21／6．8150．0198．9259．1l14．1164．1198．1255．854．6104．8142．／154．5171．458．795．8138．0161．2165．7358．4109．1155．9201．4237．768．696．7132．9146．5175．562292．1113．8164．3159．3462．0119．7201．3193．9223．472．4lO6．1145．7160．6161．948．893．9136．7167．5144．2552．3工10．4182．018L2213．770．391．8122．1156．6／55．1663．411D．9182．6203．0202．875．29821．19．8／70．8152．0763．8107．2172．5185．518L274．2104．8136．3167．4／60．9870．3100．4159．9176．2175．775．399．6129．2168．O159．7983．4110．6148．1179．5170．360．388．91．20．2165．4152．31076．2113．9152．6181．6163．94ア．279．2107．2158．3151．31189．5l14．9166．5164．6149．654．082．4117．0146．7160．91274．3110．6138．9180．1184．048．688．2l19．8133．3182．3平均67．5110．8165．8186．1199．3163．〔〕i95．9128．5155．7163．．1（注）�@ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・シップマネジャーによる。〔シッビング・ニューズ・インターナショナル　　　はロイズ・オブ・ロンドンプレスと1987年11月に合併）�Aタンカー運賃はワールドスケールレート。�Bダンカー運賃　　　指数の5区分については、以下のとおり　�SVLCC＝15万トン以上　1�P中型；7万〜15万トン　δ小型：3万一7万　　　トン　��H・D≡ハンディ・ダーティ：3万5000トン未満　「丞IH・C＝ハンディ・クリーン：全船型。せんぎょう　平成11年6月号昼懸謎こ醇織．謎緊、羅樫二、隙§濯＆黙鼻註蹴謙・黙総鞭・瀧寵・・、灘箭欄．．頴）係般船膿10DD万酬D酬脚巳00�o枷Ψヘ\　，　　　　、タンカーm�j1「400、、、r　〜　　A、八�`ノ，μ、I　　　、’、fし、、　一、貨物船揃ズ、〆口1脳働1鵬、襲6、9田、39巳、鵬8．貨物船用船料指数用船料指数貨物船’、航海用船ド・ｿ指数貨物船定期月次1994　　工99519961997　　工998／9991994　　工99519961997工99819991234567891D1／12189，0　　234．0P85．0　　227．DP85．0　229．0?X8，0　243．0P91．0　　245，0P98．0　　239，0P98，0　　230，0QG2、0　　218．0Q08，0　22D．0Q〕2，D　　22LDQ12，0　　198．0Q19，0　　209．O207．0Q02．0P92．0P92．0P96．Oh95．OP86．0P89．GP86．0P76．0P88．0Q11．0209，0　　189．0]97．0　　186，DP99，0　　171．0P97、0　　173．OP90．0　　173．OP84，0　　175．OP83，0　　．167，0P96，0　　165，eP90．D　　164．0P9LO　　165．OP89．O　　l7D．0P86．0　168．0166．0P70．0P69．0P72．0327．0　　358，0R20．0　　358．0R24，0　366，DR10．0　377，0R18．0　402，0R34．0　390．0R20．0　426．0R60，G　　39／．0R49，0　364．0R33，0　　355．0R63．0　344．2R67．0　374．7380．3R86．6R39．4R63．0R50．0R39．0R39．0Q89．GQ93．0Q94．0R23．0R23．0347．0R32．0R41．0R54．0R42．0R26．0R38．0R3G．0R27．0R16．0Q90．0Q94．O277．0Q54．．0Q60．DQ62．0Q62．0Q92．0Q66．0Q／0．GQ08．0Q22．0Q31．0Q32．0231．0Q29．0Q19．0Q21．0平均199．8　　226．1193．3192．6　　／72、1335．4　　375、5334．9328．1245．5（注｝綴霧諺で勝贋。、闇年。月行のロイズ・シップマネジャーに@　　　　　　　　しこ合1，ト）　�A舟’目毎用碕告料．指数iよ1965，7〜工966．6＝よる。（シッビング・ニューズ・インターナショナ@　　　　　　　　　　　　　　　　10D　定期用船料．書旨数【ま1971＝正OOo）9．係船船腹量の推移199719981999月次貨物　船　　　　　　タンカー貨物船タンカー貨物船タンカー隻数千GIT千D／W隻数千G／T千D〆W隻数千G〆T千DハV隻数千G．〆T千D／W隻数千G／r千D〆W隻数千G／T千D／W1234567891011工2248　　2，110　　2，589　　　55　　1，607　2，757Q41　　1，996　2，402　　　57　　1，628　　2，8Q4Q53　　2，055　2，420　　　63　　1，7／0　2，970Q51　2，0ア3　2，462　　64　1，796　3，！01Q49　　2，Q86　　2，520　　　63　　1，781　3，Q6QQ44　　2，008　　2野426　　　57　　1，776　3，052Q39　　／，969　　2，449　　　58　　1，823　3，160Q46　2，120　2，429　　57　1，776　3，031Q46　　2，084　2，375　　　53　　1，487　2，474Q64　　2，281　2，634　　　57　　1，615　2，591Q65　2，252　2，555　　58　L543　2，532Q69　2，254　2，596　　59　L450　2，464250　　2，063　　2，423Q44　1，9／1　2，22QQ46　　1，957　　2，281Q4．7　　2，028　　2，381Q56　　2，092　　2，448Q59　　2，171　2，546R10　　2，848　　3，408R11　　2，816　　3，420R19　2，852　3，420R26　　2，885　　3，420R24　　2，915　3，515R24　3、OO4　3午718571，4E．02，466T5L46G　2，492T81，7443，066T61，6752，927T5エ，6652，889T4L6812，939T82，0183，631T82，0183，621T7L7262，941T31，4E．32，479T0／，4CI72，415T1L4652528328　3，242　4，060R工7　3，094　3，83GR／2　　3，248　4，135R06　　3，321　4，275R03　3，1工4　3，9495／1，2052，／25S7　9Q71，487S51，0041，720S91，1831，943S91，1741，926〔注）ロイズ・オブ・ロンドンプレス発行のロイズ・マンスリー）1スト・オブ・レイドアップベッセルズによる。せんきょう　平成11年6月号　後記子の住む浦和市の東部で、東北自動車道に近い一帯に田園が広がっている。その真中を芝川が、そして田園の束と西の縁辺に見．ﾀ代用水と呼ばれる二本の用水が流れている。芝川および用水沿いには、サイクリング用道路が整備されているので、週末にはおんぼろ自転車を駆ってリフレッシュに努めるのが後記子の習いとなっている。昔、この一帯は広大な灌概用水池であったのを、享保10年（1725年）八代将軍吉宗が幕府財政建て直しのため米の増産を各地で図った時に、ここも水稲用の新田に生まれ変わったと郷土史に記されている。さて、その二本の代用水が南下して芝川と交わる手前に、国指定の遺跡で見沼通船堀と称するわが国最古の間門式運河跡が残っている。これは吉宗の命を受けて、当時の普請奉行であった井沢為永が干拓と代用水路の開拓と併行して、月水路を利用した江戸河岸までの内陸水路を開き年貢米を主とする輸送を計画したところ、芝川と両月水路の問で3mの落差があったため關門口運河を設けたとされる。通船堀が開通したのは享保16年（1731年）と言うからパナマ運河の開通より180余年前になる。規模は「1］2m長さ11mほどの木船がやっと通れる程度で、構造も杭を打った板壁の聞室に角材を何本か積上げて水門としたもので、パナマ運河とは比ぶべくもない。しかも間室内の船は20人程の人力に頼って引っ張ったと言う。そうは言え、その後大正時代まで利用された史実を前にすると、昔入の叡智と水運に対する認識の深さに畏敬の念を覚える。現在は、桜並木とともに花見時期には往時を偲んで木船の通航が再現されるなど人々に安らぎの場を提供している。一方、パナマ運河は本年末パナマに返還され．、より大型船の通航を可能とする拡充計画が話題に上っており、ますます世界の要所としてその将来に関心を集めている。　願わくは、パナマ運河そのものが平和な中で発展・運営され、世界の人々に多くの繁栄と幸せをもたらすよう祈りたい。川崎汽船総務部情報広報室長　　　　大滝　光一（せんきょう6月号　No．467（VoL　40　No．3）　　　発行◆平成11年6月20日　　　創刊◆昭和35年8月10日　　発行所◆社団法人　日本船主協会　　　　　　〒IO2−8603東京都千代田区平河町Z−6−4（海連ビル｝　　　　　　TEL．（03〕3264−7181〔総務部広報室）編集・発行人◆鈴木昭洋　　　製作◆株式会社タイヨーグラフィック定価◆�Sア円〔消費税を含む。会員については会賢に含めて購読料を徴収している）せんきょう　平成ユ1年6月号ドじ｛．．．．＼ズ　　纒蒸今回、登場して頂くのは第�C回　　　　　・翠）r．　　　当社のグループ安全会（49社　　　60隻）の事務局として安全全　　般（本質的には安全の企画・立　　案）、難船、ドック時の研修会、ζ＝　　地区別研修車麩の立案、開催に　　携わっています。1よ暫朧朧鷹詔ヨ　　　　　　　　　　　　　　ξ〜」　　「旭タンカー（株）安全本部次長本山博規さん（4臓）です。｝業運海た見ちか臼ロ？のは分象自印この■界3　海洋汚染が地球環境（生態系）におよぼす影響をもっと真剣に．一｝一．一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「．）　　　　　　　　　一一」　　　　　　2二岳旛騰欝穏　　　　　　著な例ではないでしょうか。　　4仕第鰯嚢驚1’ヨ・こチ・レンジでぎる業務が一乱、　　いでしょう。精神衛生上・・　。垣旭タンカー（株）の事業概要　内航タンカー輸送から出発した会社だが、物流国際化を先取りし外航近海輸送にいち早く乗り出し、近海輸送のパイオニアを自負している。事業としてはこの内航、外航輸送を主事業とし他に船舶管理事業を営んでいる。船が支える日本の暮らし（（祐・J・p・n・5・5hiρ・w…5・A・…i・・i・n　　　賢　　http＝〃www．jsanet．or．jp／

